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はじめに

今 日のインターネットの隆盛を前に、これまでの通信の歴史を遡ってみれば、情報通

信ネットワークの高度化が希求され始めたのは1980年 代 に入ってからである。 それ

まで 、通信といえば電信と電話のことであったが、コンピュータを始めとする情報機器

の発展により情報のデジタル化が進み、ネットワークによるデータ伝送が可能になり、

ネットワークの高度化への要求が飛躍的に高まった。そこで、従来の独 占事業体主導

では情報機器の発展にネットワークが追いつかず、結果として産業界全体に悪影響を

与えるとの懸念が生じた。1985年 前後 から各国 は、国営 の電話 会社を民営化し、競

争を導入することによりネットワークサービスの高度化を図るという政策に転換した。こ

れをネットワーク革新の第一期と呼ぶことが出来る。

その期 に新 しく登 場 した公 衆 デー タ伝 送 サー ビスは 「VAN(ValueAdded

Network)」 と呼 ばれ 、革新 的サービスと思われた。しかし、現在から振り返れば、それ

はネットワークの進化 における一過程に過ぎなかった。研究機 関の間でのみ利用され

ていたインターネットは、商用利用が本格化した1993年 以 降爆 発 的に普及 し、ネット

ワークはパケット通信網をベースにデータと音声を統合する方向に大きく変わった。こ

れをネットワーク革新の第二期と呼ぶことが出来よう。

これまでの電気通信 に関する規制は、回線交換 による電話サービスの提供を念頭

に置いて独 占的事業者を規制する枠組みとなっている。しかし今後、電話サービスの

市場は縮小する方 向に進んでおり、そこに詳細な規制を導入しても、もはやあまり意

味はない。ネットワーク革新第二期の真っ只中にある現在は、旧来の規制の綻びが明

らかになって新しい規制のあり方が世界的に模索されている状態と言える。大きな流

れとしては、一つは競争導入を目指したこれまでの規制から、競争状況を前提とした

競争法への転換であり、もう二つは、技術的には融合してしまっている通信と放送を、

コンテンツ提供等の文化的観点からどのように法的に再構成するかであろう。

本資料は、これからの情報通信規制の在り方の検討 に資するため、各国の情報通

信政策にっき、過去から現在までの流れを、各種定期刊行物、専門文献、参考資料、

関連ウェブサイトなどをもとにとりまとめたものである。

広く各界関係者のご参考になれば幸いである。

平成14年3月

財団法人 日本情報処理開発協会
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アメリカの情報通信
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1.ア メリカの情 報 通 信

1.規 制機 関及び管轄

アメリカで は 民 間 の電 気 通 信 全 般 ・及 び 放 送 に 関す る規 制 機 関 として 、連 邦 政 府 の

独 立 行 政 機 関 である連 邦 通 信 委 員 会(FCC:FederalCommunicationsCommission)

が1934年 通 信 法 に基 づ い て設 置 され 、今 日に至 ってい る。同 委 員 会 は 広 範 な権 限

を持 ち 、州 際 及 び 連 邦 レベ ル で の規 制 を行 う。各 州 の規 制 は 各 州 の公 益 事 業 委 員 会

(州 によって名 称 は異 なるが 、一 般 にPUC〔PublicUtilitiesCommission〕 と呼 ぶ)が 規

制 す る 。商 務 省 電 気 通 信 情 報 庁(NTIA:NationalTelecommunicationsand

InformationAdministration)は 連 邦 政府 が使 用 す る電 波 に 関す る管 理 権 限 を有 してい

る。

表1.1-1各 規 制 機 関の 管 轄

国 際 ・州 際 州 内

電気通信 FCC 各州PUC

放送 FCC

周波数管理
民間 FCC

政府 NTIA

1.1連 邦 通 信 委 員 会(FederalCommunicationsCommission)

アメリカ にお ける電 気 通 信 の規 制 は1866年 のPostRoadActに 始 まる。同法 で は

電 信 線 の通 行 権 を定 め ていたが 、電 信 は 事 業 の手 段 であ り事 業 の 中 に含 まれ るという

判 例 が 出 され 、州 境 を超 える事 業 は 連 邦 政 府 の管 轄 で あるとい う判 例(1887年 に

InterstateCommerceActと して成 分 法 化)を 基 に、州 際 の電 信 業 務 を連 邦 政 府 の 管

轄 とす る道 が 開かれ た。1887年InterstateCommerceActに お いて は、州 際 の電 信

事 業 及 び 電 話 事 業 に関す る規 制 権 限 がICC(InterstateCommerceCommission)に 付

与 され 、また無 線 電 信 事 業者 もその 管 轄 に含 まれることになった。

1912年 無線法 にお いては 、連 邦政府使用のための周波数の留保 、海難緊急信号

の伝送ルール、無線局の免許などが定められた。その後無線通信及び放送の発展に

対応するため、新たな規制機関として連邦無線委員会(FederalRadioCommission)が
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設立された。しかしこの間第1次 世 界大戦を通じて郵 政省 、国務省も国家安全保障の

下で電気通信に関し管轄を有するようになっていたため、規制機関が4者 重複 する事

態 となり、単一の規 制機 関を望む声が高まってきた。この結果、1934年 通信 法 によっ

て設 立された機 関が連邦通信委員会(FCC)で ある。

1.1.1FCCの 組織

FCCは 州 際お よび 国際電 気 通信 の政策 ・規制を管轄する(通 信 法 第151、152

条)。議会 に対して直接責任 を負う独 立行政機 関として1934年 通信法 により設 置され、

同年7月11日 に発 足した。FCCは 大統領 が指名し上院の承認 を受けた5名 の委 員に

よって運営 される。同一政党から3名 まで任命 でき、大統領 は委員 の中から委員長を

任命する。委員の任期は5年 で再任 が可能である。

2.1996年 電気通信 法制定まで

1996年 電気通 信法 の以 前と以後 では、規制の性格が変わった。同法以前は、新

規参入を促進し競争環境を現出させることを目的としたが、同法以後は、競争が進展

したことを前提に更なる規制緩和が行われ、いずれは規制が不要になるとの認識から、

2年 毎に規制の必要性 を見直すようFCCに 義務付 けている。

ここでは、まず 、1996年 電気通信法制定 に至るまでの政策 ・制度を概観する。

2.1公 衆電気通信 事業の規 制緩 和

FCCの 規制の歴史 は、ほぼ電気通信事業に関する規制緩和の歴史である。もっとも、

FCCは 当初から規 制緩和 を望んで押 し進めてきたわけではなく、公衆電気通信網を

保護しようという立場から、従来はむしろ規制緩和には消極的であった。しかし技術が

発展するに従い、独 占企業体によるサービス提供の非効率性が明らかになり、ネットワ

ークを利用した新しいアプリケーションの自由な展開を進めるべきだという時代の趨勢

もあって、徐々に規制緩和の方向に向かうことになったr

2.1.1私 設マイクロ波通信システム設置の自由化

主なものを挙げると、まず1959年 に私設 マイクロ波通信システムの設置が自由化さ

れた(超890裁 定)。これ は890MHz以 上の周 波数を利 用する私設 マイクロ波通信シ

ステムの設置を認めるもので、この決定が専用線サービスの自由化を招来し、ひいて

は電話サービスの自由化をもたらす遠因になった。AT&Tは 「TELPAK」 という専用

線の大 口割 引制度 を導入してこの決定に対抗したが、TELPAKは 、大 口ユーザー に

お よそ75%～88%に も及ぶ 割 引を提 供したため、独 占事業者の通信料金の在り方

2



に根本的な疑問を呼び起こすことにもなり、その意味でも歴史的に重要な決定であっ

た。

2.1.2電 話機 の 自由化

1968年 のCaterfone裁 定 により、公 衆網 に接続できる電話機は電話会社が提供す

るもの以外でも良いことになり、電話機製造産業、相互接続機器産業が発展することと

なった。

2.1.3専 用サー ビスの 自由化

1969年 、FCCは 、MicrowaveCommunications,Inc.(以 後MCIと 記す)に 対し、マ

イクロ波通信 システムの建設を認めた。それまで、マイクロ波でCATVに 番 組 を伝送

することを主業務 とする事業者(MiscellaneosCommonCarrier)は いたが、電話会社や

電信 会社 と競 合するサービスを提供する者 は無かった。MCIは マイクロ波 によるビジ

ネス向け専用サービスの提供を目的に、FCCに 設備建設の許可を求めていたもので、

事実上、専用サービスを自由化する決定となった。この後同様の許可を認める動きが

相次いだため、1971年 、デ ータ伝送その他 特殊通信サービスに対する公衆ニーズが

存在し、競争によるサービス提供が可能であり、それは公衆を益することにもなるとの

認識を示し、特殊公衆電気通信事業者という分類を認める決定を下した。これは技術

的条件さえ満たせばマイクロ波を使って専用サービスを提供できるとするもので、MCI

が最初 にシカゴーセントルイス間で1972年 にサービスを開始した。

2.1.4長 距離 電話サービスの 自由化

1975年 、MCIは 一般 長距離 電話サービス(サ ー ビス名称Execunet)の タリフの承

認 をFCCに 求めたが、FCCは 拒否 した。しか し1978年 、連 邦控 訴裁 判所 が、FCC

は従来 「特殊公 衆通信 事業者 」の事業を専用サービスのみに限定していないとして、

このFCCの 決定 を覆 したため(Execunets判 決)、一般長 距離 電話 サービスの 自由

化 が実現することになった。1980年 には市外 通話 、広域電話サービス(WATS)の 再

販 売 ・共 同使 用の制 限撤廃など、数々の規制緩和が実施された。

2.1.5長 距離 事業 における非対称規制の撤廃

長距離電気通信事 業に関しては、FCCはAT&Tを 「支 配 的事 業 者(dominant

carrier)と位置 づ け、AT&T以 外の事業者 に対しては規制を簡素化して適用するかま

たは非規制とし、AT&Tの み法律 どお りの規 制を適 用する「非対称規制」が実施され

てきた。1991年8月1日 、FCCはAT&Tの ビジネス用サービス(プ ロアメリカ、WATS、

メガコム、SDN、 ディジタル 専用線)に ついて大幅 に緩和す る裁 定を下した。これは、

サービス分野ごとに競争の状況に応じて規制を解除していこうという考え方に基づくも

ので、この分野でAT&Tの シェアが低下してきたことを反 映している。この裁定により、
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AT&Tは 上記サービスにつ いて価格 上 限規制を受けないことになり、また、タリフによ

らず顧客との契約に基づいて料金を設定できることになった。

1995年10月 、FCCは 、国 内 長 距 離 事 業 にお ける競 争 が十 分 に進 行 してい ると認

め 、AT&Tの 国 内電 気 通信 市 場 で の 地位 を 「支 配 的 事 業 者(dominantcarrier)」 から

「非 支 配 的 事 業 者(non-dominantcarrier)」 とし、他 の長 距 離 事 業 者 と同 等 の扱 い とす

る決 定を下 した。ただ し、低 所 得 ユ ー ザ 向 けの過 渡 的 措 置 を義 務 づ けた。さらに1996

年5月 には 、国 際 サ ー ビス市 場 でもAT&Tを 「非 支 配 的 事 業 者 」とす る決 定 を下 し、こ

の結 果 、アメリカの長 距 離 事 業者 には 「支 配 的事 業者 」は存 在 しない ことになった。

2.2反 トラスト法 に基 づ くAT&Tの 規 制 とFCCの コンピュー タ裁 定

一方、FCCに よる規制 とは別 に、司法省 と旧AT&T(1984年 分割 前のAT&T)と

の独 禁法訴訟 の和解 として成立 した修正 同意審決(MFJ)に 基 づく規制 が、長く電気

通信業界 に影響を与えてきた。これは1996年 電 気通信 法 により撤廃 されたが、分割

によって誕生した地域電話会社の営業 区域内長距離サービス参入に対して他より厳

しい規制が課せられるなど、その枠組みは残っている。

修正同意審決は独 占禁止の観点からAT&Tの 市場 支配 力を削ぐことを 目的として

いる。一方、FCCの 政策 は、できるだけAT&Tに 対する規制を緩和 し、情報サービス

に参入させることによって、情報産業及び産業全体の振興を図ることを目的としている

という違いがある。そのため両者はしばしば相対立する規制を発することになり、電話

会社を戸惑わせることになった。

2.2.1第 一 次反 トラスト訴訟

独禁法で訴えられたAT&Tは 、1913年12月 、独 立系電話会社 との相互接続 を認

めること、独立系電話会社の買収には州際通商委員会の許可を得ること、電信会社で

あるWesternUnion社 の支 配権 を放 棄 することを条件 に司法省と和解した。これは

Kingsbury副 社長 が司法長官 に宛てた書 簡 によるものであD.たため、Kingsbury誓 約 と

呼 ばれる。

2.2.2第 二次反トラスト訴訟

1949年1月 、司法省 は再 びAT&Tを 独 占禁 止法違反 で提訴 した。AT&Tの 運営

子会社の使 用する機器 ・設備 が全て機器製造子会社WesternElectric(WE)社 製 で

あり、高い価格 が電話 料金 に転嫁され、電話料金の効果的規制が妨げられているとの

訴えであり、司法省はWEのAT&Tか らの分 離を主 張した。この訴訟 は1956年IA
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に和解 に達し、WEを 分離しない代 わり、既存及 び将 来の全ての特許の使用権を全て

の者 に認めること、WEはAT&T向 けの機器 の製 造 ・販売 に特化すること、AT&Tに

は公衆電気 通信事業 とそれに付随するサービスのみの提供が認められることになった。

なお、CATV事 業 は公衆電気通信 事業ではないため、これにより、AT&Tに はCAT

V事 業が禁 止されることになった。この同意審決はFinalJudgmentと 呼 ばれた。

一方、FCCは 、ネットワークを利 用したコンピュータ処理の発展により、付加価値通

信サービスは自由競争に任せ、技術革新を促進した方が産業界全体にとって利益で

あるという考え方 に基づき、1966年 に第一 次コンピュータ調査 を開始し、1971年 に

第一次コンピュータ裁 定を下した。これは、電気通信を「通信」と「ハイブリッド」と「デー

タ通信」に分け、「ハイブリッド」(通信 とデ ータ処理の両側 面をもつもの)の うち、ユーザ

の通 信ニーズに応 えることを第一義にしたものは公衆電気通信事業に付随するサー

ビスであるとすることによって、1956年 の同意審決 の内容 を侵さないよう、AT&Tに

一部のデータ処理サービスを認 めようとするものであった。

しかしながら、技術の進歩によって「通信」か「データ処理」か簡単には分類できない

サービス形態が出i現し、すぐにこの裁定では対応 できなくなった。そこでFCCは1976

年 に第 二次コンピュータ調査を開始し、1980年 に裁定を下した。これは、電気通信を

「基本サービス」と「高度サービス」とに分け、「高度サービス」は公衆電気通信サービス

に付随するサービスであるとし、1956年 の同意 審決の下でもAT&Tは 高度サービス

を提供 できるとするものであった。ただし条件があり、分離子会社によるのでなければ

高度サービスを提供できないこととされた(構 造分離要件)。 一

なお 、一般 の高度サービス事業者も公衆電気通信事業者 に分類されるが、FCCは 、

公衆 電気 通信事 業者 に適用される法規を高度サービス事業者 には適用しないことと

し、実質的には非規制の完全 自由化と同等であった。

2.2.3第 三 次反 トラスト訴 訟

FCCが コンピュー タ調 査 を進 めてい る間 、1974年11月 、司 法 省 がさらにAT&Tを

独 占禁 止 法 違 反 で提 訴 し、WesternElectricの ほか 、長 距 離 部 門 と地 域 部 門 の分 離 、

ベ ル 研 究 所 の分 離 を 主 張 した 。この 訴 訟 は1982年1月 、1956の 同 意 審 決(Final

Judgement)を 修 正 す る形 で 和 解 が 成 立 した 。そ の た め この 修 正 同 意 審 決 はMFJ

(ModifiedFinalJudgement)と 呼 ばれ るが 、AT&Tか ら地 域 電 話 事 業 部 門を分 離 し、

新 生AT&T(地 域 電 話 事 業 部 門 をのぞ いた事 業 体)は 自 由 に他 の 業種 に参 入 しても

良 い が 、全 国 を7つ の 地 域 に 分 割 して独 立 した7つ の 地 域 電 話 事 業 体(RHCs:

RegionalHoldingCompanies)は その独 占性 故 に高 度 サ ー ビスに参 入 できない とす るも

のであった。AT&Tの 分 割 は1984年1月1日 をもって実 施 され た。なお 、このMFJの
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実施はワシントン連邦地裁のグリーン判事が担当した。

この審決により、AT&Tに 高度サービスを認 めようとしていたFCCの 思惑 は大きく阻

害されることになった。新生AT&Tは 構 造分 離要件 を満たせ ば高度サービスを提供

しても良いが、RHCsは 構 造分離要件 を満たしても提供 できないことになる。FCCは 、

さらにAT&T及 びRHCsが 構造 分離要件 によらず高度サービスを提供できるようにす

る方策を検討することとし、1985年7A、 第3次 コンピュータ調査を開始した。この調査

ではCEI及 びONAと いう概念を提 示 し、その要件を満たせば構造分離することなく高

度サービスを提供できるとするものであった。当時は、アメリカの産業の国際競争力低

下に対する危機感が広がっていた時期で、分離子会社要件は余りにも経営資源の無

駄であり、国際競争力が傾きつつある時に膨大な潜在力を持つAT&T及 びRHCs

(以下ベル系電話会社 と呼ぶ)を 情報 産業参入から阻害することはアメリカの国益に反

するという意見が次第に高まりつつあった。

2.2.40NA.(OpenNetworkArchitecture)

CEI(ComparablyEMcientInterconnection)と は 、ベ ル 系 電 話 会 社 が ある高度 サ ー

ビスを提 供 しようとす る場 合 、自社 が利 用 す る場 合 と同 じ条 件 で他 の 高 度 サ ー ビス事

業 者 にもそ の高 度 サ ー ビスを形 成 して いるサ ー ビス要 素 を利 用 させ な けれ ばな らない

とす るものである。ONA(OpenNetworkArchitecture)は 、公 衆 網 を機 能 別 に細 分 化

し、網 の 所 有 者 を含 め 各 自が 平 等 な条 件 で 必 要 な機 能 を必 要 な数 だ け購 入 し、利 用

できるようにしようとい うものである。ONAが 最 終 的 な 目標 とされ 、CEIは それ に至 るま

での過 渡 的 な措 置 と位 置 づ けられ る。

第3次 コンピュータ裁 定(第1段 階裁 定)は1986年5Hに 下された。同裁 定では、第

2次 コンピュータ裁定 におけるサービスの分類を継承し、電気通信を「基本サービス」と

「高度サービス」とに分け、CEI又 はONAを 満 たせ ば、AT&T及 びRHCsは 構造 分

離要件 によらず とも高度サービスを提供して良いことになった。構造分離要件を選ぶ

かCEI又 はONAを 選ぶかは 自由である。ただし、MFJが あるため、RHCsはCEI又 は

ONAを 満 たしていても、この時点では依然として高度サービスを提供できない。

FCCは 、AT&T及 びRHCsにONA計 画 を策 定 し、提 出す るよう命 じた。FCCは そ

の概 念 を示 した のみ で 、そ の 具 体 的 な実 現 方 法 はす べ てAT&T及 びRHCsに 任 せ

た。1987年3月 、ONAの 実施 条件 をさらに 明 らか にす る第2段 階 裁 定 が下 され た。各

自ばらば らに開 発 した ので は互 換 性 のないものが できあがるという懸 念 が現 実 化 しそう

にな った た め 、RHCsの 共 同研 究 機 関 で あ るBELLCORE(BellCommunications

Research,Inc.)が 中心 となってONA計 画 を策 定 し、1988年2月 、FCCに 提 出 した。
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このONA計 画 を特 徴 づ けるもの は 、BSE(BasicServiceElement)とBSA(Basic

ServingArrangement)で ある。BSEは サ ー ビスを構 成 す る基 本 要 素 で 、具 体 的 には 、

呼 転 送 、発 信 者 番 号 表 示 、迂 回 、自動 再 呼 などの機 能 であり、BSAは 回線 を構 成 す

る基 本 要 素 で 、具 体 的 に は 、回 線 交 換 、パ ケット交 換 、高 速 デ ィジタル 伝 送 な どの機

能 である。つ まり、BSEを 購 入 してそれ を材 料 にある高 度 サ ー ビスを作 り、BSAを 購 入

して回 線 を設 定 し、そ してそ の高 度 サー ビスを提 供 す るとい う仕 組 み で ある。ネットワー

クの機 能 をサ ービス構 成 要 素 と回 線 構 成 要 素 に分 けた点 が特 徴 で ある。

このONA計 画 は高度サービス事業者から大きく批判を受けた。その理由は、機能の

細分化が不十分であること、BSEに よってはBSAが 特 定されてしまうこと、価格設 定が

コストベースでなく市場ベースを予定していること、各社の間でBSEやBSAが 不統一

であること、従 来提供 しているサービスがONAの 導 入 によりかえって高くなること、対

等な競争の担保という点でやはり構造分離要件のほうが良い、といったものであった。

このような批判もあったが、FCCは このONA計 画の枠組みを1988年11月 に承認 し

た上で、一部を改善し再提 出するよう命じた。そして1990年4月 、この修正ONA計 画

が承認 された。ところが1990年6月 、連邦控 訴裁が第3次 コンピュータ裁 定を無 効 と

する判決を下した。これはMCIと 一 部州政府 が、第3次 コンピュータ裁 定が不 当競争

の危険性と州政府の権限侵犯をもたらすとしてその撤回をサンフランシスコ連邦控訴

裁判所に求めていたものであった。ただしこの判決は第3次 コンピュータ裁 定 の方 向

自体 を否定したものではなく、構造分離要件によらずAT&T及 びRHCsが 高度 サー

ビスを提 供できるとしたFCCの 決 定 について、それを可とする資料的な裏付けが足り

ないことを理由にしたものであった。

FCCは 、この無効判 決を受 け、1990年12月 、分離子 会社要件 の解 除及 び州公益

委員会の管轄権侵犯についての調査告示を発 出した。これは無効判決の趣 旨に沿う

よう、特に分離子会社設置によらない歯止め要件の強化、ONA推 進 に伴 いFCCが

州 の管轄 を侵 す場合 の要 件 に重 点を置いた新たな調査公示である。ONAを 推進 す

るFCCの 考え方 に何 ら変化 はない。1991年4月 、RHCs7社 は修正 したONA計 画 を

FCCに 提 出し、同年11.月 、FCCは 、連 邦裁判所 の無効判 決の内容を考慮した上で、

この修正ONA計 画を承認すると共に、ONAに よる高度サービス提 供条件を確定させ

た。

一方
、RHCsに 情 報サー ビスの提供を認 めようとしない連邦地裁のグリーン判事は

議会からも非難を浴びていたが、ついに1991年7月 、RHCsの 情 報サービスの提 供

に関し情報 サービス内容提供禁止を解除する判決を下した。ただし判決の発効は上

級審の判断を待たなければならないという条件を付けた。これによりRHCsは 、情報サ
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一ビスの伝送だけでなく、情報サービス内容の提供を含め、全て認められることになっ

た。同年10月 にはワシントン控訴 裁 判所 が、グリーン判事が判決効力を上級審の判

断待ちとした部分を無効と判示し、米国最高裁もこの判決を支持したため、RHCsの

情報サービスの提供 が認 められることになった。

2.31996年 の 通 信 法 大 改 正

2.3.1ア メリカの危機感

日本のNTTが1990年3月 にVI&P構 想 を発表 し、2015年 までのB-ISDN構 築

完 了を 目標 として掲げた。このVI&P構 想 自体 は同年 同月末 に決着 が予 定されてい

たNTT分 割論議 を牽制するために発表 されたものであったが、先進技術における日

本の国際競争力に脅威を抱いていた当時のアメリカを大いに刺激した。危機感を煽ら

れたアメリカ議会では、民主・共和の超党派で『1991年 米 国通信 競争 力強化及 びイ

ンフラストラクチャ近代化法案』が上程された。

この法案は、以下の二点を骨子としている。.

1991年 米国通信競争力 強化及 びインフラストラクチャ近代化法案 骨子

◇2015年 までに米 国のあらゆる企 業 ・家庭・教育機関・医療機関に広帯域通信

システムを普及させることを国家的義務とする

◇電話会社に「ビデオダイヤルトーン」サービスを認める(画 像伝送サービスの

提供を認 めることによって、光ファイバーの敷設を促進させる)

そ して、当時 のゴア上 院議 員 の提 案 によるHPCC(HighPerformancceComputing

&Communications)法 が制 定 され 、HPCCの 下 に以 下 の5つ のプ ログラムが推 進 され

ることになった。

な お 、HPCCは 前 ブ ッシュ政 権 の 時 に開 始 された が 、クリントン政 権 が 始 めたNIIの

一 環 として位 置 付 けられ た。
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①ASTA(AdvancedSoftwareTechnologyandAlgorithms)

高 機 能 コン ピ ュー テ ィング ネ ットワー ク環 境 下 で の ソフ トウェア や ア ル ゴ リズ ム

の 開 発

②NREN(NationalResearchand、EducationNetwork)

全 米 の研 究 機 関 を高 速 ネ ットワー クで 結 ぶ

③HPCS(HighPerformanceComputingSystems)

高 速 並 列 処 理 コンピュー タの 基 盤 技 術 の 開 発

④BRHR(BasicResearchandHumanResources)

コン ピ ュー タ科 学 、コン ビ ュー タ工 学 な どの 研 究 者 の 育 成 、基 礎 研 究 へ の 支

援

⑤IITA(lnformation'lnfrastructureTechnologyandApPlication)

医 療 、教 育 、環 境 、エ ネ ル ギ ー 、製 造 設 計 な どへ の 応 用 ・実 証

また、商務省電気通信情報庁(NTIA)は 、1991年10月 に『NTIAイ ンフラストラク

チャ・レポー ト:情 報の時代 にお ける電気通信』と題する報告書を発表した。同報告書

は、効率的なインフラストラクチャ開発に政府が採るべき最適の助成策は、不必要な規

制の除去と競争 的な電気通信市場の促進であるとし、政府 による積極的な介入を否

定し、その役割を環境の整備に止めている。政府の積極的な介入に関しては、政府

統制によるインフラストラクチャ開発は、その初めから方向を誤るものになるであろうし、

急速に進展する電気通信技術と市場の需要に対して効率的に対応できるほど弾力的

ではない、と述べている。

具体的には、電話会社とCATVの クロスオーナー シップ(兼 営)を 認 めること、市内

電話分 野への参入規制を廃止すること、などが勧告されており、巨大な資本力を持つ

電話会社にCATV事 業を認 めることで、光ファイバーの敷設を促進し、B-ISDNを

早期 に構築できるような環境 にす べきだとの考え方を示している。

2.3.2NII構 想

1993年 、クリントン大 統 領 の誕 生 により、アメリカの情 報 ・通 信 基 盤 の整 備 は新 た な

局 面 を迎 えた。情 報 ・通 信 基盤 の整 備 を選 挙 公 約 として 当選 した クリントン大 統 領 とゴ

ア副 大 統 領 は 、積 極 的 に基 盤 整 備 策 に取 り組 み 、1993年9月15日 、NII(National

InformationInfrastructure)行 動 アジェンダ を発 表 した。このNII構 想 は世 界 に大 きな
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影響を与え、現在多くの国が同様の計画を公表しているが、その内容を見ると、多か

れ少なかれ、NIIの模倣 と言って良い。

NII行 動アジェンダは 、NIIの 意義 とその構 築方針 につ いての政府の見解を明らか

にしたもので、政府にとっての 目標及び指針として次ページの9項 目が挙 げられ、それ

ぞれに政府 が採るべき行動が示されている(表1.2-1参 照)。

2.3.3通 信 法改正の成 立

その後 、ゴア副大統領 は、12月21日 及 び翌1・994年1月11日 の演説を通 じ、電気

通信 に関す る政策 ・法改正に関する政府方針を発表した。そこでは、以下の5項 目の

基本原則 が提示された。

①NIIへ の民間投資 の奨励

②競争 の促進と保護

③ネットワークへの自由なアクセスを確保

④情報に関して「持てる者」と「持たざる者」を創 出しない

⑤政策・規制の柔軟 性を確保

政府は法案のガイドラインとして、ゴア副大統領の演説 に沿った通信法改正に関す

る政府 白書を1994年1月27日 に発表 した。

また、ゴア副×統領 は3月21日 のITU第1回 開発 会議 でGIIを 提 唱した。その 中味

はNIIと 全 く同じで、アメリカのや り方 をそっくりそのまま世界に押し広げようとする戦略

とも受け取れる。

NII実 現のため、政府 は情報通信 全般 にわたるより一層の規制緩和を目指すことに

なった。その際最も議論となったのは、地域電話会社による長距離事業への参入と、

CATVサ ービスの提 供である。地域 電話会社の長距離参入を禁止しているのはMFJ

であり、その運用 はワシントン連 邦地裁が管理している。したがって、MFJの 撤廃 は法

律 によるしかない。上 院および下院において、1934年 通信法の改正を 目指す法案が

多数上程され、6月にはブルックス・ディンゲル法案(MFJ撤 廃を 目的 とする)とマーキ

ー ・フィールズ法案(電 話 会社とCATVの 相 互参入を認 める)が 、下院で可決されるな

ど、改正 の気運は大いに高まってきたが、各分野入り乱れての相互参入を認めるとな

ると、既存事業者はできるだけ自らに有利な条件での市場開放を求めるため、各事業

者間での利害調整に目処がつかず、12月 、上院は通信法改正の年 内可決 を断念し、

1995年 の議会で仕切 り直しすることになった。
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表1.2-1NII行 動 ア ジ ェン ダ

項 目 内 容

1 適正な税制・規制政策

を通じて民間投資を奨

励

◇通信法改正により、競争を増進し市場を開放

◇税制の改正(研 究開発や新規事業創出に対する

優遇税制)

2 情報資源を全 国民が安

く利用できるよう「ユニバ
ーサルサービス」概念を

拡大

◇ユニバーサルサービスの新しい概念を確立

3 技術革新及び新しいア

プリケーションの促進を

側面から援助

◇HPCCプ ログラムの継 続

◇NIIア プ リケーション・プ ロジェクトのリスト作成

4 シームレスで対話型でユ
ーザー主導のNII運 用

を促進

◇標 準形 成プロセスの見直し、明確化

◇サービスやアプリケーションの発展を阻害する政

府規制の見直し・改正

5 情報のセキュリティとネッ

トワークの信頼性の保証

◇NIIに おけるプライバシー 問題を検討

◇暗号技術を検討

◇産業界と協力してネットワークの信頼 性を高める

6 無線周波数帯域の管理

の改善

◇帯域の割り当てと使用の手続きを簡素化

◇帯域の分配にあたって市場原則を促進

7 知的所有権の保護 ◇著作権法が十分であるか検討

◇著作権者を確認し料金を支払う方法を検討

8 州政府や地方 自治体及

び外国との調整

◇州及び地方の担当者との調整を改善

◇海外の市場を開放させる努力を継続

◇互換性のない標準によって生じる障壁を除去

◇諸外国との間での通信政策の問題について調査

9 政府情報へのアクセス

の拡大と政府調達の改

善

◇政府情報のアクセス性を改善(電 子媒体化、秘

匿性の検討など)

◇政府情報提供のためのインフラを改善

◇政府情報への市民のアクセスの利便性を高める

(コスト、使いやすさなど)

◇政府部内での電子メールの使用を拡大レ、省庁

間調整を強化

◇政府が率先して最新技術を採用できるよう連邦

の調達政策を改正
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1995年6月 、上 院で距離、地域 、CATVの 相 互参入を 自由化する内容 の通信法改

正案が可決され、8月 、下院でも、市場 参人 制 限や マスメディア所有制限などを緩和

する法案が、賛成305、 反 対117と 、賛成 が2/3を 上回る圧倒 的多数 で可決された。

この後両院協議会で両法案の細部について妥協が模索され、一時は協議が決裂す

るかの様相を見せた時期があったが、最終的に調整が成り、1996年2月1日 に統一

法案を両院で可決 し、2月8日 、クリントン大統領が署名 して成立した。

成立した法律名は「TelecommunicationsActof1996(1996年 電気通信 法)」である。

この法律はあくまで1934年 通信法 を改正 するものであって、この法律が1934年 通信

法に取って代わったわけではない。地域事業者や長距離事業者、CATV事 業者 など

の強力なロビー活 動などのため、方 向が決まっていたわりには難産となったが、地域

電話会社の長距離事業・CATV事 業 への参入解 禁 、修 正 同意審 決の効力廃止、マ

スメディア集中排除の緩和など画期的内容となった。しかし、狼褻 ・暴力番組を阻止す

る機能をテレビ受像機の製造要件とすることや、双方向コンピュータサービスでの未成

年への下品な通信の禁止など、問題となる条項も含まれた。
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3.1996年 電気通信 法成 立以後

1996年 電気 通信 法は、規制の大枠を定めたのみで、細部についてはFCCが 規則

を制定す るよう求 めている。また、2年ごとに規則 の必 要性 を見 直し、不用になった規

制は撤廃するよう義務づけている。

3.1固 定 系 ネットワー ク

3.1.1ベ ル 系地域電話会社 の長距離市場参入

ベル系地域電話会社は、1996年 電気通信法 により、営業 区域 内で長距離サービ

ス市場 に参入するためには、地域市場の開放度を測る基準である14の チェックリスト

を満 たさなけれ ばならず、それを満たしているかどうかはFCCが 審査することになって

いる。1998年5月 、USWest及 びAmeritechは 、長 距離 事業者 であるQwestと の

共 同マーケティングで長距離 サービスを提供すると発表したが、これはベル系地域電

話会社に対する規制を事実上脱法するものとして、AT&Tを 始めとす る長距離 事業

者及 び新規 地域事業者が厳しく反発し、10月1日 、FCCは 通信 法違反 という決 定を

下した。

SBCは 、何 回かFCCに 申請したものの退けられたため、ベル系地域電話会社にの

み特に不利益を課すこのような改正通信法271～275条 は違 憲であると訴え、一審 で

は勝 訴したが、1998年9月 、第5連 邦巡 回控訴裁 は合 憲 とする判 決を下した。12月

にも同裁判 所はBellAtlanticの 同様 の訴 えを退け、1999年1月 には連邦最 高裁 も

SBCの 上訴 を却 下した。これ により法律上の疑義は無くなったが、依然としてベル系

地域電話会社は長距離市場に参入できず、市内・長距離の垣根を外した競争が実現

しないことに議会の不満が高まり、FCCが 規制 に傾きすぎていると非難した。

このように 、い つ どこのベ ル 系 地 域 会 社 に域 内長 距 離 サ ー ビスをFCCが 認 め るか

は焦 点 となっていた が 、1999年12月 、FCCがBellAtlanticに 初 めて営 業 区域 内 で

の長 距 離 サ ー ビス提 供 を認 可 し、BellAtlanticは2000年1月5日 か らサ ー ビスを

開始 した。また、5月 に はSBCも 認 可 を得 、以 後 は着 実 に認 可 され ている。

3.1.2相 互接続

(1)地 域相互接続規則

1996年8月 、FCCは 、地域電話 会社 との相互接続 に関するガイドラインとなる全州

統一規則を採択した。これは地域市場を開放するにあたって最も重要と考えられる規

則である。この規則によれば、州公益委員会が大きな役割を果たすことになっており、

州はこの規則に定められたガイドラインに従って、規制を実施する。地域網の要素をア
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ンバンドリングして販売することとし、その料金は長期増分コスト(TELRIC)に よらなけ

れ ばならず 、過去 の投 資コストを料金に反映させることを認めない。地域市場開放の

環境設定としては、この規則と、この後に続くユニバーサルサービスに関する規則と州

際アクセスチャージに関する規則の3つ でひと揃 いとなる。ユニバーサルサービスに関

する規則の採択は、1997年5月8日 が期 限とされてお り、州際アクセスチャージに関

する規則も、それと同時期に採択されると予想される。また、8月8日 、この相互接続 規

則を補充する、ダイヤリング・パリティ、非差別的アクセス、ネットワーク開放、番号管理

についての規則を採択した。

しかし、この規則に対しては、相互接続料金があまりにも安すぎ、算出方法が適切で

ないという地域電話会社からの反対や、料金設定に関する州の管轄権を侵犯するも

のだという州からの反発もあり、10月 、地域電話 会社の訴 えに基づいて第8巡 回連 邦

控訴裁判所が施行差止 めの仮処分を命令し、1997年7月 に、相 互接続及 びリセール

の基準価格に関するFCCの 管轄権 、個別 の相 互接続 協定 に含まれる条項を参入予

定他社が「pickandChoose」 することを認 めること(いわゆる最恵国待遇)、通信 法251

条 に基づくFCCの 規則 は州 内事項であっても州 を拘束すること、などの条項を違法と

する判決を下した。ただしコスト算 出方法としてのTELRICの 妥 当性 については言及

せ ず 、州 に強制でぎないとするに止まった。また同裁判所は10月 、地 域電 話会 社側

にアンバ ンドル したネットワーク要素を再統合して提供する義務は無いことを確認し、

仮 に全ての要素を購入してパッケージで提供を受けると、法律上区別されている「再

販」との区別がつかなくなるとして、購入者側が統合すべきものとした。この決定は、州

際・州内を問わず、地域電話会社側にアンバンドル・ネットワーク要素の統合義務が無

いことを宣言するものであった。

これらの控訴審の判断を審理した連邦最高裁は、1999年1月 、1996年 電気 通信

法 によりFCCに は地域相 互接続 における料金 や条件 に関する全国的なガイドライン

を設定する権限が与えられており、州の権限を侵していないとして、控訴裁の無効判

決を破棄し、差し戻す決定を下した。ただし、既存地域事業者(ILEC)に 提供 が義務

づけられるアンバンドルされたネットワーク要素(UNEs)の 範 囲について、実際に競合

他 社が必 要としているものなのか、ILEC以 外 からも調 達 が可能 ではないか 、必要性

の基準が明らかでないとしてFCCに 再検討 を命 じた。他 に、競争 事業者が既存地域

事業者と相互接続契約を締結する際、それまでの既存事業者と他社との契約事項の

中で最も有利な条件を選んで契約できるよう(「pickandchoose」:い わ ゆる最恵 国待

遇)FCCが 既 存事業者 に義務 づけることができるか、また、ILECがUNEsを 競争 事

業者 に提供 する場合 、競 争事業者が購入したその要素を再統合して提供するよう既

存事業者 に義務づけることができるか(す でに統合 されているサー ビスを競合他社に

提供する時わざわざ分割することを禁ずることができるか)に ついては、いず れもFCC
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の主張を認めた。FCCの 地域相 互接続規則 の料金規 制の内容・条件については、T

ELRICも 含め、差 し戻 された控訴裁 で判断することになった。

これを受けてFCCは1999年4月 から調 査を開始し、同年9月 、ネットワークアンバン

ドリングに関する規則を採択した。新しく採択されたこの規則では、以下のアンバンド

ルを義務づける一方で、先進的サービス提供を促進する観点から、高速インターネッ

トアクセスやパケット交換、デジタル加入者線アクセスマルチプレクサ(DSLAMs)な ど

のデータ通信 用設備 については、アンバンドルを義務づけない決定を下した。また、

回線、マルチプレクサ/集 線装 置 、接 続専用 回線がす でに統合されている場合、統

合されたまま提供しなければならないとした。統合されていないネットワーク要素を統

合して提供する義務があるかどうかについては、裁判係争 中であるため判断を保留し

た。.

〔アンバ ンドル義務 づけ〕

◇ 回線(大 容量回線 、xDSLが 可能な回線 、ダークファイバーなども含む)

◇ 回線 の一部(電 柱や舗道その他競業他社が必要とする部分からのみのアクセス)

◇ネットワーク相 互接続機器(NetworkInterfaceDevices:NID)

◇回線交換

◇局 間伝送設備

◇オペ レーション・サポート・システム(OSS)

2000年7月 、第8連 邦控訴裁 は、FCCの 相互接続規則 を再度無 効とする判決を下

した。この審理では、FCCの 地域相互接続規則 の料金規制 の内容 ・条件について、T

ELRICも 含 め判 断す ることになっていたが、控訴裁 は、コスト算定は現在のILECの

設備 を前提として算定す べきであるとして、仮定の設備に基づくコスト算定は通信法に

違反するとしてその部分を無効とする判決を下した。ただし、コストに設備の歴史的コ

ストは含めず、将来発生するコストのみとする部分は妥当とした。

(2)高 度サービスの推 進

1999年3月 、FCCは 、一般 消費者 への高速インター ネット接続サービスなどの高

度情報通信サービス提供を促進するため、ILEC構 内への競争事業 者(CLEC)設 備

の併 置(コ ロケーション)義 務 を強化す るほか、CLECに よる新サー ビスの導入促進 の

ため、業界標準や、FCCや 州公益委員会 ・業界団体 などにより認証され、既存の設備

に悪影響を及ぼす恐れの無いと考えられている技術をCLECが 導入 する場合、ILEC

は 自社のネットワークに著 しい障害が発生することを証明しない限り拒否できないとす

る規則を採択した。また11月 、競争促 進及 び小規模 事業ユーザー及び消費者への

広帯域サービス提供を推進する観点から、加入回線の高周波帯域(音 声通信では使
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わない帯域)へ のアクセスを、競合 事業者 に開放するよう既存電話会社(ILEC)に 義

務づ ける決定を採択 した。これは加入回線を加入電話と共用するDSLサ ービスを可

能 にするもので、すでにILECは この方式でDSLサ ービスを提供 している。

(3)商 用テナントビルの開放

2000年10月 、FCCは 、商用テナントビル の通信 設備 開放を義務付ける決定を採

択した。これは、既存の地域電話会社(ILEC)が ビルの所有者 と独 占契約を結んでい

るため、入居しているテナントが事業者を選択できず、地域競争が阻害されるという問

題に対処するもので、俗に「ラスト100フ ィー ト問題 」と呼 ばれ てきた。今回の決定の主

な内容は以下のとおりで、複数のテナントが入居する商用テナントビルが対象である。

ビルの所有者を規制するのではなく、ILECを 規 制する方 法を採 っているのは、財産

権の侵害にならないよう配慮したためである。

① 独占契約の禁止

電気通信事業者が、ビルの所有者と独占契約を結ぶことを禁止する。事実上他の

事業者のアクセスを制限するような契約も禁止。

② 管理境界点の移動

現行法では、ビルの管理とILECの 管理の境界点は 、テナントビル の入 口又は建

物の中にあるが、ビルの所有者の要求により境界点を入 口に移す手続きを定め、I

LECに 対 しては、境 界点が建 物の 中にある場合、適時開示するよう要求する。これ

により、競争事業者のILECへ の依存度を下げる。

③ 公道利 用権 等の拡張適用

通信法224条 によりILECを 含 む公益事 業者 には、電柱 、管路、導管、公道使用

権の非差別的提供が義務付けられているが、それらが管理する顧客のビル及び敷

地内の設備にも適用を拡張する。

④ 放送用受信アンテナに関する規制の拡張適用

放送受信用アンテナについては、ユーザーが直接または間接に支配権を有する

場所での設置 ・維持 ・使用の制限が禁止されているが、それを電気通信や無線通

信の信号の送受信に使われるアンテナについても適用する。
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3.1.3ユ ニバ ーサルサービス規則

ユニバーサルサービスは地域サービスと密接に関係するため、法によってFCCと 州

が協議して定めるよう求められていた。そのため、FCCと 州 とで合 同委員 会を設置 して

検討 を進め、1996年11月 、ユニバーサルサービス規則 採択 に向け、FCCと 州の合

同委員会 で同規則 の枠組 みを取りまとめ、それに沿った規則を1997年5月7日 に採

択 した。

それによれば 、ユニバーサルサービスとして公衆網への音声級アクセスなど全部で

8項 目を定めている。また、低 所得者層への援助の拡大や学校が20～90%の 割 引で

あらゆるサービスを利用 できること、過疎地の公共医療機関への優遇措置などが含ま

れる。全ての州際事業者 にユニバーサル基金への拠出義務があり、列挙されたユニ

バーサルサービスを提供できるすべての地域キャリア(移 動体 通信事 業者 を含 む)は

補償を受 ける資格がある。

2002年2月 、FCCは ユニバ ーサルサービス基金への拠 出金の算定方法について、

市場構造の変化に耐えられるよう、根本的に見直すための手続きを開始した。制定当

時と現在では、大きな状況の変化が見られるためで、例えば、ベル系地域電話会社が

自社営業区域で長距離サービスの提供を開始したことや、2000年 に州 際電 気通 信

サービス売上高が史上初の減少を記録したこと等の競争の進展、モバイルサービス加

入者数が2001年 に1億950万(1997年 は5,530万)に 達 し月間利 用分数が255分

(同117分)に 達 したこと等の移動 通信 分野の成長、地域と長距離、電気通信サービ

スと非電気通信サービスといった統合サービスが現れ、サービスの分類が困難 になっ

て費用配賦も困難になるといった統合サービスの増加が挙げられる。

こういった新しい状況に対応するため、FCCは 、従来 のように州際電気通信 サービ

ス収入をベースに拠 出金を算定するのではなく、接続回線数や接続容量をベースに

算定する考え方を提案している。これによれば、地域事業者や長距離事業者、移動通

信事業者 は、公衆網への接続料が住宅ユーザー当り月1ド ル(無 線呼 出事 業者 は同

25セ ント)で、企業 ユーザーの場合 、接続 当り最大利用可能な容量(帯 域 幅)を ベ ー

スにすることになる。

3.1.4州 際 アクセスチ ャー ジ規 則

ユニバ ー サル サ ー ビス規 則 と同 日に採 択 され た。従 来NTS(non-traMc-sensitive)

であるにも係 らず 分 単 位 の従 量 制 になっていた部 分 を定 額 制 にす るなど、よりコストベ

ー スに近 付 ける内容 で
、ここに採 択 され た殆 どの 規 則 は 、プ ライスキャップ規 制 を受 け

る既 存 の 地 域 事 業 者 に とって、1998年1月1日 か ら施 行 され た。またこの 中で 、情 報

サ ー ビス事 業者(ISP)に 州 際 アクセスチャー ジを課 さな いという暫 定 決 定 を下 し、ISP

の 取 扱 いをどうす るか 意 見 を求 めた。この規 則 の採 択 により、FCCが 三 部 作 と称 して
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いた規則(地 域相 互接続 規則 、ユニバ ーサルサービス規則、州際アクセスチャージ規

則)が 一応揃 った。

な お 、インター ネ ット・サー ビス・プ ロバ イダ ー(ISP)の 取 扱 い につ いて は 、ISPへ の

ダイヤル アップ接 続 が 地 域 サ ー ビスであるとす ると、新 規 地 域 事 業者(CLEC)の ネ ット

ワー ク上 にあるISPにILECの 加 入 者 がダイヤル アップ接 続 した場 合 、発 信 側 であるIL

ECは そのCLECに 相 互 接 続 料 を払 わ な けれ ば ならない が(地 域 事 業 者 同士 の 接 続

料 精 算 で 、「reciprocalcompensation」 と呼 ば れ る)、ISPへ のダイヤル アップ接 続 が長

距 離 サ ー ビスであるならば 、ILECはISPか らアクセスチ ャー ジ を請 求 で きることにな

る。

1999年2月 、FCCは 、ISPへ の ダイヤル アップ接 続 は 、インター ネ ットの性 質 上 長

距 離 又 は 国 際 トラフィックとなるため連 邦 の 管 轄 であり、reciprocalcompensationは 適

用 され ない が 、あえて連 邦 の規 制 は せ ず 、既 存 の相 互 接 続 契 約 又 は州 が通 信 法251

条 及 び252条 に 基 づ い て 現 在 実 施 して い る規 制 に 従 うよう義 務 づ け 、reciprocal

compensationが 適 用 され てい る現 状 を事 実 上 追認 す ることで 、ISPの アクセスチ ャー

ジ支 払 義 務 を引 き続 き免 除 す る決 定 を下 したが 、2000年3月 、連 邦控 訴 裁 は 、ISPの

トラフィックが地 域 で なく長 距 離 で あるとい う判 断 にっ い て充 分 な証 明 が無 いことを理

由にFCCの 決 定 を無 効 とし、FCCに 差 し戻 す 決 定を下 した。

これを受けて1999年2月 の決定を見直していたFCCは 、2001年4月 、ISPの トラフ

ィックが長 距離 ・国際トラフィックである以上地域相互接続料金は適用しないものの、I

SPの トラフィックを特別 に 「情 報アクセス(lnformationAccess)」 と呼 び、長 距離事業者

に適 用されるアクセスチャージとは別の相互接続料金を暫定的に設定する規則を採

択した。これに関連し、事業者間の相互接続料の統一的な枠組みに関する規則制定

調査を開始した。なお、暫定的に設定された料金は以下のとおりである。

表1.3-11SP向 け暫 定 相 互 接 続 料 金

この規則の発効 日から 料 金

①6ケ 月 間 0.0015ド ル/分 以 下

② ①の後の18ヶ 月 間 0.0010ド ル/分 以 下

③ ②以後 0.0007ド ル/分 以 下

2002年2月 、FCCは 、緩 やかな規制環境 によって投 資及び競争を促進しプロ・・一一・ド

バンドの普及を図ることを目的に、有線 によるブロードバンドインターネットアクセスに

ついて、電気通信の要素を含む 「情報サービス」であって電気通信サービスではない

と分類することを提案する規則制定手続きを開始した。情報サービスに分類されれば、
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アクセスチャージを支払う義務は無くなる。

3.1.5外 資規制の緩和

(1)これまでのアメリカの外資規制

1992年10月 のFCC決 定以前 は、外 資事 業者 は無 条件 に支配的事業者と分類さ

れ、通常より厳しい規制が課せられていたが、この決定により、外資系国際通信事業

者は原則として非支配的事業者とし、その外資系事業者が米国からの発信先の対地

国において支配的事業者である場合は支配的事業者として規制することになった。そ

の後1995年11月 、相互 主義 を基礎 に、アメリカ企業が同等の競争機会が与えられて

いるかどうかを判断して外 国企 業による投資や進 出に認 可を与えるかどうか決める

「EffectiveCompetitiveOpportunities」 審査(ECOテ スト)の採 用を決定した。

(2)WTO合 意 国に対 する外 資規制撤廃

1997年11月 、同年2月 にWTO基 本電気通信 サービス交渉で合意 に達したことを

受け、WTO基 本電気 通信 交渉で合意 した国の事業者については、相互主義に基づ

く規制であるECOテ ストを適用せず 、有線 ・無線 とも(無 線 の場 合間接投資で)100%

の外資 を認 め、海 底ケーブル陸揚 げも認める規則を採択した。ただし、公共の利益の

観点から(安全保 障、外 交政策 、通 商問題 を含む)、参入 を認 めないか、または条件を

付す権限は留保することとしており、この点で基準が不透 明であると外国政府から批

判を受けている。

この規則によれば、自国でのシェアが50%未 満 の外 国事 業者 は市場 支配力 が無

いと推定され、そのような事業者とは独 占契約を締結することが可能で、50%以 上で

あっても支配 力が無 いことの反証があれば可能とする。また、自国の国際市場で支配

力を持つ外国事業者 との提携関係のため「支配的事業者」と分類される米国事業者

に対する規制も緩和し、タリフ提出を改定14日 前か ら1日 前 と変更 したほか、支配 的

ルー トの設備拡張 ・廃止の事前審査も廃止し、トラフィック及び収入、サービス提供及

び保守、支配的ルートの回線状況に関する4半 期毎 の報告 を主な規制とした。このよう

な米国事業者と外資子会社との間には、BOCの 域 内長 距 離サー一一・ビス提供の際に課

せられると同様の構造分離が課される。自国でのシェアが50%未 満の外国事業者 の

米 国子会社 は 「非支配的事業者」と推定される。非WTO合 意 国には従来通 りの外資

規制 を適用する。この規則は、1998年2月5日 にWTO合 意が発 効したことを受 け、同

年2H9日 から施行 された。

3.1.6長 距離事 業の規 制緩和

FCCは 、通信 法第10条(a)項 に基づき、非支配 的事業者 の国内長距離電気通信

一19一



サービスに関し、タリフ届け出規制を完全に差し控える決定を1996年10月 に採 択 し

たが、コロンビア特別 区控訴裁は、1997年2月 、この決 定を差止 め、FCCの 再考を求

めた。1997年8月 、FCCは 微 修正 した上で再度 規制 の差 し控えを決定したが控訴裁

は再度再考を求めた。その後FCCが 更 に修 正 し、2000年4月28日 、控訴裁もFCC

の決 定を支持 し、2000年5A1日 発 効となった。その後移 行期 間を経て、2001年7月

31日 から完全施 行された。国内長 距離サービスに関しては、タリフの届け出義務が無

くなり、事業者には、タリフ届け出義務の代わりに以下の条件が課されている。

◆ 事業者はタリフ届け出義務が無くなる全てのサービスに関し、料金・期間・条件

等の最新情報を公開しなければならない。

◆ 通信法254条(ユ ニバ・一・一・サル サービス規 定)(g)項 に規 定される料金の地域均

一化 ・統合化義務の履行を宣誓する役員署名の保証書を毎年届け出なければ

ならない。

2001年3月 、FCCは 、通信 法第10条(a)項 に基づ き、非支 配的事 業者の国 際電

話サービスに関しても、タリフ届け出規制を完全に差し控える決定を採択した。国際移

動通信サービスについても完全にタリフを免除する。ただし、国際キャリア間の契約に

関する申請は、支配的事業者が当事者である場合又は相手が対地において市場支

配力を持つキャリアの場合、依然として義務付けられる。事業者は、タリフ届け出が免

除される代わりに、サービス提供条件 に関する最新の情報を一般に閲覧できるように

しておかなければならず(ウ ェブサイトを持つ事業者 はウェブサイトで)、またFCCの 求

めがあれ ば、いつでも提 出できるようにしておかなければならない。今後9ヶ 月 間の移

行期 間を経て非タリフ化する。なお、以下の4種 のサービスについては非タリフ化が困

難なため、タリフを継続する。

◆ 国際dial-around(優 先接続登 録以外の事 業者 を利用)サ ービス

◆ 海外発信 の着信課金サービス

◆ オンデマンド移動衛星サービス

◆ 地域事業者を経 由して長距離事業者を選択する新規顧客向けの新サービス

(最初の45日 間又は契約成 立までのどちらか早い期 日まで)

3.1.7計 算料金のベ ンチマーク規 制

1997年8月 、米 国キャリアと外 国 キャリア間の計算料金(国 際 通信決 済料率)に つ

き、高所得国、中所得 国、低 所得国ごとにベンチマーク(目 安となる料金帯)を 設定し、

その範 囲 内とするように求める規則 を採択した。上限は、高所得 国は15セ ント、中
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(高 ・低)所 得 国 は19セ ント、低 所 得 国 は23セ ントである。ベ ンチ マ・一・・一・クは 、国 際 伝 送 、

国 際 交 換 、国 内 配 信 の3要 素 のコストの合 計 であ り、当該 外 国 キャリアの 自国 内 ユ ー

ザ ー 向 けタリフ料 金 をベ ー スにす る。外 資 系 事 業 者 が設 備 ベ ースで 国 際 サ ー ビス に

参 入 す る際 は 、この 条 件 を満 た す ことを条 件 とする。移 行 期 間 として規 則 の 適 用 を、高

所 得 国 は1999年1月1日 か ら、中(高)所 得 国 は2000年1.月1日 か ら、中(低)所 得 国

は2001年1月1日 か ら、低 所 得 国 は2002年1月1日 か ら、電 話 普 及 率 が1%未 満 の
ノ 国 は2003年1月1日 か らとした

。なお 、KDDやC&Wな どが規 則 取 消 しを求 めて提 訴

して いたが 、1999年1月 、ワシントン連 邦 巡 回控 訴 裁 は 、ベ ンチ マー クを設 定 す るFC

Cの 権 限 を認 め 、海 外 事 業 者 の訴 えを全 面 的 に退 けた。

表1.3-2計 算料 金 ベ ンチマ ー ク表

対象国分類 ベンチマーク(セント/分) 実施時期
■

高所得国 15 1999年1月1日

中所得国
高所得国

19
2000年1月1日

中所得国 2001年1月1日

低所得国 23 2002年1月1日

電話普及率10%未 満の国 23 2003年1月1日

*所 得 は 、世 界 銀 行 による一 人 当 たりの 国 民総 生 産 に基 づ く分 類 を採 用 してお り、高 所 得 国 は

8,956ド ル 以 上、中高所 得 国は2,896～8,955ド ル 、中低所 得 国は726～2,895ド ル 、低 所得 国 は

726ド ル以 下。

このように各国から批判の高かった計算料金ベンチマーク規則は1999年1月 から

予定通 り、高所得 国を対象 に発効した。ただし該当する国の国際キャリアのほとんどは

すでにベンチマーク内に収まるよう事業者間で改定していたため、大きな影響はなか

った。

3.1.8顧 客宅 内機器 の規制を撤廃

2000年11A、FCCは 、電話機 やファクス、モデムなど、顧客宅内で公衆網に接続

される通信機器(CPE)に 関するFCC規 制を撤廃 し、技術 基準の策 定や型式認定・検

査を全て民間に委ね、FCCの 認 定を不要 とする決定を採 択した。CPEが ネットワーク

に害を及 ぼすことを禁じる規則や、電気通信事業者 に対し業界で定められた基準に

準拠しているCPEの 接続 を認 めるよう義務付ける規則は維持する。

ノ～

3.2周 波 数 管 理

3.2.1次 世 代 移 動 通 信 システム(IMT-2000)用 周 波 数 の確 保
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2000年10月 、クリントン大統領 は、政府 機 関に対し、FCC及 び 民 間部 門 と協力 し

て、次世代移 動通信サービス(IMT-2000)に 使用 する周波数 帯域を確 保す る作業

に取り組むよう指示した。FCCが 管轄 するのは民間で使 用するよう割り当てられている

周波数帯だけであり、政府機関が使用する周波数には権限が及ばないため、周波数

の使用状況全体を勘案するには、政府機 関の協力が不可欠である。政府使用の周波

数を監理するのは商務省のNTIAで あり、FCCとNTIAが 中心となって、次世代移 動

通信システムに使用可能な帯域を確定する。現在他の用途に使用されているかどうか

は問わない。2001年7月 までに確 定し、2002年9月30日 までにオークションにかける

予定であった。

ITUでIMT-2000用 周 波 数 として 分 配 され てい る2500-2690MHz帯 、1710

-1885MHz帯
、806-960MHz帯 の うち、FCCとNTIAは 、そ れ ぞ れ の 管 轄 に基

づ き、2500～2690MHz帯 につ い てはFCCが 検 討 し、1710-1885MHz帯 につ い

ては1755-1850MHz帯 をNTIAが 検 討 す ることで進 め られ 、両者 の最 終 報 告 書 が

2001年3月 末 に発 表 され た。

そ れ に よれ ば 、FCCは 、現 在 使 用 して い るITFS(lnstructualTelevisionFixed

Service)及 びMDS(MultipointDistributionService)と の共 用 は無 理 であ り、ITFS及

びMDSを 他 の周 波 数 帯 に移 す のも現 実 的 で ない と結 論 付 け、NTIAも 、検 討 した周

波 数 帯 に つ いて共用 は 無理 で あり、仮 にその周 波 数 帯 を明渡 す としても、特 に国 防 総

省(DOD)の 使 用 す る周 波 数 帯 が障 害 となって 、とてもIMT-2000の サ ー ビスが 開

始 され るような近 い将 来 に使 用 をや め ることは できない と述 べ 、結 局 周 波 数 帯 を確 定

す ることが 出 来な かった。そのためNTIAは 、2002年9月 末 まで にFCCが2110-21

70MHz帯 、NTIAが1710-1770MHz帯 を検 討 す るという新 しい検 討 スケジュー ル

を10月 に発 表 した。1710-1755MHz帯 と2110-2150MHz帯 は 、2002年9月3

0日 まで にオ ー クションにか けることが 決 まって いるが 、商 務 省 は2004年9月30日 に

延 期 す ることを求 めている。

3.2.2周 波数の流通促進

2000年11月 、FCCは 、周 波数利 用 の効 率化 を 目的 に、周波数の健全な流通市

場の創設 に向けた以下の4原 則を政策 文書 として採択 すると共に、周波数のリースを

推進するための規則制定手続を開始した。リースに関しては、電波の干渉その他の技

術的条件については、利用権者に責任があるが、最終的責任は免許所有者 にあると

する。

①周波数の利用権の内容を明確にすること。

②免許及び周波数利用権は、容易にリース・売却が可能で、分割 ・集積が可能なこ

と。
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③免許所有者は、定められた範囲内で、当該周波数で提供されるサービスや使わ

れる技術を自由に決定できること。

④免許所有者は、FCCの 規則 の範 囲内で、電波 干 渉をしない義務及び干渉を受

けない権利を有する。

この4原 則 を実現す るためのFCCの 措置 として、3つの分 野を挙げている。

◆ 規則 や手続を見直し、不要な障壁を除去すると共に、周波数の柔軟な利用

を可能とする。

◆ 利用可能な周波数帯を多様なサービスの提供のために容易に使用できるよ

うな機器の開発を促進する。

◆ 周波数の交換、ブローカー業務などを含め、売り手と買い手を集めて適時 ・

効率的に売買が成立ようなメカニズムの創 出を支援する。

3.2.3ス ペ クトラムキャップ規制 の撤廃

これまで、一つの事業体が一つの地域でPCSや 携 帯電話 、専用無線サービスなど

複数の商用移動通信サービスを提供する場合、合計で45MHzま での帯域(過 疎 地

域 は55MHzま で)分 しか、支配 的権 益を持つことができないというスペクトラムキャッ

プ規制が課され、また、携帯電話においては、カバー地域が重なる事業者の所有を制

限する規制が課されてきた。FCCは 、政府 規制の必要性 を2年 毎 に見直すことを定め

た1996年 で法の規 定 に基づ き、これ らの規制が依然として必要かどうか、市場の競

争状況などについて2001年1月 から調査していたが、2001年11月 、以下のような決

定を下し、一部を除きこれらの規制を撤廃することにした

(1)スペクトラムキャップ規制を2003年1Aか ら撤廃す る。

(2)それまでの過 渡的な措置として、直ちに全ての地域で上限を55MHzと する。

(3)大 都 市地域(MSAs)で のサービス重複 事業者所有規 制を直ちに撤廃する。

過疎地域(RSAs)は 規制 を継続する。

3.2.4NextWave問 題

NextWaveは1996年7月 に実 施 され たPCS用 周 波 数 オ ー クションで 、63免 許 を

総 額47億4,000万 ドル で落 札 した。支 払 は 分 割 払 いで も可能 であった が 、資 金 の手

当てがで きず それ もできない 状 態 とな り、FCCは 支 払 うか 免 許 を返 納 す るか 求 め 、19

98年10A29日 を分 割 払 い再 開 の最 終 期 限 とした。そこで 、NextWaveは1998年6

月 に連 邦 破 産 法 第11章 による会 社 更 正 手 続 を 申請 し、財 産 凍 結 による免 許 の保 全 を

図った。FCCはNextWaveの 免 許 を取 消 し、そ の 周 波 数 は2000年12Aか ら2001
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年1月 にか けて実 施 され たオ ー クションに再 度 掛 けられ 、VerizonWirelessな どが落

札 した。

しかし2001年6月 、連 邦控 訴裁 はNextWaveの 周波数免 許 を取 消したFCCの 処

分 を破産 法違反 で無効 とする決 定を下し、新たな落札事業者 とFCCと の関係 が宙 に

浮 くことになった。政府側は連邦最高裁に控訴したが、NextWave自 身 に事 業を展開

する力が無 いため、和解により解決するものと見られていた。

2001年11月 、FCC、NextWave、 新規 落札 者の 当事者3者 で和解 が成立 した。

それ によれ ば、NextWaveは 免 許を返納し、Verizonな どの新規 落札者 が160億 ドル

をFCCに 支払 ってその周波数免 許 を得る。FCCは 和解金 としてその免許 料のうち約

95億 ドルをNextWaveに 支払うが、所得税 として約30億 ドルを控除した残 りの65億 ド

ル を支払う。従って国庫 には約100億 ドル が残る。負債などを65億 ドルから差し引くと

NextWaveは 約50億 ドル を懐 に入 れることになり、サービスを開始してもいない同社

にとって非常に有利な条件と言えた。なお、この合意が発効するには、司法省及び連

邦控訴裁の認可だけでなく、国庫からの支出を伴うため連邦議会による立法形式の同

意が12月31日 までに必要であった。しか しながら、NextWaveが 得 る和解金50億 ド

ル に反 対意見が多く、2001年 末まで に議 会の 同意が得られなかったため、和解は無

効になった。

結局、新規落札者は、前払い金を払い込んだものの周波数の引渡しを依然として

受けることが出来ず、当該周波数帯も利用されないまま放置されている。そこで、主要

落札者であるVerizonWirelessは 、2002年2月 、FCCに よる免 許取 消し処分を違

法 とした2001年6月 の連 邦控 訴裁 の判 断に基づき、FCCが 売却す べき周波 数を持

っていない以上落札に基づく支払義務は消滅したと主張し、FCCに 支払った前払 い

金17億 ドル に利 子を付 けて返 還す るよう求め、コロンビア地 区連邦控訴裁判所に提

訴した。 、

このように、破産法を盾に取るというNextWaveの 反 則技とも言うべき窮 余の一策 が

成 功してしまったため、事態が泥沼化 してしまった。現に自ら事業を展開する力の無

いNextWaveが 落札金も払わず周 波数 を所 有し続けることは、周波数の有効利用と

いう観点からも問題である。この問題については、連邦最高裁が3月4日 に 自ら審理す

る決定を下したが、VerizonWireless等 の新 規落札者 の側 に立った解 決 が望まれ

る。
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4.メ デ ィア ・放 送

4.1イ ンターネットコンテンツの規制

1996年 電気通 信 法の 中で 、双方 向コンピュータサービスでの未成年への下品な

通信 の禁止を定める通信品位 法の条項については、成立当初から違憲の疑いが指

摘された。フィラデルフィア連邦地裁は、2月15日 に暫 定的な緊急差し止め命 令を発

し、1996年6月 、弁論 を経た上で、表現の 自由を保障した憲法を侵すものだという訴

えを全面的に認め、法の施行を一時差し止める命令を下した。7月2日 、連邦 政府 は

連 邦最高裁 に上告したが、1997年6月 、連邦最高裁は、言論の 自由を保障する憲法

修正第1条 に違反 することを理 由に、7対2で 原審を支持する決 定を下した。

ただし政府及び連邦議会は有害コンテンツから児童を保護することに依然強い意

欲を示し、1999年10月 、1999年 度の様 々な分野の予算支 出を一括して規定した歳

出法の一部として、通信品位法に似た規定が含められた(通 信 品位法II又 は児童オ

ンライン保護 法 〔COPA〕 と呼 ばれる)。それ によると、「未 成年者 に有害な(harmfUIto

minors)」素材であることを知 りながら提供した商用Webサ イトは、クレジットカード、個

人認 証番号(PIN)、 その他 技術的 に可能な手段 により、未成年のアクセスを制限しな

かった場合、5万ドル 以下の罰金(意 図的に提供した場合、一 目につき5万 ドル 以下の

罰 金)もしくは6ヶ 月以下の懲役 、又は両方が科せられる。1日 につき5万 ドル 以下の支

払 いを求める民事 訴訟を提起することも可能である。通信 品位法よりも対象を絞って

いるが、司法省は違憲の疑いがあることを議会に警告していた。

これ に対 し、翌 日、AmericanCivilLivertiesUnion(ACLU)そ の他 が施 行 差 止 め を

求 めてフィラデ ル フィア連 邦 地裁 に提 訴 し、同裁 判 所 は11月19日 に施 行 差 止 め仮 決

定 の後 、1999年2月 、施 行 差 止 め本 決 定 を下 した。

4.2V-chip規 則

1996年 電気 通信法 により、13イ ンチ以上のテレビ受像機 には、番組を暴力/セ ッ

クス/そ の他 子供 に有 害な内容 に応 じて格付けし、それに基づいて親が視聴を防止

できるための機能(v-chip)の 内蔵が義務 づけられている。1998年3月 、Fccは そ

の施 行規 則として、番組 視聴 防止機能の技術的要件及び番組格付けに関する規則

を採択した。放送信号を受信して表示できる機器はすべて対象となり、ビデオボード

付きでディスプレイが13イ ンチ以 上のPCも 含まれる。番組 格付けにつ いては、全米放

送協会(NAB)、 全 米CATV協 会(NCTA)、 全米動画協会(MPAA)が 共 同で策定

した 「TVParentalGuidelines」 を適切な格付 けシステムであると認定してこれを受け入

れ、視聴防止機能については、モデルの移行を考慮し、13イ ンチ以 上のテレビ受像
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機 の製 造 は 、1999年7月1日 か ら製 造 モ デ ル の 半数 をv-chip内 蔵 とし、2000年1

月1日 からは全 てv-chip内 蔵 とす ることを定 めた。

4.3地 上デジタル 放送

1997年4月 、FCCは1999年 中に地上デ ジタル放 送を開始する決定を採択した。

それによれば、4大ネットワーク系列テレビ局 は、テレビ視聴の上位10市 場 では1999

年5月1日 まで、上位11～30の 市場 では同11月1日 まで にデジタル放送 を開始 しな

ければならない。デジタル放送でのサイマルキャストは義務づけない。移行期間として

アナログ放送は2006年 までとするが(ア ナログ放 送用周波数 は回収)、状況 によって

は見直す。この時点で28の テレビ局が18ヶ 月以 内のデジタル 放送 開始 に合意してい

た。地上デジタル放送用周波数は、放送事業者によるデジタル化設備投資負担を軽

減させるため、オークションにはよらず無償で割当てられた。

1998年10月 、全米の42局 で地上 デジタル放送 が始 まった。しかしながら、デジタ

ル化はFCCが 想 定したようには進まず 、2000年10月 、Kennard委 員長 は、オークシ

ョンにかけれ ば 当時で700億 ドルの価値(現 在 はそれ以 上)が あった帯域 を無償 で付

与しただけの見返りが得られていないことを指摘し、テレビが民主主義の発展にもっと

寄与すべきことを述べると共に、デジタル放送への移行が進まない現状を打破するた

め、以下の対策案を発表した。

(1)85%と いう抜 け穴を無 くし、2006年 をアナ ログ波を返却する最 終期 日とする

(放送 事業者 にデ ジタル放送 波が無償で付与された際、アナログ波は、デジタル

TV受 像機 の普及 率 が85%に 達 した時又 は2006年 までに国 に返却す ることに

なったが、85%に 達するのはいつ になるか分からない)。

(2)た とえば2003年1月1日 から、全てのテレビ受像機 にデジタル信号波受信機

能の搭載を義務付ける。

(3)2006年 の期 限を守れなかった放送事 業者からは帯域 占有料を徴収し、その

額はデジタル化を完了するまで毎年増額する(徴 収 した金 は、商業ベースにのら

ない放送のデジタル化に役立てる)。

Kennard委 員長の後 を受 けて2001年1月 に新しく委 員長 に就任 したPowel1委 員

長は、地 上デジタル放送 への移行問題に関するタスクフォースを2001年10月 に設置

してその対応 について検討 していたが、11月 、地 上アナ ログ放送 のデジタルへの移

行を徐々にでも促進 するため、より現実的 な方 向に条件を緩和する決定を採択した。

主な内容は以下のとおりであり、要件をかなり甘くしている。
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地上デジタル放送への移行促進に向けた緩和策

(1)期 限までに全ての提供地域でデジタル波に移行しなければ(商 業局 は2004年

12H31日 、非商 業局 は2005年12月31日)、 未移行 地域 は電 波干渉 から保護 さ

れないことになっていたが、少なくとも地元で小規模でもデジタル放送を開始すれ

ば良いこととし、徐々に提供範囲を広げることができるようにする。

(2)デ ジタル 放送設備 建設 の許 可を受 けた者は、その設備が電波干渉から保護さ

れるためには期限までにその全ての設備を建設しなければならないという義務を一

時的に停止する。

(3)FCCは 次 回の検討で新しい移行 期 限を設定する。それは2006年 末以前か、

又 は放 送地 域の85%の 世 帯がデジタル 放送 受信 機 を保 有するようになる時のい

ずれか遅い方になる。

(4)放 送 局は最小 限の所からプライムタイムのデジタル化を開始すれば良いが、こ

れはサイマル放送義務を軽減するものではなく、2003年4月1日 からアナログ放 送

波の50%、2004年4A1日 から75%、2005年4月1日 からは100%を 実 現しなけ

れ ばならない。

(5)期 限まで((1)と 同じ)に都 市部 において電波 出力を高める義務は変更無し。

(6)設 備 建設期 限(商 業局 は2002年5月1日 、非商業 局は2003年5月1日)の 無

期 限延長 はしない。

(7)非 常に限定的ではあるが、財務状 況を理由とした設備建設期限の延長につい

ても考慮する。

(9)受 信機 の性能標 準、デジタル放送チューナー、ATSCPSIP標 準等 、現在 提

起 されている技術 的課題については、次回の検討で取上げる。
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5.CATVに 関 す る規 制 ・政 策

5.1CATVの 位置付 け

1934年 通信法 はCATV事 業 を想 定しておらず 、規 制はなかったが、1958年4月 、

放 送局が、CATVを 公衆 電気 通信事 業 として規 制す べきと申し立てた。これに対し、

送信内容を決定するのはCATV事 業者 自身であって加 入者ではないことを根拠に、

FCCは 、CATVは 公 衆電気 通信 事業 でないとする決定を採択した。

5.2CATVに 関する規 制の変遷

5.2.1CATVに 関す る規 制の始 まり

1962年2月 、CATV事 業者 の子 会社CarterMountain社 が公衆電気通信事業者

として214条 によりCATV伝 送路用設備 の建設 許可を得 たことに、地元放送局が異議

を申立てた事案で、FCCは 、マイクロ波を中継 回線 として利用するCATVの 区域外 再

送信 について、地元放送 局を保護する観点から、地元放送局と重複する番組の再送

信の中止と地元放送局の放送波の再送信を条件として課した(CarterMountain裁 定)。

この裁定で課 された条件 が、FCCのCATV規 制の出発 点 となり、1965年4月 、マイク

ロ波を中継 回線 として利 用するCATVに 対し、空 中波テレビ局 の要請 があれば番組

内容を変更することなく再送信しなければならないこと、区域外再送信においてローカ

ル商業放送局との番組重複を差し控えなければならないことを定めた規則を制定した。

これがCATVに 関する初 めての規 則であり、ここから正式にFCCに よるCATV規 制が

始まる。

1966年3月 には、マイクロ波を中継 回線 として利用するCATVだ けでなく、全 ての

CATVを 対象 にした再送信 規則 を採択 した。この規則では、まず、1934年 通信 法で

想 定されていないCATVに っいて、マイクロ波を中継 回線 として利用するCATVだ け

でなく、全てのCATVに ついてFCCに 規 制権 限があることを論証したうえで(FCCに

規制権 限があることは、1968年 に連 邦最 高裁 で確 定した)、CATVが 再送信 できる

空 中波をテレビ市場規模 の大小(上 位100市 場及 びそれ以外)に 応 じて規制 し、上位

100市 場では他 区域放 送波 の受信 が公 共の利益(主 としてローカルテレビ局 の経営)

を阻害しないことをCATV事 業者 が明らか にしなけれ ばならないが、それ以外の小規

模市場では原則として規制しないことにした。

5.2.1CATV規 則 の総合 的な見直し

1972年2月 、FCCは これまでの規則を見直す と共 に、CATV事 業全般 に関す る総
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合的な規則制定手続きを実施し、CATV規 制を確 立する規則 を採択した。ここに採択

された規則は、CATV事 業規制 の基本 ともいうべきものである。

以下の規制が、テレビ市場規模(4区 分)に 応 じて適用されるが、上位 のテレビ市場

地域にあるCATVほ ど規制が重 くなる。

表15-11972年CATV総 合規 制の概要

①must-carry規 則

テレビ市場 内の空 中波放送 全ての再送信を義務づける。

②may-carry規 則

①の他余剰容 量がある場合 、3大ネットワー クや独 立局な

どの再送信が可能。

③leapfrogging規 則

② の場合、できる限り隣接するテレビ市場の放送局を優先

する。

④シンジケーション番組規則

上位100市 場 のCATV事 業 者 に限り、権 利期 間内の番

組 の再送信を禁止する。

⑤ネットワーク番組規則

重複するネットワーク番組は地元に近い放送局の再送信

を優先する。また、地元局が独 占的放送権を持つネットワー

ク番組は再送信を禁止する。

チャンネルアクセス ①チャンネル容量規則

及び 自主番組につ 上位100市 場 のCATVは20ch以 上の容 量と非音 声用上

いて り通信機能が必要。

②PEGア クセス規則

上位100市 場 のCATVは 、公 共 ・教 育 ・政府(PEG:

Public、Education、Government)用 の専用チャンネルを提 供

する義務 がある。

③容量拡大規則

①と②のチャンネル使用率が一定の率を超えた場合、6ヶ

月以 内に容量を拡大しなければならない。

④ 自主番組規則

3,500以 上加入 のCATVは 、自主放送用 の専用チャン

ネルを持たなければならない。

5.2.2CATV規 制 の緩 和

1975年9月 か ら、ペ イテ レビ事 業者HomeBoxOffice(HBO)社 がMSO最 大

手Teleprompter社 に通 信 衛 星 による番 組 供 給 を開始 した。それ まで は 、地 上 マイク

ロ波 回 線 でケー ブ ル システムに 中継 して いた が 、衛 星 導 入 によって全 国 的 な番 組 供
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給が可能になり、多様な番組の視聴が全国的に可能となった。これ以後、CATV加 入

者数 が爆発的 に増加 し、CATV産 業の基盤 が確 立されることになった。

CATVが 事業 として立ち上 がる一 方で 、1980年 頃までに、1972年 に確 立された

規則 の多くが撤廃 された。まず、1975年12月 に、leapfrogging規 則 が撤廃 された。

これ により、衛星配信による全国放送を目的とした独立局(ス ーパーステーション)が誕

生した。1977年12月 、ペイテレビで送信 可能 な番組を定めた規則が撤廃された。こ

の規則は、ペイテレビ事業者 による人気番組買い占め防止を目的とするものであった

が連邦裁で無効とされ、その決定を最高裁も支持したため撤廃されることになった。1

978年2Hに は、連邦地裁 がCATVチ ャンネルアクセス規則を無効とする判決を出し、

最高裁も支持したため、1980年10月 に撤廃 された。1980年7月 には、may-carry

規則とシンジケーション番組規則 が撤廃された。このように、1972年 規則 の内容 は殆

どが撤廃 されることとなった。

5.2.31984年 ケーブル通信政策 法の制定

1984年10月 、通信 法第VI編 として、ケーブル通信 政策法 が制定された。これは、

地方 自治体がフランチャイズ付与の際に課す条件が地域ごとに異なり、過大な条件を

課す例も多かったため、全国的な基準が要請され、制定されたものである。主な内容

は以下のとおりで、料金規制に関しては、原則として連邦も州も料金規制権限を持た.

ず 、フランチャイズを付与した地方 自治体が持ち、有効な競争状況にない場合料金規

則を受けるが、これは新規フランチャイズに対して適用され、既存のCATVシ ステムに

対 しては法施 行から2年 間の規制 が可能 であるのみで、事実上、地域独 占状況で料

金規制を撤廃するものであった。

1984年 ケーブル通信政策法の概 要

① 地方 自治体がフランチャイズを付与するが、付与手続きは連邦が定める。

② 地方 自治体はフランチャイズ料を課すことができる。

③ 既存のCATV事 業者 に対しては基本ケーブルサービスの料金規制を2年 後 に

撤廃する。

④ 地方 自治体 はPEGア クセスを義務づけることができる。

⑤ 一定の比率の範囲内のチャンネルを商用に他系列事業者に提供しなければ

ならない。

⑥ テレビ局及び電話会社によるCATV所 有 を禁止。

⑦ 地方 自治体 はCATVを 所有できるが、番組編成 に関与できない。
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5.2.41992年CATV消 費者保護及 び競争法の制 定

事 実上料金規制が無くなったCATVは 料金 の値上 げが続 き、消費者 の不満は大き

くなっていた。その結果 、競争導入による料金引下げを支持する当時のブッシュ大統

領の拒否権を覆し、CATV料 金 を規制 し競争 を促 進す る「1992年CATV消 費者 保

護 及び競争 法(CableTelevisionConsumerProtectionandCompetitionActof1992)」

が成 立した。同法 は従 来FCCの 規則 に委 ね られていた 「有効 な競争状況」について

法律上定義し、競争状況にないケーブルシステムは、自治体の料金規制を受けること

にした。これにより事実上ほとんどのCATVが 規制 を受 けることになった。また、この法

律により、must-carry規 則 が定められたほか、ケーブル 番組ネットワークは、DBS(衛

星デ ジタル放送:日 本 におけるCSデ ジタル放 送 に相 当)な どの競合メディアに対 して

も適正価格で番組を供給しなければならないことになり、DBSの 成功 につながることに

なった。1993年4月1日 、FCCが 料金規制のガイドラインとなる規則を採択した。

5.2.5地 域 電話会社 のCATV事 業進 出

CATV市 場 に競 争 を導入す るため、1992年7月 、FCCは 地域電話 会社 に映像配

信 サービスを認める決定を下した。ここで認められたVDT(VideoDial-Tone)サ ービス

は、加入者の要求 に応じて電話回線によりビデオ映像を配信するもので、CATVサ ー

ビスではない。ちなみ に電 話 回線で映像を配信するために開発された技術がDSLで

ある。

電話会社 自体 は番組 を提 供するものではなく、伝送路を提供するだけであった。電

話会社としては番組提供が認められなければ事業としての旨味がないため、同年12

月、BellAtlanticの 子会社2社 が、テレビ番組提 供サービスは憲法上の権利である

として、連邦政府 ・司法省 ・FCCを 相手 に提 訴し、電 話会社 にテレビ番組提供サービ

スが認められないのは、表現の 自由および法の下の平等に反すると主張した。バージ

ニア連邦地裁は1993年8月 、その主張を認容 し、電話 会社 によるTV番 組提供 の禁

止を定めたケーブル通信政策法は、憲法修正第一条(言 論 の 自由の保 障)に 反し違

憲であるという判断 を下した。

5.31996年 電気 通信法 におけるCATV規 制

5.3.10VS(OpenVideoSystem)の 導 入

1996年 電 気 通 信 法 で は 、電 話 会 社 によるビデ オ 番 組 提 供 サ ー ビスの提 供 の手 段
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としてOVSを 定め、これ を受 けて同年5月 、FCCがOVS規 則 を採 択した。これによれ

ば、電気 通信事業者だけでなく、既存のCATV事 業者 もOVS事 業者 への転換が可

能であるが、CATV事 業者 が営業 地域 内でOVS事 業者 に転換 するには 「効果的 な

競争 」状態にあることを要する。また、OVS事 業者 は1つ の独 立系番組 会社が使 う容

量を自社で使う容量以下に制限できる(原 則 としてOVS事 業者 は1/3ま で 自社利 用

できる)。CATV事 業者 に対す る「must-carry規 則 」や 「再送信 同意規則 」はOVS

にもそのまま適用される。FCCはOVS伝 送料金 につ いては干渉 しない。また、OVS

を公 衆電気通信事業 とは位 置付 けない。OVSは フランチャイズを取得 する必要 はな

い 。

5.3.21996年 電気通信 法によるCATV料 金規制 の緩和

地域電話 会社 の参入 による競争進展を期待して、1996年 電 気通信 法では、以 下

のようなCATV料 金規制の緩 和を定めた。

①基本サービスと、有料サービス以外の料金

基本サービスと、チャンネル ・番組単位の番組サービスを除くケーブルサービ

スで、機器のレンタルや設置工事料金を含む「ケーブル ・プログラミング・サービ

ス」に対する料金規制は、1999年8月31日 以降撤廃。

②小規模CATV事 業者 に対する料金規制

加入者5万 人以下のフランチャイズ区域 の小規模CATV事 業者 が提供す るビ

デオ ・プログラミング・サービス、または1994年 末時 点で唯一 の規 制サービスで

あった基本サービスに対しては、料金規制を適用しない。

③地域電話会社の番組サービスにより競争が発生した地域の料金規制

DBS以 外の手段で地域電話会社によりビデオ番組サービスが提供されている

地域のCATV事 業者は、有効競争下にあるものとして料金規制が適用されな

い 。

しかしながら、地域電話会社の参入 によって競争が生まれ料金が安くなると思われ

たCATVは 新 規参入が進まず 、デ ジタル多チャンネル衛星放送もまだ競争相手とは

言えないため、依然として既存のCATV局 が独 占的地位 を維持 し料金が上がり続け、

通信法改正が当初の 目論見ほど成果 が上がっていないため、FCCへ の議会の風 当

たりは強い。
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5.3.3ケ ーブルシステム所有規則

2001年3月 、ワシントン連 邦控 訴裁 は、一つの事業者が持つことができる権益の上

限を定めたFCCの ケーブルシステム所有規 則 につ いて、水平的規制(CATV、 デ ジ

タル衛 星放送 、その他 多チャンネルテレビ番組提供者 〔MVPD〕 の加 入者総合計 の3

0%ま で)及 び垂 直的規制(CATV事 業者 のチャンネルのうち、そのCATV事 業者 系

列 の番組 提供者 が提供できるチャンネル数は40%ま で)の 両方 とも無 効 とし、見直 し

を求める判決を下した。同裁判所は、FCCの 規制権 限を認めた2000年5月 の判決 に

おいて、1992年CATV消 費者 保護及 び競争法 に基づ くケーブルシステム所有規制

は、CATV事 業者 の表現 の 自由を制 限することになるため必要以上の規制はできな

いとの解釈を示しており、水平的規制の上限30%に っ いてはFCCの 規制権 限を超 え、

また、垂 直的規制の上限40%に っいては、論 拠不足であると判 示した。これを受けて

FCCは2001年9月 から再検討 を開始した。

5.4ケ ーブルモデムによるインターネット接続

1999年6月 、連 邦地裁 は、TCIを 買収 したAT&Tに 、CATV網 開放を義務 づける

判決を下した。AT&TはTCIのCATV網 によるインターネットアクセスサービスは、特

定のプロバイダv・・一・の独 占とする方針を明らかにしていたが、AT&TのTCI買 収 に当た

っては、多くのフランチャイズ当局がCATV網 の開放 を条件 とし、特 定事業者 の独 占

にしないように義務づける決定を下した。AT&Tは フランチャイズ 当局 にそのような条

件を課す権限は無いなどと主張して連邦控訴裁に控訴し、FCCも 、新 サービスの振

興を図る立 場からCATV網 の開放 義務賦 課 は時期 尚早 としてAT&Tを 支持す る姿

勢を示 したが、AT&Tが 開放する方針 に転換 したことで、この問題は事実上決着した。

なお、開放を求めていた旗頭のAOLもCATV事 業者 大手のTimeWarnerを 買収し、

自社 に関してどのような方針を打ち出すか注 目されていたが、AOLも アクセスの開放

を表 明した。

しか しながら、2000年6月 、第9巡 回連 邦控訴裁判 所 は、ケv-一・ブルモデムによるイ

ンターネット接続サービスは電気通信サービスであるからCATVフ ランチャイズ当局 に

規制権 限は無 いという判決を下し、連邦地裁の判決を覆した。

広帯域サービス推進のため、FCCは これまであえて規制 の網 にかけずにきたが、こ

のように、CATVフ ランチャイズ当局がネットワークの開放を義務付けたり、裁判所がコ

モンキャリアサービスであるとしてフランチャイズ当局の規制権限を否定したりで、ケー

ブルモデムによるインターネットサービスの法的位置付けが不明確になってしまう結果

となった。
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そこでこの判決を受け、2000年9月 、FCCは 、ケ一口－hブルモデムによるインターネット

サービスの現状を把握し、規制の枠組みを定めることを目的に、これまでの非規制方

針を維持すべきかどうかについての調査手続を開始した。

2002年3月 、FCCは ケー・一・ブルテレビ網を利用 したインターネット接続サービス(ケ

ーブルモデムサービス)は 「州際情報サービス」に分類され、従ってFCCの 管轄である

との決定を採 択した上で、FCCの 管轄 の範 囲やISPへ の開放義務付 けの必要性 、州

政府 及びフランチャイズを与えている地方 自治体の役割などに関する規則制定手続

きを開始した。今回の決定によれば、ケーブルモデムサービスは通信法に定める「ケ

ーブルサービス」には該当せず
、またケーブルモデムサービスには別サービスとして

電気通信サービスの提供が含まれているわけではないため、コモンキャリアに対する

規制も適用されない。

なお、この手続きを開始するに当り、FCCは 、新 規則 はフランチャイズを与えている

自治体が新たな規制を課す根拠とはならないこと、ケーブルモデムサービスの提供が

ケーブル事業者の公道利用権に影響を及ぼしてはならないこと、ケーブルモデムサー ー

ビスを「情報サービス」であり「電気通信サービス」であると判断した連邦第9巡 回控訴

裁 との整合性 を取るため、FCCは 規制を差控 えることを仮決定している。

5.5地 上デジタル放送波の再送信

地域のCATV局 は、当該 地域 の地 上放送 波を再送信する義務(must-carryル

ール)が ある。FCCは 地 上デジタル放送 についても義務付けるべきか検討を進めてき

たが、2001年1月 、アナ ログ放 送からデジタル放送への移行期において、デジタル波

とアナログ波両方の再送信(dualcarriage)を 義務付 けることは、チャンネル容量な

どの関係から、あまりにもCATV事 業者 に負担 を強 いることになるため、現状ではdual

carriageの 義務 は課 さないことを決 定した。dualcarriageの 取扱 いにつ いては、引

き続 き検討 する。地上デジタル放送のみを実施する放送局の放送波については再送

信する義務があるが、これに関しては、デジタル放送のみを提供しているテレビ局の

申立てを審理した別の事案で、デジタル放送事業者がアナログに変換してCATV局

に提 供するならば従前 どおり再送信する義務を課すが、デジタル波のみの場合、受像

機そのものが普及していない現状から、地上デジタル放送移行に関する規則制定手

続の進行を待ち、当面はデジタル波の再送信義務は課さないことを暫定的に決定し、

2003年 以降 に見直す ことにした。
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■.ヨ ー ロッパ の情 報 通 信

1.欧 州連合の情報通信 施策

1.1第 一次通信 改革 一1987年 電気通信 自由化グリーンペ ーパー 一

欧州連合(EU)に おける電気通信 の 自由化は 、1987年6月 にEC委 員会 が発表 した、E

C諸 国 における電 気通信 自由化 を勧告する報告書 「EC市 場 にお ける電気通信 サービス、

機 器の統一市場推進に関するグリーンペーパー」(以後 「グリーンペーパー」と記 す)を 画期

とする。以後のEC各 国の電気通信 政策は、このグリーンペーパーに基づいて実施されたE

Cの 政策 に基づいて実施された。

グリーンペーパーの主な内容は以下のとおりで、この段階では、まだ国家独 占事業体(P

TT)の 存在を容認 している。

EC市 場における電気通信サービス、機器の統一市場推進に関する

グリーンペーパー(概 要)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

機器の自由化

PTTに よるインフラストラクチャーおよび基本サービス独 占の容認

基本サービス以外のサービスの自由化

PTTが 競争事業者 に課する要件を明確 に定める(ONP)

規制者 と事業者の分離

ETSI(欧 州電気通信標準協会)の 設立

1988年2月 、EC委 員会 は、域 内電気通信 市場の 自由化に向けたアクションプログラム

「1992年 におけるEC電 気通信 市場 の形成 に向けて」を発表し、グリーンペーパー実施の

ための政策とスケジュールを以下のように定めた。

同年6月 、ECの 最 高意 思決 定機 関であるEC閣 僚理 事会 はEC委 員会 の電気 通信 自由

化 方針を支持する決議を採択し、これにより自由化に向けて正式に舵が切られることとなっ

た。EC委 員 会 はこの後 スケジュール に従い、電気通信の 自由化プロセスを進めていくこと

になる。
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①1990年 末までに、端末機・器 に全 面的に競争を導入

②1989年 から漸進 的に電気 通信 サービスに競争を導入し、1989年 末まで

に、音声 、テレックス、データ通信以外の全てのサービスを競争に開放

③1989年 末までに、公 衆網 に接続 されていない受信専用衛 星地球局を、漸

次競争に開放

④料金をコスト主義に近付ける原則を漸次実現。1992年1月1日 までに達成

状 況を再評価

⑤規制 と事業運営の明確な分離

⑥ONPの 確立

◆1988年 半ば:専 用線

◆1988年 末:一 般公 衆デ ータ網

◆1989年 半ば:ISDN

⑦1988年4月 までにETSI(欧 州電気通信標準協会)を 設 立

⑧1988年4月 までに端末 の型式認 定に相互認証を導入

⑨1990年4月 までに電気通信 サービスに付加 価値税を導入

⑩PTTの 資材 調達を自由化

1.2グ リー ンペ ーパ ー 以 後 の 自由化 の推 進

1.2.1電 気通信サービス自由化 指令

1990年6月 、EC委 員会 は、音 声通話 以外の電気通信サービスの自由化を目的とした、

「電気通信サービス市場の競争に関する指令(サ ービス 自由化指 令)」を発 出した。この指

令 は以下のように、基本サービス(主 として音 声通話 サービス)以 外 の付加 価値サービスを

競争 に開放することを定めたものであった。

①音声電話以外のサービスへの電気通信事業者の独占権を排除

②事業免許付与の条件を明らかにする

③パケット交換および回線交換データサービスの段階的自由化

④公衆網および専用網の提供についての非差別的、客観的な取扱いを定

め、公表

⑤電気通信の自由化の進展状況を1992年 にEC委 員会が評価
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1.2.2相 互 接 続

1990年6月 、EC閣 僚 理 事 会 が 、「ONP実 施 により域 内 電 気 通 信 サー ビス市 場 を設 立す

ることに 関す る指 令(ONP枠 組 み 指 令)」を発 出した。ONP(OpenNetworkProvision)

は 、競 合 事 業 者 にネ ットワー クを提 供 す る際 の条 件 を定 めるもの で 、各 サー ビス毎 に設 定す

る。つ まり、競 争 を導 入 した競 争 分 野 にお ける平 等 ・公 平 な競 争 環 境 の整 備 を 目指 すもので 、
エ

サービス自由化指令を支えるものである。この指令はONPを 設 定す る際 の基本原則を規 定

したものであった。

ONP枠 組み指令の主な内容

①ONPの 技術 的インターフェース、利用 条件 、タリフ

②ONP提 供の基本原則

③ONPの 適 用領 域

④ONP設 定の優 先順位 と作業の期限

1.3第 二次通信改革 一 第1998年 からの完全 自由化を決 定 一

1993年7月 、EC閣 僚理 事会 は 、「電気通信 分野 における状況の見直しと同市場のさら

なる発展の必要性」を決議し、1998年1月1日 からの完全 自由化 及びその実 現に向けた電

気通信規制の見直しを決めた。これにより国家独 占事業体(PTT)に よる基本サービス独 占

を容認 するといういわば不完全な競争導入を定めた1987年 のグリー ンペ ーパーの枠組 み

を脱し、新たな局面に進むことになった。ただし発展途上の国(ス ペイン、アイルランド、ギリ

シャ、ポルトガル)は 最大5ヶ 年 の延 長 が認 められ 、ネットワークの規模が小さい国(ベ ルギー、

ルクセンブル グ)は2ヶ 年 までの延 長が認 められた。

1998年 からの完全 自由化決議 主な内容

①1994年1月1日 までに移動 ・パ ーソナル通信 に関するグリ「ンペーパーを

公表

②1995年1月1日 まで に電気通信 インフラとCATV網 の将来政 策 に関する

グリーンペ ーパーを公表

③1998年IA1日 までの完全 自由化 にむけ、1996年1月1日 までに規制の

枠組みへ の必要な修正を実施

1.3.1完 全 自由化 に向けた規 定整備

1998年1月1日 からの完全 自由化 実施 に向けた環境整備が精力的に進められた。電話
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会社が当初から民間企業だったのは世界的に見てアメリカくらいのものであり、ヨーロッパも

国営電話会社が独 占的にサービスを提供してきた。真の競争状態を作出するには、インフ

ラでも競争が起きなければ国営電話会社がボトルネックとなってしまい、料金の低下やサー

ビス品質の向上が期待するほどのペースでは向上せず、競争によって得られるはずの果実

が生み出されない。インフラの独 占と音声サービスの独 占という国営電話会社の最後の既

得権を剥ぎ取ることが、第二次 自由化の主眼となる。

(1)インフラ自由化

1994年10月 、欧州委 員会 がインフラの 自由化に関するグリーンペーパー第1部 を発表

した。サービス自由化と歩調を合わせて段階的に自由化を進めることとし、まず第一段階と

して、すでに自由化されている衛星通信 、移動体通信、地上系電気通信サービス用インフ

ラの利用(そ のサービス提 供 のためのCATVイ ンフラ利 用も含 む)、に関して残 っている規

制を撤廃し、次に第二段階として、公衆交換電話サービス用インフラの自由化を実現するこ

ととした。欧州閣僚理事会でも、1998年1月1日 まで に域 内のインフラの所 有 ・建設やサー

ビス提供を原則自由化することに合意した。

続いて1995年1月 、欧州委員 会 は、インフラの 自由化に関するグリーンペーパー第2部

を発 表し、1998年1月1日 の通信 自由化以後 ネットワークインフラに関して採るべき規制政

策を提案した。そこでは、ユニバーサルサービス確保 のための基金を設置することや、事業

者間の相互接続を円滑に進めるためのEU指 令発 出、電気通信設備建 設免許 付与手続き

及び免許条件の設定の制限、公正競争の確保などが挙げられており、免許の付与や監督

は従来どおり各国が行うこととした。

1995年10月 、欧州委員 会は、加盟 国の賛成 を要しないローマ条約90条 に基づき、すで

に 自由化されている電気通信サービスのCATV網 による提供 を1996年1月 まで認 めるよう

加 盟国に求める指令を発出した。これは形式的には1990年 のサー ビス自由化指令 を修 正

したものである。

1996年3月 、欧州委員 会は、電気通信 市場完全 自由化の1998年1月1日 実施を求める

委員会指令をローマ条約90条 に基づき採択 した。代替インフラの開放については1996年

7月1日 からとした。指令 は1990年 のサービス自由化指令 を修 正する形式で、2003年1月

1日 までに加 盟各国の状況を見直すことになっており、ユニバーサルサービスについての原

則も定めた。

1996年7月1日 をもってEU域 内 で代 替インフラに よるサ ー ビスが 自 由化 され た が 、この

期 日を守 ることが できた の は 、15の 加 盟 国 のうちイギ リス、スウェー デ ン、デ ンマ ー ク、フィン

ランド、オ ーストリアの5ヶ 国 の み であった。
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1999年6月 、欧州委員 会 は、電気通信網 とCATV網 を同一事業者 が所有する場合 、電

気通信市場の発展を阻害し、技術革新が遅れ、電気通信とメディアと情報技術の融合によ

る利益の充分な実現を妨げるとして、電気通信事業とCATV事 業 の構造分離 を命 ずるケー

ブル指令 を採択した。電気通信事業者は、1999年 末まで にCATV事 業を分離しなけれ ば

ならないものとした。欧州委員会では、この指令をアクセス系の広帯域サービス推進のため

の重要な一歩と位置づけた。

(2)移 動 ・パーソナル 通信の 自由化

1994年4月 、欧州委 員会 は 「パ ーソナル通信環境に向けて:域 内の移動 ・パーソナル 通

信分野 における共通アプローチに関するグリーンペーパー」を発表した。EUの 移動体 通信

政策の方 向性 を示 したもので、以下のように、設備 ・運用に関して完全な自由化を提案する

など、大胆な内容であった。

①ネットワーク運営事業者の排他的特権を全廃する

②移動体通信サービスの提供に関する規制を全廃する

③移動体通信インフラの建設・運用を全面的に自由にする

④固定系網と移動体網との統合サービスの提供を自由化する

⑤汎欧州サービスの運営 ・提供を促進する

1996年1月 、欧州委員 会は、1996年1月1日 からの移動 体通信の完全 自由化を定めた

「移動体及びパーソナル通信に関する自由化指令」を発出した。

(3)衛 星通信の 自由化

1994年10月 、欧州委員会 は、欧州連合全域 における衛星網 ・地球局の設置、運用を自

由化する指」を採択した。これは、端末機器 自由化指令を修正し、衛星地球局を適用対象

に含めるとともに、サービス自由化指令を修正し、衛星地球局の設置と音声電話サービス以

外の電気通信サービスの提供を自由化するものであった。

(4)免 許手続きの共通化

透 明で公正な免許手続きは、サービス完全 自由化を実効ならしめる上で、欠くことのでき

ない条件である。

1997年4月 、欧州議 会及 び欧州 閣僚理事会 は、免許付与手続き及び免許条件に関す

る共通枠組 み指令を採 択した。一定の条件を満たせ ば 自由に参入 できること(general

authorization)を原則 とし、個別免許(individuallicence)は 限定的 に認 められ、周波数の

不 足を理由とする他は免許数を制限できないなど、付加できる条件の制限や手続きの期間
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などを定め、非差別的取り扱いや手続の透明性を確保したものであった。また、EU域 内で

の免 許取得 についてワンストップショッピング方式を導入することとし、各加盟国は1998年1

月からの適用 にあわせ、国内規定を整備しなければならないものとした。

(5)相 互接続

1997年6月 、欧州議会及び欧州 閣僚 理事会は、ONP原 則 の適用 によりユニバーサルサ

ー ビス及び互換性を確保することに留意した相互接続 に関する規制枠組みを定めた。相互

接続の権利及び義務、相互接続料、相互接続会計、設備 の併置・共用、接続交渉の調停

など、広範囲にわたって原則を定めており、ある地域の特定サービス市場で25%以 上のシ

ェアを持つ場合 、原則としてSMP(SignificantMarketPower)を 持 つ事業者 に指定 さ

れ、透 明で非差別的でコストベースの相互接続を提供するよう義務づけられるものとした。

1.4第 三次通信改革 一 電気通信規制 の抜本的見直し 一

1998年1月1日 か ら、EUの 電 気 通 信 市 場 が 完 全 に 自由化 され た。ただ し一 部 の国 は 猶

予 を受 けてお り、ル クセ ンブル グは1998年7月1日 か ら、スペ インは1998年12月1日 か ら、

アイル ランドとポル トガル は2000年1月1日 か ら、ギリシャは2001年7月1日 か らとなった。な

お 、アイルランドは猶 予 期 日の1年 以 上 前 倒 しで1998年12月1日 に実 現 した。

電気通信の 自由化は一応達成されたが、1999年11月 、欧州 委員会 は、伝 統的 に独 占

だった電気通信事業に競争を導入することを目的とした従来の過渡的規制政策から、競争

市場を前提とした新しい競争政策への転換を図り、情報社会におけるヨーロッパの競争力を

維持・強化し、情報通信分野での迅速な技術的変化に対応するため、これまでの検討結果

を参考に、現在の通信規制の枠組みを抜本的に見直す手続きを開始した。

2000年4月 、欧州委員会 は諮 問文書 に寄せられた意見をもとに取りまとめた結果を発表

した。新しい規制枠組は、規制枠組指令と、4つ の個別 の指令(免 許 ・許可 に関する指令 、

アクセス・相互接続に関する指令、ユニバーサルサービスに関する指令、データ保護 に関

する指令)か らなり、2000年6月 にこれ ら指 令案を策 定し、2001年 中の採択を 目指すことと

した。主な内容は以下のとおりで、このほか、規制の柔軟性を確保するために勧告やガイド

ラインの活用を拡大することや、欧州統一規制機 関の設置を提案した。

規制枠組み指令案では、伝送技術の違いによって通信か放送かに分ける従来の分類が

技術の進展によって無意味になっている事実を認識し、CATV網 であろうと電力線であろう

と、それ が通信に利用される限りにおいて「electroniccommunicationsnetwork」 であ

ると定義し、インフラとサービスを分離する方針を打ち出している。この通信改革パッケージ
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が対象とするのはあくまで電気通信分野であり、コンテンツを提供する事業及びコンテンツ

の中身そのものは規制の対象としない。

①諮問文書にある原則及び 目的を規制枠組指令に盛込み、国内規制の指

針とする。

②全ての通信インフラ及び関連サービスを対象とし、また、伝送とコンテンツ

の結合に関する規定を設ける。

③全てのネットワーク及びサービスに関して一般 的な許可手続きに移行し、

周波数や番号の指定など資源が限られる場合のみ特別な使用権が与えら

れる。

④事前の規制が必要である分野では、ダイナミックな市場定義手続きを確立

する。また、顕著な市場支配力を持つ事業者に課すことのできる義務を定

義する。

⑤ユニバーサルサービスとユーザー及び消費者の権利を保障する。

⑥移動通信事業にナンバーポータビリティを導入する。

⑦周波数の売買を認める。

⑧通信分野における既存のデータ保護指令を更新する。

2000年7月 、欧州委員 会は、4月 に発表した諮問結果 に基づき、制定すべき指令案を集

めた通信規制改革パッケージを発表した。欧州委員会が提案した規制改革パッケージは2

001年12月 に欧州議 会の承認 を得 、2002年2Aに 欧州 閣僚理事会 が採択したことにより、

正式に成立した。ただし、委員会案のうち電子通信プライバシー指令案はまだ欧州議会と

欧州 閣僚理事会の承認を得ていない。欧州委員会としては、このパッケージを施行するた

めの方策(「顕著な支配 力」評価ガイドラインの策定、各加盟国規制機関及び欧州委員会に

よって構成する「欧州規制者グループ」の設立、各加盟国代表及び欧州委員会によって構

成する「無線周波数政策グループ」の設立など)を今後実行 する予定である。

(1)電 子通信網及 びサービスへ の共通規制枠組みに関する指令

(2)電 子通信網及 び関連設備へのアクセスと相互接続に関する指令

(3)電 子通信網及 びサL・一一ービスの免許に関する指令

(4)電 子通信網及 びサービスにおけるユニバーサルサービスとユーザーの

権利に関する指令

(5)欧 州共 同体 における無線周 波数 監理政策の共通規制枠組みに関する

決定
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1.5第3世 代移 動通信サービス

第2世 代 の 携 帯 電 話 システ ムで は 、ヨ…一ーロッパ で 開発 され たGSM方 式 が事 実 上 の世 界

標 準 の 地位 を獲 得 した。第3世 代 でもヨー ロッパ が主 導 権 を握 るべ く、1997年10月 、欧 州

委 員 会 はUMTS(UniversalMobileTelecommunicationsSystem:欧 州 での3G移 動 通信 シ

ステムの 呼 び名)の 開発 環 境 整 備 に 関 す る戦 略 及 び 政 策 に 関す る諮 問文 書 を発 表 した。し

か しな がら、第3世 代 の 開発 で はNTTド コモ が先 行 し、第2世 代 の 日本 標 準 が 国 際標 準 とな

らなかったことの反 省 か ら、早 くか ら世 界 標 準化 に 向 けた働 きか けを行 っていた。

1998年1月 、欧州電気通信標 準化機 構(ETSI)は 、UMTS標 準に、NTTド コモが開発

中のW-CDMAを ベースにヨーロッパ の機器製 造業者が主張するTD-CDMAを 一部取

り入 れる案を採 択した。直前にNTTド コモがTD-CDMAを 一部 取り入れる方針 を表 明し

ており、劣勢だったヨーロッパのTD-CDMA陣 営 がそれを受け入れたと言 える。

1998年12月 、欧州議 会及び 閣僚理 事会 は、第3世 代移動通信 システムを遅 くとも2002

年1.月までに開始するため、加 盟国 に対し、特に免許手続きを2000年1月 までには確立す

るよう求める決議 を採択した。

この決議に沿って各加盟国は免許手続きを定め、多くの国はオークション方式を採用し

た。2000年3月 からイギリスでオークションが始まり、続いてドイツでも実施された。先行した

この二国でのオークションでは、第3世 代 への期待から落札価額 があまりにも高騰し、結果と

して第3世 代の事業性 を不透 明にした。落札事業者は、高額の免許料負担のため財務状況

が悪化し、通信事業者の株は売られ、深刻なリストラを迫られた。この二国以後は、オークシ

ョンへの熱狂は沈静化し、高騰することはなくなったが、第3世 代 を導入するための設備 投

資が大きな負担になることに変わりは無く、冷静さを取り戻した各国事業者は、身の丈にあっ

たスケジュールにより第3世 代サ・一一・一・ビスを導入する方向に切り替わった。

2001年3月 、3G移 動通信 サービスの速やかな開始 を望む欧州委員会は、サービスの円

滑な導入を促進するため、EUレ ベル で採 るべ き施 策を提言 した諮問文書を発表し、免許

料を含む設備投資が事業者 にとって大きな負担となっていることを考慮して、ネットワークイ

ンフラの共有を容認する方針を打ち出した。これにより、主要加盟国では、インフラの共有に

乗り出す事業者が相次ぎ、それらの国の政府はインフラ共有が許容される範囲についての

ガイドラインを定めているところである。

一42一



1.6情 報社会の構 築

1.6.1欧 州 版 情 報 ハ イウェイ構 想

(1)「 経 済成 長 、競 争 力 、雇 用 」に関 す る白書

1993年9月 にアメリカ 政府 が発 表 したNIIア クションプ ラン に触 発 され 、同年12月 、欧 州

委 員 会 は 、「経 済 成 長 、競 争 力 、雇 用 」に関 す る白書 を発 表 した。同 白書 は 、情 報 ハ イウェイ

構 築 に1,500億ECUが 必 要 で11994～1999年 に広 帯 域 通 信 ネットワー ク構 築 に200億

ECU、ISDNの 強 化 に150億ECU、 電 子 サ ー ビスに120億ECUな ど合 計670億ECUの

投 資 が優 先 的 に実 施 され るべ きと述 べてい る。

(2)バ ンゲマ ン報 告 書(欧 州 版 情 報 ハ イウェイ構 想)

1994年5月 、電 気 通 信 を担 当 す る欧 州 委 員 会 委 員 で あるバ ンゲマ ン氏 を 中 心 とす る専

門 家 グ ル ー プ で とりま とめ た 報 告 書 「Europeandtheglobalinformationsociety-

recommendationstoEuropeanCouncil」(バ ンゲ マン報 告 書)が 発 表 され た。自由化 を促 進

す ることにより高 度 電 気 通信 インフラの整 備 を進 めることを勧 告 してお り、欧 州 版 情 報 ハ イウ

ェイ構 築 のた め の 当 面 の 方 向を示 したものと解 釈 され る。この 報 告 書 は6月24日 に欧 州 閣

僚 理 事 会 でそ の大 綱 が 了承 され 、欧州 連 合 の政 策 となった。1994年7月 、欧 州 委 員 会 は 、

バ ンゲ マン報 告 を受 け、「欧 州 にお ける情 報 社 会:行 動 計 画 」を発 表 した。そこで は 、規 制 ・

法 的枠 組 み の 見 直 しや ネットワー ク・サ ー ビスや アプ リケー ションの 開発 ・推 進 、社 会 的 ・文

化 的側 面 で の取 り組 み 、情 報 化 社 会促 進 に 向 けての 広 報 などの項 目に つ い て 、今 後 の 具

体 的 施 策 ・実 施 期 限 が示 され た。

1.6.2eEurope構 想

1999年12月 、欧州 委 員 会 は 、情 報 社 会 の 実 現 を促 進 し、その利 益 がす べ て の欧 州 連

合 加 盟 国 にもたらされ ることを 目的 に、「eEurope-AnInformationSocietyforAll」 と題 す る

諮 問文 書 を発 表 した。そこで は 以 下 の10項 目を掲 げ 、2000年 ～2002年 末 にか けて達 成

す べ き具 体 的 目標 を 目標 を定 めた。
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eEurope構 想 にお ける10項 目

② 安価なインターネット

③ 電子商取引

④ 研究者用高速インターネット

⑤ 安全な電子的アクセスのためのスマートカード

⑥ 中小企業へのベンチャー資金

⑦ 障害者支援

⑧ オンライン・ヘルスケア

⑨ 高度交通情報システム

⑩ 電子政府

2000年6月 、ポル トガルで開催 された欧州理事会で、2002年 までのeEuropeア クション

プランが承認 され、以下の3つ の重点項 目の下 に定められている具体的対策を、2002年 ま

でに実現することとなった。

eEuropeア クションプラン 重 点 項 目

①安くて速くて安全なインターネット
・安くて速いインターネットアクセス

・研究・学術用高速インターネット

・安全なネットワーク及びスマートカードを使った安全なアクセス

②情報化教育及び人材育成
・デジタル時代に向けた青少年の育成

・知識集約型経済におげる労働

・全ての者が知識集約型経済に参加

③インターネット利用促進
・電子商取引を加速

・電子政府:公 的サービスへの電子的アクセス

・オンラインヘルスサービス

・デジタルコンテンツ

・高度情報交通システム

1.6.3イ ンター ネ ット

(1)有 害コンテンツの規制

1997年11月 、欧州委員 会は、メディアを問わず、未成年者及び人間の尊厳を保護する

ため、全ての視聴覚サービス・情報サービスにつき、共通の規制枠組みを設定する諮 問文
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一
書を発表した。オンラインサービスにおける規制は、その困難さゆえに自主規制によって法

律による規制を補完することとし、各国内レベルで各オンラインサービス事業者が自主規制

を導入するための共通ガイドラインを設定すること、未成年者を含む公衆に教育や公共分

野でのアクセスを拡大し、良質のコンテンツを推進して有害コンテンツと戦い、最終的にはコ

ンテンツへのアクセスを親が管理できる手段の開発を呼び掛けること、を閣僚理事会に勧告

した。

欧州閣僚理事会は、1998年9月 、「未成年者及 び人 間の尊厳保 護について各国内規制

枠組みの調和を推進することによる、視聴覚・情報サービスの競争力強化に関する勧告」を

採択した。欧州委員会の諮問文書に従い自主規制によることとし、①各国を代表する組織

の設置、② 自主規制ルールの作成、③新しい保護策の研究・開発、④未成年者のアクセス

拡大策、⑤この勧告実施状況の定期的検証、について産業界及び関係団体が協力するこ

とを勧告し、欧州委員会に関係各機関及び団体と協力して進めることを求めた。また、各国

内レベルでの自主規制の定め方についてのガイドラインを添付した。

(2)電 子 商取引の推進

1998年6月 、欧州議i会は、以下のような電子商取引 に関する欧州構想決議を採択した。

①ヨーロッパレベルでの規制枠組みを定める。

②国際的な合意及び政策の国際的協調を進め、最低限のデータ保護に関す

る相互認証協定に向けてアメリカと交渉する。

③電子商取引のインパクトについて(特に雇用創出について)委員会が報告書

を作成する。

④賠償問題等解決のための新たな国際調停機関の設置の必要性。

⑤関連技術の研究開発推進

1999年11A、 欧州 閣僚理事 会 は、電子署名 に法的効果を認め、そのための認証業者

の監督、認証業者の責任、認証技術の在り方などを定めた電子署名に関する欧州域 内規

制枠組み指令を採択した。同指令は2000年1月20日 に発効 した。

2000年6月 、欧州 議 会及 び閣僚理事会 は、「情報社会サービス、特に欧州統一市場内

における電子商取引の法的側面に関する指令(電 子商取 引指令)」を採択した。これは電 子

商 取 引関連規制の総仕上げとでも言うべきもので、加盟国は18ヶ 月以 内に国内法 の整備

が求められる。
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①電子メールによる広告やダイレクトマーケティングの規制

②オンラインでの契約を有効とするための法整備

③オンラインサービスプロバイダーの免責

④円滑な指令施行に向けた自主規制の奨励

⑤迅速な紛争解決のための法廷外仲裁機関の奨励

⑥権利侵害を早急に差し止める裁判手続きの整備

(3)個 人情報保護

1997年12月 、電気 通信 部 門にお ける個 人情報処理に関して、権利 ・自由の保護、特に

プライバシーについて域内で同等の保護を保障し、個人データ及び電気通信機器・サービ

スの域内の自由な流通を保障することを加盟国に求める指令を閣僚理事会及び欧州議会

で採択した。この指令は1995年10月24日 採択 の個人情報 処理及び流通 における個人の

保護に関する指令を補完するものであるが、今回の指令では法人も対象とした。個人情報

処理及び流通における個人の保護に関する指令は、1998年10月25日 に発効 した。

2000年12月 、欧州議 会及び 欧州 閣僚理事会 は、EU域 内 における個人 情報の処 理及

び個人情報の自由な移動に関する個人の保護を定めた欧州議会及び欧州 閣僚理事会規

則(Regulation)を 採 択した。Regulationは 、EU法 としてすべての加 盟国 に直接適用され

る性質のもので、各国は国内法を整備する必要がなく、またそれに反する法律を制定できな

い 。
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2.イ ギリスの情 報 通 信

電気通信に関する規制緩和、自由化という点では、イギリスはヨーロッパにおいて先

導的立場にあり、1980年 代 に英国で進 められた競争推進 政策は、他のヨーロッパ各

国に対し影響を与えてきた。

1969年10.月 、英 国郵便 ・電気通信 公社 が設 立された。1977年 、郵 電公社調 査

委員 会は、郵便 と電気通信の分離、宅内機器の 自由化などを勧告した(カ ーター報

告)。しかし当時の労働 党内閣はこの勧告を採用しなかった。

1979年5月 、サッチャー政 権が発 足し、以後、小さな政府を目指す同政権のもと

で、労働党政権下で棚上げされていた電気通信の規制緩和が進められることになり、

1984年4月 、BT民 営化 やOftelの 設置 を内容 とする1984年 電気通 信 法が制 定さ

れ 、8Aに 施行された。

2.1政 策 立案 ・規 制の枠組 み

2.1.1政 策 立 案

情 報 通 信 に 関す る政 策 を立 案 す るの は、貿 易 産 業 省(DTI:DepartmentofTrade

andIndustry)の 管 轄 で、その 中 の通 信 情 報 産 業 部(CommunicationsandInformation

IndustriesDivision:CII)が 担 当してい る。貿 易 産 業 省 は規 制 機 関でもあ り、免 許 の

付 与も行 うが、政 策 立案 が 主 である。実 体 上 はOftelと 緊 密 な連i携を取って政 策 立 案

及 び規 制 を実 施 してお り、Oftelの 果 たす 役割 は大 きい。

2.1.2規 制機 関

1984年 電 気 通信 法 により、独 立 の規 制機 関 としてOMceofTelecommunications

(Oftel)が1984年8月 に設 置 され た。Oftelは 、英 国 にお いて免 許 条 件 の施 行 及 び

電 気 通信 環 境 の監 督 につ いて責 任 を負 い 、そ の長 官 は 貿 易 産 業 大 臣 が任 命 す る。

(1)Ofte1の 組織

Oftel長 官 は貿 易産業 大 臣によって任 命され、任期は通常5年 である(再 任 可)。

Oftelの 予算 はほぼ事 業者か らの免許 料収入でまかなわれている(予 算 は議 会から

つくが、その額はほぼ免許料収入と同額である)。規制機 関ではあるが、政策 立案に

ついても貿易産業大 臣に助言し、事実上大きな役割を果たしている。職員数はおよ

そ160人 である。
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(2)Ofte1の 所管事務

主な業務は以下のようなものである。

①免許条件の施行、変更(免許の付与自体は貿易産業大臣の権限)

②事業者間の問題の裁定

③事業運営の監督

④電気通信に関する事項及び免許付与について貿易産業大臣に助言

⑤利用者の苦情処理、広報

⑥電気通信分野における公正取引委員会的役割

(3)Ofte1の 改革

1998年7月 、貿易産 業省 は、同省 が進 めている公益事業規制見直しの一環とし

て、Oftelの 改革を発表 した。最大 の改革 は、Oftel長 官を廃 し、常設委員会 を最 高

機 関とすることである。これに基づき、同年11月 、現長官 を委員長 に4人 で構成す る

委員会を設置 した。

2.1.3規 制 体 制 の 見 直 し'

2000年12月 、通 信 と放 送 をそ れ ぞ れ 管 轄 す る貿 易 産 業 省 と文 化 ・メデ ィア ・スポ

ー ツ省(DCMS)が 共 同 で
、通 信 と放 送 の 融 合 に 向 け た21世 紀 の 規 制 体 制 枠 組 み

を 定 め た 通 信 白 書(「CommunicationsWhitePaper-TheFutureofRegulationfbr

TelecommunicationsandBroadcasting-」)を 発 表 し、放 送 ・電 気 通 信 ・周 波 数 監 理 な

ど、通 信 関 係 の 規 制 機 関 を 、新 設 す るOFCOM(OficeofCommunications)に 一 元

化 す る方 針 を 明 らか に した 。

2001年7月 、DTIとDCMSが 共 同 で 、OFCOM設 置 法 案 を公 表 した。現在5つ

の規 制機 関 〔Oftel(電 気 通 信)、IndependentTelevisionCommission(商 業 テレビ放

送)、RadioAuthority(商 業 ラジオ放 送)、BroadcastingStandardsCommission(放 送

番 組 基 準)、RadiocommunicationsAgency(周 波 数 監 理)〕が 管 轄 してい る放 送 及 び

電 気 通 信 関係 の規 制 権 限 をOFCOMに 一 元 化 す る。内 容 は設 置 準 備 法 案 とも言 う

べ きもので 、OFCOM設 置 とOFCOM－ 元 化 へ の準 備 作 業 を定 めている。これ に伴

い電 気 通 信 及 び放 送 の規 制 枠 組 み を見 直 す 通 信 法案 も用 意 され ている。現 在 はま

だ 両 法 案 とも成 立していない が、2003年 か ら一 元 的 規 制 が 開始 す る予 定 である。

2.2こ れ までの規 制 緩 和

1981年10.月 、郵 便 と電 気 通信 を分 離 して 、英 国 電 気 通 信 公 社(BT)が 発 足 した。

11月 には 、第 二 次 大 戦 後 国有 化 して いたCable&Wireless(C&W)を 民 営 化 した。
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1982年2月 、貿 易 産 業 省 はC&Wの 子 会 社 であるMercuryCommunicationsLtd.

(MCL)に 公 衆 電 気 通 信 事 業 の免 許 を付 与 し、BTとMCLの 複 占による競 争 体 制 が

導 入 され た。この複 占体 制 は 、1990年 まで維 持 され ることになった。

1983年4月 、MCLが マイクロウェー ブを利 用 して ロンドン市 内 で 専 用 線 サ ー ビス

を開始 した。これ によりBTの 独 占が崩 れ 、本 格 的な競 争 が始 まることになった。

2.2.1BT民 営化

1984年4月 、BTの 民営化やOftelの 設置を内容 とす る1984年 電気通信法 が制

定され 、8月 に施行 された。同法 はCATV事 業 と電気 通信 事業 の相互 参入も認め、

CATVの 事業者の電気通信サービスは地域サービスのみとし、中継回線はMercury

を利 用するよう義務 づ けていた。同法に基づき、BTは8月 に民営化 し、12月 に株 式

の50.2%が39億2,000万 ポンドで売却された。この後 、1991年 末 にBTの 株 式が

更 に21%放 出され、1993年6月 には株式の政府所 有分 の残 り22.7%が 放 出され、

すべての株 が民間の手 に渡った。これにより政府は特別株式(黄 金株)を 持つのみと

なった。1997年7月 、さらに政府 はこの特別株式 を償還する決定を下し、BTは 完全

に政府 の手を離れた。

2.2.2複 占体制 の見直し

1990年11月 、貿 易 産 業 省 は 、「競 争 と選 択:1990年 代 の 電 気 通 信 政 策

(CompetitionandChoice=TelecommunicationsPolicyforthe1990s)」 と題 する諮 問

文書 を発 表し、複 占体制の廃止などを含む広範な競争促進策を提言し、利害関係

者の意見を求めた。1991年3月 、その結果を基に、電気 通信 分野に一層の競争を

導入する政策に関する白書を議会に提出した。複 占体制の廃止など一層の競争導

入や、CATV事 業者 の電話サービス提供条件の大幅緩和、国際専用線単純再販売

解禁(た だし相手国との相互主義)な どを定めたもので、以後この白書に基き政策が

進められることになった。

1996年6月 、貿 易 産 業 省 は 、設 備 ベ ー スの 国 際 サ ー ビス事 業 者 をBTとMercury

の複 占としてきた規 制 を廃 止 し、新 たに免 許 を受 け付 けることを発 表 した。また 、国 際

専 用 線 の単 純 再 販 をす べ てのル ー トで認 めることに した。12月 、AT&Tの 現 地 子 会

社 ほ か 、GlobalOneな ど全44社 に国 際免 許 が付 与 され た。な お 、この免 許 を補 完 す

るた め 、Oftelは 、1997年2月 、WEIO(WellEstablishedInternationalOperator)に

対 す るガイドラインと計 算 料 金 協 定 に関 す るガイドラインを発 表 した。WEIOは 、市 場

支 配 力 を持 つ 事 業 者 として 、他 の 事 業者 よりも厳 しい規 制 を受 ける。
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2.2.3外 資規 制

1993年9月 、政 府 は外 資 事 業 者 に 事 業免 許 を与 えることを発 表 した。国 内で はあ

らゆるサー ビス、国 際 につ い て は 国 際 単 純 再 販 サ ー ビスを可 能 とす る。ただ し、国 際

単 純 再販 につ い ては相 互 主 義 をとり、当時 可能 な国 はオ ー ストラリア、カナ ダ 、スウェ

ー デ ンの3国 であった
。この段 階 で は 自社 設 備 によるサ ー ビス提 供 は認 めていない。

これ により、スウェーデ ンのTeliaは 免 許 を受 けてイギリスにTeliaInternationalUKLtd .

を設 立 し、1994年4月 末 にサー ビスを開始 した。

1994年10月 、米連邦通信委 員会(FCC)が9月 に英米 間の国際専用線 の再販 を

認 める決定を下したのを受け、貿易産業大臣は、英米間の国際専用線の再販を認め

る決定を下した。これにより、1994年12月 、AT&Tは 国際専用線 の再販 を含 む広

範な事業許可を取得した。一方、1995年2月2日 、FCCはBTの 米 現地法 人である

BTNAに 英米加間の国際専用線再販 を認めた。

なお、1997年7月 、政府 はBTに 対 して所有 していた特別 株式 を償還する決定を

下し、BTは 完全 に政府 の手を離 れた。当時 、BTは アメリカの長 距離通信 事 業者 で

あるMCIを 買収することで合 意していたが、特別株式を通じたイギリス政府によるBT

支配をアメリカ政 府が問題 視 し、両社の合併 に懸念を表明した。イギリス政府 は、そ

の障害を無くすために償還に踏み切ったものである。その後BTとMCIの 合 併は御破

算 となったが、この決 定により、イギリスの電気通信事業者 に対する外資規制は完全

に撤廃されたことになる。

2.3産 業振興施策及び競争施策

2.3.1通 信 と放 送 の融 合

1998年 には 、情 報 社 会 構 築 に 向 けた 貿 易 産 業 省 の重 要 な産 業 振 興 施 策 がい く

つ か発 表 され た。まず 、1998年4月 、競 争 導 入 による広 帯 域 ネ ットワー ク建 設 促 進 の

た め 、「BroadbandBritain-AFreshlookattheBroadcastEntertainment

Restrictions」と題 す る文 書 を発 表 し、BTな ど公 衆 電 気 通 信 事 業 者(PTO)に 免 許 条

件 によって課 され ている放 送 事 業 へ の参 入 規 制 を撤 廃 す る方 針 を明 らか にした。CA

TVの フランチ ャイズ とな ってい ない 全 国 の17%の 地 域 につ いて 、即 時 に電 気 通 信

事 業 者 その他 による放 送 番 組 提 供 を認 めるほ か 、2001年1月1日 か ら全 ての地 域 で

電 気 通信 事 業者 その他 による放 送 事 業参 入 を認 める内容 で あった。
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2.3.2家 庭 及 び 小 規 模 企 業 へ の広 帯 域 サ ー ビスの普 及

Oftelは 、1998年12月 、家 庭 及 び 小 規 模 企 業 へ の広 帯 域 サ ー ビスの普 及 を促 進

す る た め 、 「AccesstoBandwidth:Bringinghigherbandwidthservicestothe

consumer」 と題 す る政 策 諮 問文 書 を公 表 し、Ofte1が 採 るべ き競 争 政 策 につ い て調

査 を開 始 し、検 討 を進 め てきた が 、1999年11月 、地 域 網 開 放 に 関 す る政 策 文 書

「AccesstoBandwidth:DeliveringCompetitionfortheInformationAge」 を発表 し、諮

問文 書 で 提 示 したオ プ ション2(MDF接 続 により加 入 回 線 を部 分 的 専 用 線 として提

供)と オプ ション4(BTのADSLサ ー・-Lビスを卸 売 りで提 供)の 両 方 の 形 態 を採 用 す るこ

とを決 定 した。

2.3.31998年 競争 力 白書

1998年12月 、貿易産業省 は、「OurCompetitiveFuture:BuildingtheKnowledge

DrivenEconomy」 と題 する、英 国の競争力 育成 に関する白書(1998年 競争力 白書)

を発表 した。政府の役割 として、研究開発促進や産業育成のための財政的支援措置、

企業家精神の育成、ベンチャービジネスへの経済的支援・助言などを挙げている。

具体的にはEC(電 子商取 引)の 推進 を中核 に据え、2002年 までにイギリスが世界で

最適 のEC環 境 になるよう整 備す ること、2002年 までに100万 の 中小企業 がデ ジタ

ル市場 に参加 すること(現在 の3倍)な どを 目標としており、そのためのEC法 の制 定

や民間主導 による消費者保護の確立、国際協力などが課題として挙げられた。

2000年2月 末 、1998年 競 争 力 白書 に述 べ られ たコンテ ンツ産 業 強 化 方 針 に基

づ き、「UKDigitalContentAnActionPlanforGroWth」 と題 す る行 動 計 画 を貿 易 産

業省 が 発 表 した。主 な 内 容 は 以 下 の とお りで 、DCFは3月 に発 足 し、出版 業 や 放 送

業そ の他 メディア企 業 など20の 業 界 団 体 が 参加 した。

① 推 進 す る組 識 として業 界 団 体 「DigitalContentForum(DCF)」 を設 立 す

る。DCFは 、人 材 教 育 や 資 金 の 調 達 、マ ー ケティング、輸 出 、振 興 などの 問

題 に つ いて、政 府 や 学 界 、そ の他 の機 関 ・業界 と協 力 す る。

②rcontentUK.org」 というインタ・一・ネ ットポ ータル を開 設 す る。

③ イギリスのコンテンツ産 業及 び ニューメディア産 業 を国 内 外 で 売 り込 む 。

④ デ ジタルメデ ィア分 野 に専 門職 を確 立 す る。

⑤ 起 業者 を支 援 し、投 資 者 を探 す 手 助 けをす る。

⑥ イギリスのデ ジタル ・双 方 向 ・融 合 メデ ィア企 業 のデ ー タベ ー スを作 成 す る。
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2.3.4新 競争 法の成 立

1998年11月 、ローマ条約85及 び86条 に基 づく新 競争 法(1998年 競争法)が 成

立し、2001年3月1日 か ら施行 され た。反競争 的行為を防止するため大幅に権限が

強化され、Of6ceofFairTrading(OFT:公 正 取 引庁)及 び該 当セクターの規制機 関

(電気通信分野ではOftel)が 共 同で権限を執行す ることになる。2000年2月 、OFT

及びOfte1が 新 競争法施行 ガイドラインを公 開した。それによると、新競争法により反

競争的行為及び市場における支配的地位の悪用が禁止され、反競争的行為の疑い

のある企業に対しては強制調査が可能で、違反 に対して国内収入の最高10%の 罰

金を最長3年 科 すことができる等 の新 しい権限が盛り込まれている。

2.3.5相 互接 続料金規制

1997年10月 、Oftelは 、BTの 相 互接続料 金 に価格 上 限規制 を導入する免許改

正を実施した。それによれば、競争的な相互接続市場が成立していない場合は小売

物価指数(RPI)-8%の 上 限規制 が課せ られ る。料金 は長期増分コスト(LRIC)で

計算 され、過 去の投資 は反 映 されない(期 間 は1997年10月1日 から4年 間)。競争

的な市場が成 立している場合、BTは 自由に料 金を設 定できる。このほか、独立系情

報サービス事業者に自社と同等の条件で提供しなければならないサービスの範囲を

拡大することや(1998年1月 施 行)、免 許条件 の履行を確保 するための措置(1997

年9月30日 施行)が 免許 に盛 り込まれた。

2.3.6電 話番号ポータビリティ

イギリスの電話番号ポータビリティは1996年5月 から始まっているが、1997年4月

にOftelは 現在BTに のみ課されている電話 番号 ポータビリティ提供義務を、固定電

話サービスを提供する全ての事業者 に課すための免許条件変更を提案し、同年12

月に主要事 業者 の合意 を得た。これにより、BT以 外の主要事業者も電話番号ポータ

ビリティの提供が義務づけられることになった。

1999年1月 、携 帯電話 およびPCN4社 が電 話番 号のポータビリティを開始した。

また、2000年IA、 欧州委員 会の指令 に基 づき、固定系電話サービスを提供する全

ての事業者に、電話番号ポータビリティを義務づける規則及び免許改正を施行した。

2.3.7優 先 接 続

1999年2月 、OftelがBTとKingstonの 加 入 者 に優 先接 続(pre-selection)を 導 入

す る方針 につ いて正 式 決 定 した。イギリスは設 備 ベ ースでの 競 争 を促 進 す るためイコ

・・一・・ル アクセスをあえて採 用 しない政 策 を推 進 してきたが 、EU指 令 に従 うことになった。

EU指 令 で は2000年1月1日 か ら実 施 す ることになって お り、Kingstonは 指 定 期 日

通 り開始 したが 、BTが 開始 したの は2000年12月 か らであった。
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2.3.8ユ ニバ ー サ ル サー ビス

BT及 びKingstonに 現 在 適 用 され ているユ ニバ ーサル サー ビス提 供 義 務 が1997

年9月30日 から2001年9月29日 で切 れ るた め 、2000年9月 、Ofte1は 、2001年10

月 以 降 のユ ニバ ー サル サー ビスに関 し、以 下 のような 内 容 の 諮 問 文 書 を発 表 し、一

般 か らの 意 見 を求 めた。基 本 的 にこれ まで の規 制 方 針 を踏 襲 してお り、ユ ニバ ー サ

ル サ ー ビス基 金 を創 設 しない方 針 は継 続 していた。 ぺ

①ユニバーサルサービスの拡張については、欧州委員会が7月 に発表 した規制改

革 パ ッケージの中の「ユニバーサルサービス及びユーザーの権利に関する指令

案」に従う。

②ユニバ・一一・・サルサービスコストは、これまでどおりBTとKingstonの 負担 とし、ユニ

バ ーサルサービス基金は設置しないが、BTやKingstonか らOfte1の 算 出コストを

覆 すようなデータの提出があれば見直す。

③携帯電話の普及率が50%に 及ぶことを考慮すると、固定系アナログ電話を最低

限保障されるサービスとすることに問題はないか。

④BT及 びKingstonが 低所得者 向けに提 供しているサービスは今後も継続する。

2001年8A、Ofte1は 調 査 結 果 に基 づ き、BT及 びKingstonに 現 在 適 用 され てい

るユニバ ー サル サ ー ビス提 供 義 務 を2001年10月 以 降も概 ね 継 続 す ることとし、ユニ

バ ー サ ル サ ービス基 金 は創 設 しない方 針 は堅 持 した。

2.4周 波数管理施策

2.4.1周 波数オークション制度 の導入

1998年3京 周 波数 の使 用効率 を高めることを目的に、1949年 無線 電信 法を改

正した1998年 無線 電信 法が成 立した。市場原理をベースにした電波使用料の設定

や無線免許のオークション制が導入され、第3世 代移 動通信サービス用周波数免許

はオークションによって付与されることになった。1998年10月 、無線通信 庁 は、適切

な枠組 み 内において免許人間での免許の自由な売買を可能にすること、及び免許

移転を容易にすることにより免許人の行政手続き負担を軽減する方針を明らかにし

た。ただし免許の売買は、現状では法規を改正しなければできない。

2.4.2第3世 代 移 動 通信 システム(IMT-2000)

第3世 代移 動 通 信 免 許 のオ ー クションは 、イギリス初 の 周 波 数 のオ ー クションとなっ
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た。2000年 初めのオークション実施 に向けて、1999年6月 、貿易 産業省 は、第3世

代移動通信システムの概 要、オークション実施スケジュール、入札要領等を定めた方

針文書を公表した。免許の種類は5つ で、既 存事業者数より一つ 多く、帯域が最大の

免許は、新規参入者に優先的に与えることになっていた。

既 存 の4社 に加 え 内外9社 が参 加 を 申し込 み 、合 計13社 で3.月6日 に始 まったオ

ー クションは
、落 札 価 額 合 計224億7,740万 ポンドとな り、4A27日 に終 了 した。落

札 者 は 以 下 の5事 業 者 で、免 許 の 種 類 は 、A免 許(2×15MHz+5MHz)が 一 つ 、B

免 許(2×15MHz)が 一 つ 、(2×10MHz)+5MHz(C、D、E)が3つ の 計5つ で 、新

規 参 入 者 向 け に設 定 され た帯 域 が 最 大 のA免 許 は 、TIWUMTS(UK)Limited

が獲 得 し、他 の4つ は既 存 事 業 者 が 落 札 した。なお 、7月 、NTTド コモ がTIWUMT

Sへ の資 本 参加 を発 表 した。

表ll.2-1第3世 代移動通信 システム用周 波数落札考及び落札金額

免 許 落 札 者 落札価額

A TIWUMTS(UK)Limited £4,384,700,000

B VodafbneLimited、 £5,964,000,000

C BT(3G)Limited £4,030,100,000

D One20nePersonalCommunicationsLimited £4,003,600,000

E Orange3GLimited £4,095,000,000

2.4.3広 帯 域 無 線 アクセスシステ ム

2000年11月 、28GHz帯 を利 用 した広 帯 域 固 定 無 線 アクセス(BFWA)用 周 波数

のオ ー クションが行 われ た。全 国14の 地 域 にそ れ ぞ れ3つ ず つ 合 計42の 免 許 が 与

えられ る予 定 で あった が、6事 業 者 が都 市 部 で合 計16の 免 許 を落 札 しただ けで 、売

却 総 額 は3,800万 ポンドに終 わ り、2匹 目の 泥輪 を狙 って総 額20億 ポ ンドの収 入 を

期 待 していた政 府 には 大誤 算 となった。落 札 事 業 者 は、Energis、Norweb、Faultbasic、

BroadNet、ChorusCommunication、EircomNIで ある。全 てが地 方 免 許 で 、全 国免 許

が無 かったのがオ ー クション失 敗 の 原 因 とい う指 摘 があった。

2001年2月 、貿易産業省 は、売れ残 った帯域の売却方針を発表した。それによれ

ば、免許を求める者は、政府が設定した最低価格で入札し、もし他 に競合者 がいな

い場合、その価額での落札になる。競合者が現れた場合、オークションとなる。
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3.ド イツの情 報 通 信

ドイツの電気通信の統合は、西が東を吸収する形で実施されたが、旧西ドイツの電気通

信は、強固なドイツ連邦郵電省(DBP)の 保護 のもとでサービス提供 が独 占され、伝統的に

最も規制され管理された市場の例として挙げられてきた。しかしながら自由化圧力に抗しき

れず、政府は規制枠組みを見直すと共に、電気通信市場の環境変化、電気通信と情報処

理の統合などについても考慮することになった。

3.1Witte報 告

1985年3月 、郵便 ・電気 通信事 業のあり方 を総合的に検討するため、ミュンヘン大学教

授のWitte氏 を委員長 とする電気通信制度諮 問委員会(Witte委 員 会)を 発 足させた。Wit

te委 員会は、1987年9月 、以 下のような電気 通信事業の 自由化を勧告する報告書(Witte

報告)を 発表した。

郵 電省 から郵便 、電気通信の両事業部門を公社形態にして分離し、電気

通信事業体をTelekomと 称する。

Telekomは 通 信 網 と音 声 サー ビスを独 占し、そ の他 の サー ビスを競 争 に開

放 す る。

サ ー ビスの種 類 を独 占サ ー ビス、規 制 サ ー ビス 、非 規 制 サ ー ビス に分 類

し、Telekomは 規 制 サ ー一一・ビスの提 供 を義 務 付 られ 、民 間 業 者 は非 規 制 サ

ー ビスを提 供 す ることが できる
。

3.2第 一次電気通信 改革

1989年4月 、Witte委 員 会の報告書を基にした新 法が制定され、DBP組 織法及 び電 気

通信設置法 、EC指 令 が、1953年 以来の郵政法や 旧設 置法 、電気通信規則に取って代わ

ることになった。この法律は、DBPの 事業部 門から規制部 門を分 離す る(現 在 は連 邦郵 電

大 臣が全ての規制 について責任を負う)こと、DBP内 の郵便 、銀行 、電 気通信 のそれ ぞれ

の部門を財政的にも組織的にも分離すること、顧客宅内設備市場及び全てのデータサービ

スを自由化することを定めた。

DBPを 三つの公共 事業体 に分割 し、市場原理 に基づいて運営される効率的な会社組織

を作り上げることが、DBP再 構 築の 目的であり、DBPの 事 業部 門は規 制機 関と切り離され、

以下の三事業体に分割された。
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・DeutscheBudespostPostdienst(郵 便 事 業)

・DeutscheBudespostPostbank(郵 便 貯 金 事 業)

・DeutscheBudespostTelekom(電 気 通 信 事 業)

この改革に基づき、1990年1月 、公社 としてDBPTelekomが 発 足した。DBPTelekom

はネットワークインフラストラクチャ、リアルタイム音声電話サービス、電話交換網に関して独

占を保持することになった。ただし旧東ドイツ地域に早急に音声通信を確率する必要に迫ら

れた郵電蓄は例外を認め、旧東ドイツ地域との間を結んで電話サービスを提供する事業者

に免許を付与した。1990年7月1日 に、最初 の電話送受器 市場が開放された。

3.2.1DBPTelekom

DBPの 再編 成 により、連邦郵 電大 臣が電気通信に関する全ての規制権限を有し、DBP

Telekomが 電気通信事 業を運営する体制 となった。新しい規制の枠組みでは、競争に関

する規制の観点から電気通信サービスが以下の三つに分類された。

表H.3-1電 気 通 信 サ ービスの 分 類

①独 占サービス DBPTelekomに よって独 占的 に提 供 され 、競 争 は 許 され な

い。これ に は 、ネ ットワー ク伝 送 サ ー ビスと電 話 サ ー ビス(リアル

タイム音 声伝 送)が 含 まれる。

②義務的サービス DBPTelekom及 び 他 の 事 業 体 によって提 供 され る。DBP

Telekomは これ らのサ ービスを全 国 的 に同 一 の料 率で提 供 し

な けれ ばな らない。

③非規制サービス 競争に開放され、いかなる規制も受けない。

3.2.2DBPTelekom民 営 化

1992年7月 、ドイツ政 府 はDBPTelekomを 含 む 国 営企 業20数 社 の 民 営 化 を閣議 決 定

し、1993年6月 、郵 電事 業 の民 営 化 につ い て、与 野 党 間で 概 ね 合 意 した。主 な内容 は 以 下

の とお りで 、1994年 に法 律 を整 備 し、1996年 に第 一 回 目の株 式 放 出 を予 定 した。

◆ 電気通信、郵便、郵便貯金の3事 業体をそれぞれ株式会社としさらにその3社 を統括

する持株会社を設立する。持株会社は公法の適用をうける。政府は持株会社の過半

数の株式を所有し、各事業会社の株式の過半数も所有する。

◆ 免許付与の権限を持つ規制機関を新設する。

◆ 必要な法律の制定及び憲法の改正。

これ を受 け、1994年7月 、DBPの 現 業 部 門 であるDBPTelekom(電 気 通 信 事 業)、DBP
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Postdienst(郵 便事 業)、DBPPostbank(郵 貯 事 業)の 民 営化 に必 要 な法 改 正 が 国会 で成 立

し、1995年1月 か ら段 階 的 に株 式 会 社 化 す ることに な った。DBPTelekomはDeutsche

TelekomAGと な り、政 府 の利 益 を代 弁 す る機 関 としての持 株 会 社 がDeutscheTelekomAG

を含 む これ ら3事 業 会 社 の 上 に設 立され る。DeutscheTelekomは1995年1月1日 に 正 式 に

発 足 した。

3.3第 二次電気通信改革

3.3.1新 法制定までの経緯

1998年1月1日 か ら電 気通信 を完全 自由化 することがEUで 本決 まりとなり、それ に合 わ

せた国内法の整備が緊急の課題となってきた。そこで、郵電大臣は1995年1月 末 、市場 開

放 に向けた以下のような法的枠組整備スケジュールを発表した。

◆

◆

◆

音声サービス及びインフラの開放はEU指 令どお り1998年1月1日 。

企業 網の第三者利 用の開放 は1998年1月1日 以前 になり得る。

1998年1月1日 の開放 に向けて、1995年 上 半期 に電気通信法 草案 を提示 し、199

6年 夏までに法案を可決し、1997年 夏 には免 許を付 与。

さらに3月 、以 下のような電気通信市場 開放の基本原則を発表した。

◆1997年 春 に免 許 申請 を受 け付 け、免許 を交付する。事業の開始はEUが 定めた期

限である1998年1月 から。

◆ 参入者数 は制 限しない。

◆ 市場シェアが25%以 上の者はユニバーサルサー ビス提供義務を負う。

◆ ユニバーサルサービス提供義務を負う事業者は相互接続義務を負う。

◆ 料金は規制機関(設 立予定)の 認 可を得る。価格上 限制が採用される見込み。

1995年6月 、郵 電 大 臣 は 具 体 的 な電 気 通 信 法 草 案 を発 表 した。11月 、政 府 は野 党SPD

と電 気 通 信 市 場 開 放 原 則 で合 意 し、法 制 化 が実 現 す る見 込 となった。

一 方
、DeutscheTelekom、FranceTelecom、Sprintの3社 で進 め ていた 国 際合 弁 事 業 に

つ い て、欧 州 委 員 会 が認 可 の 条 件 として1996年7月1日 まで のインフラ 自由化 を義 務 づ け

た。この ため 、法 制 定 スケジュー ル が早 め られ ることになり、1996年IH末 に電 気 通 信 法 案

を閣議 決 定 した。法 案 の 主 な内容 は以 下の 通 りであった。

◆ 免許数に制限なし。`

◆ ユニバーサルサービスの取扱いはEUの 方針 に準拠 する。

◆ 市場支配力 を持つ事業者は特別な監督下に置かれる。
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◆ 独立した連邦規制機関が設置される。

3.3.21996年 電気 通信 法 成 立

1996年6.月 、電 気 通 信 法 案 が 連 邦 議 会 で 可 決 され 、両 院 協 議 会 で微 修 正 の 上 、7月 、連

邦 参 議 院 で可 決 され た。これ により新 電 気 通 信 法 が成 立 し、電 気 通 信 の 完 全 自由化 が 図 ら

れ ることになった。11月 にはDeutscheTelekomが 日米 欧 で 同時 上 場(日 本 で は19日)し 、

約200億 マル クを調 達 した。

10月 、新 法 に基 づ き、連 邦郵 電 省 は 、第 二 の通 信 事 業 者 としてC&WとVebaの 合 弁 企

業 で あるVebacom(全 国免 許)、 アメリカ資 本 のColtTelecom(地 域 免 許)、 及 びNetCologne

(地 域 免 許)に 免 許 を与 えた。

3.41996年 電気通信法 による新体制

3.4.1免 許制度

新 法では、公衆伝送路運 営免許として、

◆

◆

◆

移動無線伝送路運営免許(クラス1)

衛 星通信伝送路運 営免許(クラス2)

クラス1及 びクラス2以 外 の伝送路 運営免許(クラス3)

を定め、さらに、自ら運営す る設備 による音声電話サービス免許(ク ラス4)が ある。クラス4免

許 単独 では公衆伝 送路 運営免 許 は含まれず、上記の公衆伝送路運営免許を得た上で音

声電話サービス免許を得る必要がある。

3.4.2規 制機 関

DeutscheTelekomと 民 間 事 業 者 との 間 の競 争 に関 す る全 ての事 項 及 び免 許 に関 す る事

項 は 、新 電気 通 信 法 により、独 立 の 規 制 機 関 が管 轄 す る。過 渡 的 措 置 として 、1997年 中は

郵 電 省 であったが 、郵 電 蓄 は1997年 末 をもって解 体 され 、連 邦 経 済 省 の 下 に電 気 通 信 及

び 郵 便 に関す る新 規 制 機 関 としてRegulatoIyAuthorityfbrTelecommunicationsandPosts

(RegTP)が 設 立 され た。

(1)RegTPの 組織

代 表者1名 及び副代表者2名 は、諮 問委員会 の推薦 に基 づき連邦政府が指名し(4週 間

以 内に連 邦政府 の同意 を得 られなければ推薦権を失う。最終決定権は連邦政府にある)、

連邦 大統領が任命 する。諮 問委員会はこの機関内に設置される。諮問委員会の委員は連

邦下院・上院から各9名 が選 ばれる。この機 関が定める規則は経済大臣の認可が必要であ

一58一



る 。

(2)RegTPの 主な権 限

電気通信 法上 、主として以下のような権限が定められている。

①免許の付与

②タリフの認可

③ユニバーサルサービス実施事務(実 施 状況の調査 ・補填金額 の確 定など)

⑤周波数使用計画の策定、周波数の指定

⑥免許等の行政処分に対する不服申立ての審判

3.5マ ルチメディア法

1997年7月 、マルチメディア法 が可 決 ・成 立し、8月1日 から施 行 された。電子 署名 に法

的効力を認めるなど電子商取引の法的基盤を世界に先駆けて確立するほか、プライバシー

の保護や隈褻 ・暴力コンテンツの規制も含んでいる。マルチメディア法第3款 が 「1997年 電

子署名 法」と呼 ばれ るものであるが、これをEU指 令 に基 づき修正 した新しい電子 署名法が

2001年3月 に成 立 し5月 から施行され た。旧法は政府 主導色の強いものであったが、世界

の趨勢となっている民間主導の考え方を採り入れたものになっている。

3.6第3世 代移動通 信システム用周波数オークション

2000年8月 、ドイツの第3世 代 移動通信 システム用周波数 オークションが行われ、総額9

94億 マル クで落札され た。12ブ ロック(1ブ ロック:2×5MHz)の オー クション終 了後 、対を

持たない1×5MHz(5帯)の オー クジョンを、ブロックの落札者を対象に実施した。以下の6

事業者 が落札 してオ ークションは終了し、政府の売却収入は総額993億6,820万 マル ク

(約5兆 円)となった。免許 期 間は2002年1月1日 から20年 で、2003年 末までに人 口の2

5%、2005年 末 までに同50%を カバーしなけれ ばならない。

表H.3-2第3世 代移 動通信 システム用周波数 の落札者

落 札 事 業 者 獲 得 帯 域 落 札 価 額

E-PlusHutchison
2×10MHz

十1×5MHz
164億9,180万 マ ル ク

Group3G(Tele£onica/Sonera) 〃 165億6,870万 マ ル ク

MannesmannMobil血nk 〃 165億9,480万 マ ル ク

MobilComMultimedia(France

Telecomと 共 同)

〃 164億9,100万 マ ル ク

T-Mobil 〃 167億490万 マル ク

ViagInterkom 2×10MHz 165億1,700万 マ ル ク
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2001年6月 、RegTPは 、欧州委員 会 が3Gイ ンフラ共有を容認 する方針 を打ち出したの

を受け、高額の免許料及び設備投資の負担に喘ぐ落札事業者のため、3G移 動 通信事 業

者 の設備共有 が容認されるガイドラインを発表した。なお、免許条件を改正するのではなく、

免許条件の解釈により設備共有を容認する方法を採った。解釈によって示されたガイドライ

ンの主な内容は以下のとおりで、かなりの程度共同使用を認めている。

(1)ア ンテナ設置場所 、アンテナの柱 、アンテナ、ケーブルなどの共同使用は可能。

(2)基 地局(NodeBs)や リピーターや電 力設備 を収容する設備(SSC)の 共 同使 用、す

なわち基地 局の共同使用は、いわゆる「機能の支配」(完全なネットワー ク支 配)及 び

競争 事業者 としての免許 人の独立性の観点から考慮しても上記(1)を 超 えるものでは

なく、従って免許条件に反するものではない。

(3)物 理的 に区別 されるNodeBで なく、同じユニット内にあり論理的に区別されるNo

deBの 使 用 については、自社割 当て周 波数のみの使用、運営保守の分離、機器増

設(事 業拡 張)の 排他 的 自由性 など、免 許人 が完全なネットワーク支配及び競争事業

者としての独立性を保持する場合認められる。

(4)物 理的 に区別 されるRNCs(RadioNetworkControllers:基 地局 、つまり無線 資源

を管理する機器),でなく、同一ユニット内にあり論 理的に区別されるRNCsの 使用 につ

いては、運営保 守の分離 、機器追加(事 業拡 張)の 排 他的 自由性など、免許人 が完全

なネットワーク支配及び競争事業者としての独立性を保持する場合認められる。

(5)ネ ットの核 となる部 分 、た とえばMSC(MobileSwitchingCenter:呼 を設 定 す る交

換 ノー ド)の 共 同使 用 は 、周 波 数 の 共 同利 用 につ な がるた め、免 許 条 件 違 反 となる。
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4.フ ランスの情 報 通 信

4.1ノ ラ・マ ン クレポ ー ト

4.1.1ノ ラ・マンクレポ ー ト

1975年4月22日 の 閣議 で社 会 の情 報 化 に対 す る政 策 指 針 を調 査 す ることが 決 定 され 、

シモ ン ・ノラ氏 に調 査 が 委 託 され た。その調 査 結 果 「社 会 の情 報 化(L'informatisationdela

societe)」 をノラ氏 とアラン・マンク氏 が連 署 して、1978年1月 、当時 の ジスカー ル デ スタン大

統領 に提 出 した。この レポ ー トは 、電 気 通 信 と情 報 処 理 技 術 の融 合(「telematique」 と名 付 け

た)に 伴 う高 度 情 報 化 社 会 が 到 来 す ることを予 想 し、そ のた め の体 制 整 備 と政 策 実 施 の 必

要性 を強調 したもの で あった。Telematiqueと いう概 念 は フランス独 特 のもの である。通 信 と

放 送 を全 く別 物 として 区 別 す る国の 一 般 的 な法 制 度 の 下 で は 、あるサ ー ビスが通 信 に分 類

され るか 放 送 に分 類 され るか で 、適 用 され る規 制 が 大 きく違 ってくるた め 、分 類 自体 が一 つ

の論 争 の 一 つ となるが 、Telematiqueの 概 念 の下 で は 、そういう論 争 は生 じない。以 後 、フラ

ンスで はTelematique概 念 で融 合 サー ビスが 取 り扱 わ れ ている。

4.1.2独 立 規 制 機 関 の設 置

1982年7月 、視 聴 覚 コミュニケー ション法(1982年 放 送 法)が 成 立 し、視 聴 覚 最 高 機 関

(HACA)が 設 置 され た。

1986年9月 には 、「コミュニケー ションの 自由 に 関す る法 律 」(1986年 放 送 法)が 成 立 し

た。その 内容 は 、以 下 のようなもの であった。

◆

◆

◆

国営テレビTF1の 民間への払い下げ

CNCL(通 信 と自由のための国家委員会。米国のFCCに 範をとった)の 設置

自由化す る電気 通信 サービスを1987年 末まで に制定予 定の電気通信 競争法まで

に定める

1986年11月 、視聴 覚通信最 高機 関HACAに 代わってCNCLが 正式発足 し、より広範 な

権 限が与えられた。

1987年6月 、フランス政府 は電気 通信競争 法草案を起草した。これは結局、議会には提

出されなかったものの、このGeraldLonguet(当 時の郵 電 ・宇 宙大臣)の 立法案 をもとに、フ

ランスの電気通信の将来について議論が進められた。

また、9月 には端 末機器も自由化された。12月 には、セルラー電話 に競争導入 され、水道

供給会社とアルカテルとノキアの3社 によるコンソ・一…シアムにサービス提供が認可された。
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1988年5.月 、ロカール社会党政 権成 立 し、電気通信事業の進展や改革が遅延または逆

行するのではないかと危惧されたが、規制分野における政府の主導権を認めたほかは保守

党政権時の通信政策と大差なく、以下の変更が実施された。

◆CNCLを 改組(民 間放送サー ビスの認可 、CATV網 運用認 可等の役割のみになる)

◆ 視聴覚最 高審議会の設 立

1989年7月 、郵電 ・宇宙省 の内部 に大 臣直属の規制総局が設けられ、これにより1986年

に設 けられ た規制委員会 を廃止 し、また、電気通信総局による電気通信業務と規制業務と

を、別組織で取り扱わせることにした。事業部門と規制部門の分離という競争環境整備の基

本ができることになるが、政府組織の一部として電気通信事業を運営することに変わりはなく、

この段階では、依然として不完全であった。

4.2規 制と経営の分離

4.2.1Prevot報 告書

1989年8月 、前郵電 ・宇宙大 臣のPaul氏 が依 頼し元公務員のHubertPrevot氏 が作成

したPrevot報 告 書が提 出された。これ は、郵電 ・宇宙省から郵便事業と電気通信事業を分

離してそれぞれ独立の法人とし、電気通信サービス事業部門から規制権限を分離すること

を提言しており、以後、この報告書を基に改革が進められることになった。

4.2.2規 制 と事 業 の分 離

1988年1月 か ら、郵 電 総 局 はFranceTelecomと 改 称 してサ ー ビスを提 供 していたが 、1

989年11月 、Quiles郵 電 大 臣 は 、FranceTelecomを 政 府 機 関 か ら公 社 へ 改 組 して経 営

面 で の 自立性 をもたせ る方 針 を発 表 し、1990年3H、 郵 電 ・宇 宙省 改 革 に関 す る法 律 を閣

議 に提 出 した。

郵便部門と電気通信部門の改革は、ECが1987年 に発表 した 「EC市 場 にお ける電気通

信サービス、機器の統一市場推進 に関するグリーンペーパー」に基づくものであり、また、海

外進出に対する厳しい規制から逃れたいFranceTelecomの 強い要望 によるものでもある。

Longuet元 大 臣の元々のプランを支持す る保守派は、FranceTelecomは 大規模な投資

計 画や 買収 計 画 につ いては政府 の許可が必要であるべきだとして、改革プランを批判し

た。

1990年5月 、フランス郵 電 ・宇 宙省 をECの グリーンペ ーパー に沿って改革 する郵電・宇

宙省組織改革法(郵 便 ・電気通信公 共企業体法)が 国民議会 において可決され、7月 に成

立した。この結果 、公 法に基づく法人格を持った電気通信事業体FranceTelecomが 誕 生

し、基幹網 と音声 サービスの独 占は維持されるものの、パケット/回 線デ ータ交換網 は一 定
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の条件のもとに競争に開放されることになった。

1990年9月 には、電 気通信事 業規制法案が閣議に提出され、12月 に成立した。これはE

Cの 方針 に沿って、電気 通信事業 の競争ルールを定めるもので、公社としてのFranceTel

ecomが 発 足すると同時 に施行され た。同法では、公衆網の建設は原則としてFranceTel

ecomの 独 占とし、携 帯電話や低 軌道衛星通信、VANは 「規制された競争 」に開放した。

また、11月 には、電気 通信の規制機 関であったDRGと 郵便部 門を総 括していたDSPと が

合 併し、郵電総局(DGPT)が 発 足した。 ・

4.31996年 電気通信 法の成 立

4.3.1電 気通信改革 法案

1995年10月 、政府 は 、欧州連 合 内で本決まりとなった1998年1月1日 からのの完全 自

由化 に向けて、新 しい規制の枠組みを策定するための諮問文書を発表した。大筋はEUの

方針 に沿ったものであり、1996年1月 、政府 はこの諮 問文書 に沿った電気通信法案の概要

を発表した。そして、ユニバーサルサービスの保証、ネットワークアクセスの保証、競争環境

の創出、公正競争の確立、の4原 則を内容 とするこの改革 法案を4Aに 閣議決 定した。前年

12月 に、FranceTelecom及 びDeutscheTelekomとSprintと の提携 にあたって欧州委

員 会から条件として1996年7月1日 までのインフラ自由化 が義 務づ けられたため、ドイツと

同様、7月1日 から市場 開放 するものになった。

6月 、議会 は法案を可決 した。この後、法案は反対する社会党により憲法裁判所に持ち込

まれたが、23日 に根拠不 十分として却 下され、7月27日 に1996年 電気通信法 が発効した。

主な内容は以下のようなものである。

、 ◆ 独立規制機関を設立する。

◆ さしあたりFranceTelecomを 公共サービス提 供事業 者 とす る。公共サービスの定

義は5年 毎 に見直す。

◆ 免許期間は15年 。EU域 外 の外資は原則 として20%ま でとするが相 互主義 による。

4.3.2FranceTelecom民 営 化

FranceTelecomの 民 営 化 が 閣 議 決 定 され たの は 、1993年8Aで あった。これ は 、同 年

8月 に発 表 され たBTとMCIの 提 携 に大 きな衝 撃 を受 け、国 際 競 争 の本 格 化 を迎 え 、Franc

eTelecomを 機 動 的 な組 織 にす る必 要 があると痛 感 した結 果 だ と言 われ て いる。France

TelecomはMCIと の提 携 を望 んで いた。閣議 決 定 の 内容 は以 下 のようなもの である。

◆FranceTelecomを 株式会社 に改組 し、株式の過 半数を政府が保有する。

◆ 電気通信規制方法について一般から意見を求める。
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◆ 民営化法案を1994年 第一 四半期 に議会に提 出する。

公務 員の身分を失うことに職員が危機感を持ち激しく抵抗したため、11月 、政府 はFranc

eTelecomの 民営化先送 りを決 定したが、民営化方針は変わらず、1995年8月 、政府 は、

FranceTelecomの 株式 会社化 方針 を発表した。フィヨン情報技術 ・郵電大臣は、労組の

反対を緩和するため、株式の過半数は国が所有すること、従業員は引き続き国家公務員と

して扱うことを条件として示した。

1996年5月 、政府 はFranceTelecomを 株式会社 に改組する法案 を発表した。それによ

れば、FranceTelecomを1998年1.月1日 から政府が51%以 上の株 式を保有する株 式会

社 に改組し、従業員は公務員の地位を保持し、従業員が10%ま で株式を所 有できるとする。

そして、6月 末、つい にFranceTelecomを 株式会 社 に改組 する法案が可決された。これ

は与党による強行採決で成立したもので、FranceTelecom民 営化 への根強い抵抗 を反

映していると共に、これ以上競争促進環境の整備を送らせることができないという政府の切

羽詰まった状況が読み取れる。新生FranceTelecomは 、1996年12月31日 をもって発

足した。政府が51%の 株 式を所 有する。

4.41996年 電気通信 法 による新 体制

4.4.1'規 制 機 関

1996年 電 気 通 信 法 に 基 づ き 、1997年1月1日 に 、独 立 規 制 機 関 としてAuthoritede

RegulationdesTelecommunications(ART)が 、周 波 数 監 理 機 関 として1'AgenceNationale

deFrequences(ANF)が 発 足 した 。

(1)ART

①組織

ARTは5名 の委員 から成 り、委員 長 を含む3名 が政令 によって任命 され 、残 り2名が国民

議会 によって任命される。政令で指名される者は、2年ごとに1/3を 入 れ替える。委員 は罷

免できない。任期は6年 で 、再任できない。

②ARTの 主な所 管業務

1996年 電気通信法上 、主として以 下の業務が定められている。

◆ 公衆網の建設 ・運用免許 、公衆電話サービス免許、無線による公衆電気通信サービ

ス免許申請の審査(こ れらの免 許の付与は電気通信担当大臣)及 びそれ以外 の免 許

の付 与

◆ 事業者の監督
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◆ 相互接続交渉その他事業者間の争いの調停

◆ 反競争的行為に関する公正取引担当機関との協力

◆ ユニバーサルサービス補填メカニズムの監督及び大臣への補填金額の提言

◆ 周波数の指定

(2)ANF

①組織

周波数の指定を受けている各機関・放送規制機関・電気通信規制機関の代表者、その

他有識者からなる委員会によって運営される。委員長は政令によって任命されるが、放送規

制機関の長や電気通信規制機関の長はこの委員長を兼任できない。

②所管業務

1996年 電気通信法上、主として以下の業務が定められている。

◆ 無線周波数使用計画の立案

◆ 周波数使用状況の管理・監督(行政での使用も含む)

なお 、周 波 数 の指 定(assignment)はARTの 管 轄 である。

4.4.2主 な規制 の動き

(1)固 定系ネットワー ク

公 開諮 問などの手続きを経て1997年3月 に相互接続規則 が制 定された。1997年5月 に
〆
ユニバ ーサル サー ビス規則 が制定され、ユニバーサルサービスコストの算出や事業者への

補填方法について定めた。コストは全事業者がトラフィックに応じて負担することになってい

る。また、2000年1月1日 から、EUの 定めたスケジュールどお り、事 業者の事前選択制(日

本ではマイラインと呼ぶ)が 始まった。

(2)広 帯域無線アクセス

2000年7月 、ARTが 広帯域無線 アクセス用周 波数免 許を付与した。全国の地域でサー

ビスが提供できる免許2つ は、新規 参入事業者を優先 し、FirstMarkとFortelに 付 与され 、

22の 地域 限定の免許(一 地域2つ ずつで合 計44)は 、他 の7事 業者 で分 けることになった。

FirstMarkは2000年 末までに4都 市でサービスを開始する予定で、最終的には2004年 ま

でに全国146地 域(2,076の 地方 自治 区域)を カバーすることが 目標 である。

(3)DSL

2000年2A、 競 争 審 議 会(ConseildelaConcurrence)は 、FranceTelecomに 対 し、他 事

業 者 が加 入 回線 共 用 仮 想 専 用 線 方 式 によりADSL等 の広 帯 域 サ ー ビスを提 供 できるよう、

8週 間 以 内 に地 域 網 の利 用 条 件 の 概 要 を公 開す るよう要 求す る決 定 を下 した。
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2000年9月 、ARTは 地域網アンバンドリングに関する規則を制定した。指定事業者に対

し、MDFか ら加入者 回線終端までの部 分 について、他事業者の利用を認めるよう義務付け

るもので、利用方法としては、完全なアンバンドル方式と、音声周波数帯域を除いた高周波

数領域を利用する方式(共 用アクセス方式)の2種 類 が定められている。2001年1月1日 か

ら施行された。

4.5第3世 代移動通信 システム

(1)免 許 の付与

フランスは第3世 代移 動通信 システム用 周波数免許の付与についてオークション制度は'

採用 しなかったが、その代わり49億5,000万 ユーロという高額な免 許料 を設 定した。その

結果、4つの枠 に対 し締切 りまでFranceTelecomと 、VivendiUniversalの 子 会社であ

るSFRの2社 のみの応募しかなかった。そのため、免許付与手続を見直し、最初からやり直

すのではないかという観測があったが、規制機関であるARTは2001年5月 、2社 の 申請 を

有効 と認 め免許 を付 与する共に、残り2枠 の免許 付与 手続 に関し、免許料支払期間の延長

や免許期間の延長等の修正を加えた見直し案を発表した。

(2)免 許 条件 の修正

免許条件の修正 は2001年10月 にほぼ確 定した。それによれば、免許料49億5,000万

ユーロをほぼ1/8の6億1,900万 ユー…ロに大幅減額 し、一方でその代償として事業収入か

ら1%を 徴収 することになった。免 許期 間も15年 から20年 に延長 になった。当初 の条件 で

免許を取得した先行2社 が不利 にならないよう、これらの修正は先行2社 にも適用 される。な

お6億1,900万 ユーuと いう額 は、先行2社 が分割払いの1回 目ですで に納付した額である。

この新たな免許条件に基づき、追加募集を行うことになった。

(3)第3世 代移動通信システムのインフラ共用ガイドライン

2001年12月 、ARTは 、3G移 動通 信システムインフラの共 同構築に関するEUの 方針 に

基づき、以下の5レ ベルでの共用が現行 法上容認 されることを公表した。周波数の共用は認

めない。
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第3世 代移 動通信 システムのインフラ共用ガイドライン

レベル1:基 地局設 置場所及 び電力設備 ・空調などの据え付け施設

レベル2:ア ンテナ

レベル3:基 地局(ノ ードB)

〔条件 〕
・事業者 が論理ノードBを 管理 し、自社 に割 当てられた周波数を、施

設を共用する他事業者から全く独立に利用できること。
・無線チャンネルによる受信/伝 送を制御 するTRXの ような基地局設

備 についての管理を保持すること。

レベル4:基 地局コントローラー(RNC)

・共用する事業者 が、それぞれ完全にRNCを 論理 的 に管理できる

場合 可能。

レベル5:バ ックボーン設備(固 定系ネットワークの交換機及 びルーター)
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皿.世 界の情報通信事象(年 表)





1996年1月 ～2001年12月 までの主な出来事

海 外 日 本

1996年 ・韓国の国内市外電話市場で競争始まる。
・郵政省が通信・放送規制を大幅に緩和する見直し策を

1月 ・欧州委員会が移動体及びパーソナル通信の自由化指 蔽
令を採択。
・台湾で電気通信自由化法案を可決』

・FCCが 衛星通信の国内/国 際区分を撤廃。
・GlobalOneが 発 足

。

2月 ・米通信法改正(1996年 電気通信}去)が成立。 ・'ζNTrの 分 離 ・分 割 を答 申 。

3月 ・欧州委員会がサービス完全自由化指令を採択。 ・政府はNTr分 割問題の先送りを決定

・政府が規制'
、569項 目追加,

4月 ・SBCとPacificTelesisが 合 併=で合 意 。
・郵政省が第一種事業者の外資規制撤廃方針を明らかに

・ドイツ政府が全ての学校をインターネットに接続するSA する。

Nプ ロジェクトを開始, ・郵政省はBS-4後 発機の利用方法決定を1年先送り。
・BeUAtlanticとNYNEXが 合 併 で 合 意 。

ASEAN地 域の主要事業者がASEANテ レコムを設立。

5月 ・FCCが 国際市場でもAT&Tを 非支配的事業者とする ・地域系NCCsが 相互接続で合意、長距離市場参入へ。

決定、

・シンガポール政府が2000年 に電気通信市場を全面開

放する方針を発表』
・AT&TとUnisourceが ヨーロッパでの合弁会社設立を

藏
・イギリスで固定無線加入電話サービス始まる。

・イギリスで初の電話番号ポータビリティ提供開始 、
・FCCがOVS規 則を採択

、

6月 ・英貿易産業省が設備ベースの国際サービスの複占終 ・パーフェクTV!が 詞験 放送開女&

了を発表。

・米連邦地裁が通信品位法の施行差し止め命令。
・フランスで1996年'

・ITU年 次 総会で一一部のコールバック停止を承認
。

・FCCが 番号ポータビリティに関する規則を制定 ,

・オーストラリアの市内電話市場で競争開始。
・FranceTelecomを 株 式会社に改組する法案が可決・

成立。

7月 ・EU域 内で代替インフラによるサービスが 自由化。 ・郵政省が携帯電話に「010」番号を追加し、距離区分廃
・ドイツ独 占委員会がDeutscheTelekomのCATV網 止 。

売却を提言。 ・NTrがFTTZ方 式の πシステム構築を1997年 度 末か

・ドイツで1996年 電 気通信法が可決・成立 ら始めると発表、

・台湾が中国系資本による通信事業者への出資を認め

る。

・FCCが ベル系地域電話会社3社 に国際サービス進出

を認可。
一

・Mamesm㎜ ・AT&T・Unisourceの コン ソー シア ム が ドイ

ツ鉄道と合弁会社設立で合意。
・イギリスで、地上波デジタル放送導入の規制枠組みを

定めた1996年 放遠 劫 減 立。
・ドイツでデジタル衛星放送始まる。

8月 ・FCCが 地域相互接続規則を採択。
・WorldComがMFSの 買収を硫

9月 ・HughesがPanAmSatの 買収 を発 表
。

・タイタスに第一種電気通信事業許可、1997年7月 から

・LoralがAT&Tの 衛星通信サービス部門の買収を発 CATV電 話 サービス開始へ。

義
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海 外 一 日 本

1996年 ・]centTθchnol◎giesがAT&Tか ら完 全 に 独 立 。 ・CATVで 初のインターネット接続ナービス始まる。

10月 ・独RWEがBT・Viagと の提携方針を解消し、C&W・Ve ・デジタル衛星放送パーフェクTV1が 本 放送開始。

ba連 合 と提携, ・地域系NCCsが 相 互接続による専用サービス開始 ,

・クリントン政府が次世代インターネット構想を競 ・国内公尊公接続解禁。
・英MerCUIyが 大手CATV3社 と合慌

●FCCが 国内長距離電気通信サービスのタリフ届け出義

務を免除する決定
・連邦最高裁が地域相互接続規則施行差止め処分を支

持

11月 ・BTとMCIが 合併で合意(成 立せず) 。

'DeutscheTelekomが 株 式 上場
、

12月 ・WIPOが 情報通信関連の著作権保護を強化する新条 ・経済審議会が参入規制の撤廃・NTTの 国際参入などを

約を採択。 提言。
・FCCが デ ジタルテレビ標準を採択

。
・NＴrの 在り方について、郵政省とNrrTが 持株会社方式

・FranceTelecomが 株 式 会 社 として発 足
。 による分離・分割で合意。

・デジタル衛星放送事業会社」スカイB設 立

・CATV事 業者がNTrと 相互接続、CATV電 話試験 ナ
一ビス開始

、

・郵政省がNTTの 再編成を待たず国際事業進出を認め

る方針を表明。
・移動体通信サービスの料金が届け出制になる。

1997年 ・FCCが 高速アクセズ用に5GHz帯 の300MHzを 開放 ・NTTが 国際事業への取り組み方針を瓶

1月 する決定。 ・電力系地域6社が専用サービスの相互接続で合意。
・Mamesmam・AT&T・Unisourceグ ル ー プ が ドイツ ・NTTが 日本発着を除く国際サービスの認証をFCCに

鉄道と電気通信合弁会社を設立。
一

申請。

・フランスで電気通信の独立規制機関としてARTが 発 ・郵政省が電気通信事業を兼営するCATV事 業者の外

足。 資規制を撤廃する方針を発表、
一

・台湾で
、6グループにセルラー電話8免 許を付与。

2月 ・69の地域及び国が合意し、WTOの 基本電気通信交渉 ・KDDが 日本列島を囲む光海底ケーブル σIH)敷設を

が決着。 決定、

・Oftelがユニバーサルサービス諮問文書を藏 ・電力系地域9社が専用サービスの相互接続で合意。
1・Oftelが 教 育機関のインターネット接続に関する報告書

を発表、

・C&WがVebaと の提携解消を硫

・ドイツでのBTとViagの 合弁にノルウェーのTelenorが

参加
・ドイツでVebaとRWEが 合 弁会社 「o.tel.o」 の設立を

蔽
・Cegete1と フランス国 鉄(SNCF)が 提 携 、

3月 ・OECDが 暗号技術に関する政策指針を決定、 ・郵政省が地上波テレビのデジタル化目標時期を2000

・FCCが 広帯域地域無線酎言システム(LMDS)の サー 年以前に前倒しすると発表,

ビス規貝1吸び入札規則を採択。 ・DDIセ ル ラーグループとIDOがCDMA携 帯電話機の

・欧州閣僚理事会が免許手続きの共通枠組みに関する 導入を機に全面提携を発表、

指令を採択。 ・郵政省がBS放 送にも受/委託放送借渡を導入する方針

・フランス政府が相互接続規則を制定6 を発表。

・オーストラリアで電気通信改革法案が可決・成立、7月1

日から完全自由化へ。

・アジア向けに日本番組を24時 間衛星放送するOET」 が 、

本放送開始、
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海 外 日 本

1997年 ・FCCが1999年 中の地上デジタル放送開始を決定。 ・MTの ソフト開発部門が「NTrコ ミュニケーションウェア

4月 ・FCCが 地域電言掛 土の域内長距離・国際子会社を非支 (株)」として分離独立

配的事業者と分類する決定、 ・電力系地域全9社 が相互接続により全国規模の専用線

・SBCとPac江icTelesisが 正 式 合併 、存 続 会 出 まSBC。 を提供開始。

・BT及 びMCIがTelefonicaと 広範な提携で合意。 ・PHS各 社 が共通規格PIAFに よる32kbpsデ ータ通信

・シンガポールの移動体通信市場で競争が始まる。 サービスを開始
・KDDが 初の国際ATM専 用線の試験提供を日米間で

開女&
・携帯端末に包括免許制度を導入する電波法改正案が

可決・成立。
・USTRが 外国貿易障壁報告書でNTrの 資材調達問題

を挙げる。

5月 ・FCCが ユニバーサルサービス規則を採択。 ・NTTが マ レ ー シ ア の マ ル チ メデ ィア ・ス ー パ ー ・コリド

・FCCが 州際アクセスチャージ規則を採択。
一(MSC)計 画で出資。

・疏 ㎜ 、初の衛星打上げ。
・松下電器がイギリスのデジタル双方向テレビ事業に出

・フランス政府がユニバーサルサービス規則を制定。 資 。

・カナダのCRTCが 地域市場を開放する決定、
・有料放送の料金規制を届出制に緩和する法改正が可

決・成立(11月 施 行)。

・BS-4後 発機のあり方及びBS放 送への受/委託放送

制度導入が決定,

6月 ・米連邦最高裁が通信品位法に違憲判決。 ・タイタスが千葉県柏市でCATV電 話商用サービス開

・マイクロソフトがCATV業 界第4位Comcastの 株 式約1 始
5%の 取得を発表。 ・郵政省が加入者系無線アクセスシステムの早期実用化

・欧州議会及び欧州閣僚理事会が相互接続に関する指 を図る方針を発表。

令を採択。
・N下r再編やNTTとKDDの 業務分野規制撤廃、相互接

ノ ・欧州首脳が新欧州連合条約(アムステルダム条約)案を 続義務化を定める法案が可決・成立。

搬 ・第一種電気通信事業者および無線局免許の外資規制

・欧州閣僚理事会及び欧州議会が国境無きテレビ放送指
ノ

を撤廃する法案が可決・成立。

令の修正を採択。 ・'竃 「情報通信21世 紀ビジョン」を答申。

・Unisource出 資企業3者 が国際通信部門をUrUsource

に統合することを敷
・韓国で市内電話事業への新規参入者が決定。

`

・香 港 テ レコム に 中 国 のChinaTelecomが 出資 。

・マルチメディアネットワーク開発計画「シンガポール ・ワ

ン」の実験が始まる。

7月 ・アメリカ政府がインターネット利用電子商取引の振興策 ・ジュピターテレコムが傘下の杉並ケーブルテレビでCA

を発表、 TV電 話サービスを開女&
・SBCが 、ベル系電話会社にのみ特に不利益を課す改 ・NTrが 市内交換機機能のオープン化を発表。

正通信法を違憲として提訴。 ・Nτrが第二種国際通信子会社「NTr国 際通信(株)」を

・米連邦控訴裁がFCCの 相互接続規則を一部無効とす 設立'

る判決 －KDDが 国内サービスを開始

・欧州の電気通信閣僚会議でインターネット振興に関す

る共同声明を発表、
・Oftelが 最終のユニバーサル サー ビス諮問文書を発

表
・BTの イタリアでの合弁会社Albacomに 石油・ガス公社

(ENI)が資本参加
・ドイツでマルチメディア渤 河 決・成立。

・AT&TとUnisourceがTelecomItahaと 提携

・TelecomItaliaとEndesaが ス ペ イン のRetevisionを

.落 奉L

・TelecomItaliaとSTETが 合 併 、新TelecomItaUaが

紘
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海 外 日 本

1997年 (続き)

7月 ・香港が中国に返還される。
・オーストラリアの電気通信市場が自由化、新たな規制機

関としてACAが 発足。
・豪TelstraがAT&T系 のWorldPartnersグ ル ー プ へ

の参加を決定、

8月 ・ア メリカのPioheer'sPreference制 度 力s廃 止され る
。 ・Nτrが スリランカテレコムに経営参力[し

・FCCが 国際決済料金にベンチマーク制を導入する規 ・NTrが 国際インターネット接続事業者AIHに 出資
。

則を採択。 ・インターネット中継国際電話サービス解禁
。

・BenAtlanticとNYNEXが 合併
、存続会社はBelAtl

ふ
ant1C。

・ドイツでo .tel.oが 移 動電話事業者E-plusの 経営権

を取得。

・オーストラリアでOptus及 びVodafoneに 対する外資規

制を撤廃

9月 ・AT&TとTelecomItahaが 株 式持合いに合意
,

・NTT国 際通信がサービスを開始、
・東京都が下水道管'こ 開放

、
・NTTコ ムウェアが事業開女&

・KDDとTrNetが ネットワークの相互利用及び技術協力

などで提携
・NTrが 第二種事業者と市外交換機レベルでの相互接

続実施を発表。
・電気通信技術審議会が地上波デジタル放送の暫定伝

送方式原案を決定,
・日米間でNTrの 調達協定を1999年 末まで延長するこ

、

・
とで合意,

10月 ・ITUが地上波デジタルテレビ標準で日米欧の三方式を ・KDDとDDIが 提携して国際国内一体サービスを開タ&・

認める。 〔日本テレコムがnJと 合併
、国内国際一体で事業開始。

・米連邦控訴裁が相互接続規則のアンバンドル方式を一 ・郵政省が料金規制緩和を前倒しで実施する方針を表

部無効とする判洗 明 。

・LoralがOrionを 買収
、国際衛星通信市場に進出、 ・カナダのTeleglobeが 第一種事業者として 日本に参入

・EU15カ 国が新欧州連合条約(アムステルダム条約)
すると発表。

に調印。 ・NTTが 国 際第一種子会社 「NTT国 際 ネットワーク

・欧州委員会が相互接続料金ガイドラインを発表, (株)」を設立、

・OftelがBTの相互接続料金に価格上限規制を導入

・Oftelが全ての学校をインターネットに接続する政策文

書を発表,'

・FranceTelecomが 株 式 上場 』

・TelecomItaha完 全 民営 化
)

、

一

11月 ・WRC97で 低軌道衛星を利用した通信サービスへの周 ・NTrが ベ トナムで事業免許取得5

波数迫力[割当てなどで合意、 ・政府が各分野の規制緩和を内容とする「21世紀を切り

・FCCがWTO合 意国に対し外資規制を撤廃する規則を ひらく緊急経済対策」を発表』

搬 ・KDDと テ レウェイが1998年10月1日 付で合併すると発

・FCCが 外国衛星に米国内通信サービス提供を認める 表
規則を採択,
・WoddComがMCIを 総 額約370億 ドルで買収すること

で合意。
・DeutscheTelekomとFranceTelecomが イタリア で

ENELと 合弁会社「W]ND」 を設立、
'
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海 外 日 本

1997年

12月

・AT&TがDRECTVと の提携を解消し衛星放送から撤

退
・AT&Tが カード部門及び顧客サービス部門を売却

、
・米連邦地裁がベル系会社のみに不利益を課す改正通

信法に違憲判決

・欧州委員会がメディアの融合と規制枠組みに関するグリ

ーンペーパーを発表』

・欧州委員会がインターネットの安全利用推進に関する

アクションプランを発表,

・Ofte1がBT以 外の主要事業者にもナンバーポータビリ

ティを義務づけ。

・DeutscheTelekomが 旧東ドイツ地区の電気通信事

情の改善完了を発表、
・TelefonicaがUrUsom℃eか ら腿

・BTとNTTの コンソーシアム「StarHub」 が シンガポー

ルの電気通信事業に入札

・ディレクTVが 本放送開始

・郵政省がMT再 編に関する基本方針を競

・NTTの 国内通信網の100%デ ジタル化が完了。
・郵政省が予備校の衛星授業などを通信と分類するガイ

ドラインを発表5
・郵政省が国際公尊公接続を解禁。
・郵政省が価格上限規制や原則届出制など料金規制緩

和の具体的内容を決定、
・郵政省が外資規制撤廃及びヘッドエンドの共用化など

CATVの 規制を緩和。

1998年'

1月

・AT&TがCAP最 大手TCGの 買収を発表
、

・米移動通信大手A丘TguchがUSWestMediaGmupの

移 動通信部門を約57億 ドルで買収。
・一部の猶予国を除き、EUの 電気通信市場が完全自由

化。

・ドイツでM㎜es㎜ ㎞rが サービス開女台、音譜 舌

サービスで競争始まる。

・独連邦郵電省(BMPT)が 解 体され、新規制機関Reg

TPが 発 足。

・欧州閣僚理事会及び欧州議会が音声電話及びユニバ

ーサルサービスへのONP適 用指令を採択
。

・フランス政府が情報社会構築に向けたアクションプラン

を発表、

・次世代移動通信 システムIMT-2000の 規格につい

て、W-CDMAを ベ ースにすることで 日欧が一本化、

・香港政府と香港テレコムインターナショナル(HKTI)

が、1999年 か らの国際電気通信市場 自由化で合意。

・TrNetが 市内3分9円 で「東京電話」を開始。
・電力系地域全10社 が専用サービス提供一本化のため

の第二種子会社を設立。

'

2月 ・WTO基 本電気通信合意が発効、世界的に外資規制緩

和。
・mが デジタノレHDW画 勧 劫 標戦 搬

・FCCが 顧客情報(CPNI)の 保護に関する規貝1佐採択。
・欧州委員会が通信政策の国際的協調を目的とした国際

通信憲章の制定を提1昌、
・Cegetelが長距離電話サービス開始、フランスで音声電

話サービスでの競争が始まる。

・電気通信技術審議会がBSデ ジタル放送方式の技術的

条件を答申。
・NTTがxDSLの フィールド実験を開始,

'

3月 ・国際電気通信衛星機構lntelsatが 競争サービス提供子

会社の設立を決定、
・Fccが 番 組視聴防止機能の技術的要件(v-chip)及

び番組格付けに関する規則を採択、テレビ受像機への

組込みを義務づけ。
・イギリスで1998年 無線電信法が成立

、周波数の使用

効率向上のためオークションを導入。
・Telefonicaが ラテンアメリカ及びヨーロッパにおける事

業展開で、WorldCom及 びMCIと 提騰
・香港テレコムがVODな ど双方向テレビサービスの本サ

ービスを開始。

・NTr 、πシステムの導入を神戸から開始。

・1998年 度から2000年 度までの「規制緩和推進3か 年

計画」を閣議決定
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海 外 日 本

1998年 ・国際海事衛星機構Inmarsatの 事 業部 門民営化が決

4月

・英貿易産業省が広帯域ネットワーク建設促進のため、放

送参入規制の撤廃を発表二
・BTが 学校向け低料金インターネット接続サービスを開

始、
・NTrとBTの コンソーシアムがシンガポール で基本サ

ービス免許を取得も

・FranceTelecomが 学校向け低料金インターネット接

続サービスを開女&
・韓国 情報通信部が電気通信事業の外資規制緩和の前

・放送法改正、トランスポンダ料金算定の総括原価主義を

蹴
・政府が総合経済対策を発表、情報通信の高度化を盛り

込む。
・KDD法 の廃止及び料金の原則届出制などの法改正が

可決・成立。

倒しを発表,
・DDI主導のコンソーシアムがブラジルで携帯電話事業

免許を取得b

1998年 ・WTOで 電子商取引を当面非課税とすることに合意』

5月 ・USWestがQwestと の 共同マーケティングで長距離

サービスを提供すると発表』

・SBCとAmeritechが 合併で合意,

・AT&Tが インターネット電話試行サービスを開始、

tDeutscheTelekomがCATV事 業部門の分社化を決

・アジアを対象とする衛星移動通信サービス会社APMT

が発足。

・相互接続料金への長期増分コスト方式導入につき、20

00年 中の実施で日米政府が合意。

・パーフェクTV!と1ス カイBが 合併、スカイパーフェクTV!

が発足。

・NTTがPHS事 業のNTTド コモへの営業譲渡及びNT

Tパ ーソナル各社の清算を発表、

6月 ・AT&TがCAT∨ 大手のTC1を 約480億 ドルで買収する

と発表。

・AT&Tが 無 線呼出しサービス部門をMetrocallに 売

・Sprintが 音声とデータをATM技 術により統合したバッ

クボーンネットワーク「ION」の構築を発表ご

・欧州議会が電子商取引に関す 採択。

・郵政省が通信事業者の光ファイバーをCATV事 業者に

蹴
・郵政省が国際第一種電気通信事業者の100対 地原則

を撤廃,
・郵政省がユニバーサルサービス基金を導入する方針を

競

7月 ・FCCが 地上デジタル放送波のCATV再 送 信に関する

調査手続きを開始。

・AT&Tが 競 争的アクセス提供事業者(CAP)最 大手T

CGの 買収手続きを完了。

・BellAtlanticとGTEが 合併で合意。

・欧州委員会が視聴覚産業政策に関し、MEDIAllプ ロ

・DDIセルラーグループがCDMA方 式の携帯電話サー

ビスを開始、
・郵政省が対地静止衛星による外国間通信を認容する規

則改正、
・郵政省が次世イ一 言システム導入に向けた基本方

針案を発表,

ジェクト中間見直し案を発表b
・イギリス政府が電気通信と放送の融合に関するグリーン

、

ペーパーを発表。

・Ofte1が 入する方針を発表』

・BTとAT&Tが グ ローバルサービスで提携、合弁会社

を設立すると発表。
・DeutscheTelekomとFranceTelecomが2%の 株

式持合いに合意,
・イタリアの音声電話市場で競争始まる。

8月 ・FCCが 高度情報通信サービスの提供状況に関する調
ノ

・NTrが 北京電信との合弁会社設立及び日中間国際通

査を開始、 信サービス開始を発表,
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海 外 日 本

1998年 ・Inmarsat事 業 部門の民営化が1999年4月1日 からに ・電波監理審議会がデジタル衛星放送に関する規則改

9月 決 定、. 正を答申。

・米第5連 邦巡回控訴裁がベル系電話会社にのみ不利 ・郵政大臣、通信関連4団体に学校のインターネット接続

益を課す通信法の規定を合憲とする判決 支援を要請。
・WorldComとMCIが 合 併 、「MCIWddCom」 が 発

・電気通信技術審議会が地上デジタル放送の暫定伝送

足 。 方式を決定,
・Loc㎞eedがComcast買 収 で 合 意 、 ・CSア ナ ログ放送終了。
・欧州閣僚理事会が未成年者及び人間の尊厳保護に関

する理事会勧告を正式採択。
・電話番号ポータビリティ及び優先接続に関する欧州議

会及び閣僚理事会指令採択。
・英国放送協会BBCが 世界初の地上デジタル放送を開

始 。

・DeutscheTelekomがADSLサ ー ビス を 全 国 展 開

へo

10月 ・ITUが デジタル加入者線(DSL)の 標準を採択。
・DDIが 国際電話サービスを閑歩&

・電子商取引に関するOECD閣 僚会議が開催され、消費 ・郵政省が地上デジタル放送導入の包括的方針を発表、

者保護など三つの宣言を採択して閉幕 ・BSデジタル放送委託事業者が決定、
・米で児童オンライン保護法(COPA)が 成立、市民団体 ・郵政省がxDSLの 導入を発表。
が違憲として提訴。
・米1998年 デ ジタル著作権法が成立。

・FCCがUSWest及 びAme亘techとQwestと の共同 マ

一ケティングによる長距離サービスを違法とする決定、
・AT&Tが15億 ドルで携帯電話事業者V加 胆加

'

1

CendarSystemsを 買収 。

・AT&Tが インターネット電話事業を強力に推進する方

針を発表。
・EUの個人情報保護指令が発効。
・英無線通信庁が無線局免許の自由な売買を認める諮問

文書を発表、
・英BskyBが デ ジタル多チャンネル衛星放送「SkyDigi

tal」開始 、

●ドイツでマルチメディア法に基づく電子署名認証システ

ムの運用が始まる。

11月 ・FCCが デジタル多チャンネル衛星放送事業者に容量 ・原則届出制・価格上限制を導入した新しい料金制度が

の4%を 公共番組に提供する義務を課す規則を採i択。 施行。
・低軌道衛星による世界携帯電話サービスIridi㎜が試 ・国際衛星移輌 言サービス唖 ㎜ が試験 ナービスとし

験 ナービスとして始まる。 て始まる。

・全米で地上デジタル放送開始。 ・政府が高度情報情報通信社会推進に向けた基本指針

・FCCが 地上デジタル放送の有料付加サービスに課す を改定』

電波使用料額を有料付加サービス総収入の5%に する ・関東地区で地上デジタル放送実験開始,

決定、 ・政府が緊急経済対策を発表、21世紀先導プロジェクト
・News及 びMCIWorldComが 放 送衛星免許をEcho の実施を盛り込む。

Starに 譲 渡 、 ・準ミリ波帯・ミリ波帯の加入者系無線アクセスシステム導

・イギリス新競争法が成立
、2000年3月 から施行。 入の規則舐

・PHS利 用促進のための規則改正、

・郵政省、2000年 度中をめどに優先接続を導入する方
一

針を発表、
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海 外 日 本

1998年 ・欧州閣僚理事会がインターネット適正利用推進のため ・KDDと テレウェイが合併、新KDDが 誕 生。
12月 のアクションプランを採択。 ・郵政省がv-chip導 入 問題を先送り。
・英貿易産業省が知識集約型社会構築に向けた競争力 ・xDSLサ ー ビス導入のための規則改正

。

育成 こ関する白書(1998年 競争力白書)を発表。 ・郵政省が準ミリ波帯・ミリ波帯の加入者系無線アクセスシ
・Oftelが家庭や小企業への広帯域サービス普及のため ステムの導入方針を競
の競争政策諮問文書を発表。
・DeutscheTelekomとFranceTelecomが 株 式 相 互

持合い契約を締結。
・スペインの電気通信市場が自由化

,
・韓国で電子取引基本法が成立

、1999年7月 から施行。

1999年 ・FCCの 計算料金ベンチマーク規制が施行される
。

・xDSLを 導入する棚ll改 正施行
。

1月 ・田di㎜ が衛星携蠕 話本サービス及びページャーサ

ービスを開始、

・KDDが 加入者系無線アクセスシステムを提供する合弁
'

会社を設立、
?欧 州で新貨幣「eur◎」への通貨統合を実施。 ・CATV大 手MSOの ジュピタLテ レコムとタイタスが光

・イギリスで移動電話の番号ポータビリティが始まる
。 幹線ネットワークの共同建設で合意、

・香港の国際電気通信サ ビスが自由化される。 ・TrNetが アステル東京との合併を競

・DeutscheTelekomがCATV事 業部門を分離し、子 ・郵政省がNHKに データ放送を認める方針案を発表。
一

会社を設立、 ・携帯電話とPHSの 複合割引について、郵政省がMTド
・イギリス移動通信業者Vodafoneが アメリカ移動通信業 コモに料金変更命令。

者A江Touchの 買収を発表, ・KDDがIPベ ースの超高速次世代バックボーンの構築

・SBCがComcastの 携帯電話子会社の買収を発表。 を発表、
・スウェーデンのTehaと ノルウェーのTelenorが 合 併に ・NTr再 編に向けた移行本部が発足。
合意、
・DIRECTVのHughesが 業界2位 のPRIMESTAR買

収で合意、 、 、

・米連邦最高裁がFCCの1]を 支持。

2月 ・米連i珂蹴 が児童オンライン保護法(COPA)に 差止め ・四国の電力系地域会社STNetがSDSL本 サービス開

命令。 始 、

・BTが モバイルコンピューティング用通信サービスの開 ・電力系10社 が連合し、合同の戦略立

発 でMicrosoftと 提 携 、. 案組織PMを 設立。
・台湾交通部電信総漏(DGT)が2001年7月 を目処に固 ・DDI及 びIDOがIMT-2000実 験用無線局免許を取

定電話に新規参入を認める決定。 得 。

・FCCがISPへ のダイヤルアップ接続を連邦の管轄と ・N下「ドコモ が 「iモー ド」を 開 始 。

し、接続緋 ま現状維持とする決定、 ・ ・郵政省が加入者系無線アクセスシステム用無線局予備

・Oftelが優先接続の導入方針を決定 免許を4事業者に付与。

'

3月 ・英貿易産業省がECの 環境整備に関する諮問文書を発 ・NTTドコモが国際電話サービスを本格展開、対米以外

表 も開始、

・香港で携帯電話の番号ポータビリティが始まる。 ・首相直属の産業競争力会議が開催される。
・AT&TのTCI買 収手続きが完了。 ・オーブコムジャパンが衛星移動データ通信サービスを

・欧州委員会がメディアの融合と規制枠組みに関する諮 開始、

問文書を発表』 ・「規瀞緩和推進3か年計画」を改定

・米GlobalCrossi㎎ が 長 距 離 事 業 会 社 のFrontier買 収 ・電波監理審議会で、CSに よるデジタルHr汀V放 送に、

で合意 BSや 地上波と同じ方式を採用。
・FCCが 高度情報通信サービス提供促進のため地域競 ・郵政省が2000年 時点まではNHKのBS放 送をスクラ

争を推進する規則を採択。 ンブル化しない決定
・rruで(IMT-2000)を 採 択 。 ・郵政省が2000年 度から2段階で番号ポータビリティを

導入する方針を蔽

、
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海 外 日 本

1999年

4月

・独MamesmamA㏄orがo .tel.oを22億5,000万 マ ル

クで 買収 す るど繊

・【nma5at事 業 部 門が 民 間 会 社 として 分 離 ・発 足
。

・DeutscheTelekomとTelecomItaliaが 合 併 で 合 意

(実 現せ ず)。

・DIRECTVのHughesが 米 業 界2位PRIMESTARの

買収 手 続 きを終 了。

・OHvettiがTelecomItaUaの 株 式公 開 買 付 け(TOB)を

開 始 、

'

・NTrが 義務的区間以外の管路等の利用申込み手続き

を明確化c

・NTrド コモグル ープがPHSに よる64kbpsの デ ータ通

信サービスを開始。

・TTNetと アステル東京が鱗

・郵政省がNHKに デ ータ放送を認める方針を決定
、

・IDOとDDIセ ル ラーグループがWAP対 応 のインター

ネット接続 ナービスを開女&

・政府が高度"に 向けたアクション

プランを発表。

・日本テレコムがAT&T及 びBTと の資本提携に基本合

意、30%の 出資を受入れ。

・AT&TとNTTが グローバル事業で提携
,

・高速バックボーンの提供に特化するクロスウェイブコミュ

ニケーションズ(CWC)が サービス開始、

5月

'

σ

・新欧州連合条約(ア ムステルダム条約)が 発効
。

・AT&Tが 大手CATV事 業者MediaOneの 買収で合

意
・AT&TとMicorosoftが デジタルCATVで 提 携

、
・USWestとGlobalCrossi㎎ が対等合併で合意

刃

・Ohvettiが 過 半数の株式を確保し
、TelecomItaliaの

TOBに 成 功、

・MCIWorldComが 無線呼出し事業者SkyTelの 買収

を発表。

・無線呼出し事業者東京テレメッセージが倒産

・1TNetが 加入者系無線アクセスシステム用無線局予備

免許を取得
・再編後のNτr長 距離・国際事業会社「NTTCom」 設

立
・電気通信審議会がCATVの2010年 までの完全デジタ

ル化を提言。

6月 ・rrUが デジタルHDTV標 準に 日本規格を勧 告案として

採択。'

・米連邦地裁がAT&TにCATV網 開放を義務づける判

決を下す。FCCは 反 対』
・イギリス政府が情報通信の融合に関する規制方針を発

表∴
・欧州委員会が電気通信事業とCATV事 業の構造分離

を命ずる指令を採択、

・英貿易産業省が次世代移動通信免許のオークション実

施方針を発表,

・VodafoneのAirTouch買 収手続きが終了
、新社名は

「VodafoneA辻Touch」 。

・MTが フィリピン最大の電話会社PLI-'に 出資
。

・C&WがTOBで 圧倒的多数を確保し、IDCの 買収に成

功。

・民放連が17～21時 間帯での性や暴力描写の自粛を決

定
・ソニーが第一種電気通信事業許可を受け

、加入者系無

線アクセスシステムによるデータ通信事業に参入.

・郵政省が価格上限制の運用方式を決定、2000年3月 を

目途に適用。

'7月
・FCCのV-chip規 則が発効

、
・FranceTelecomが 英CAに 出資

。
・FranceTelecomがDeutscheTelekomの 株 式を全

て売却する方針を発表、

・QwestがUSWestの 買収で合意
、

・VodafoneA壮Touchが 米CommNetの 買収を発表』

・英貿易産業省が電子商取引法案を発表』

・C&Wが 家庭向けCATV事 業 部門をNTLに 売却
、

・BTがCennetの 完 全子会社化を発表』

・Oftelがユ ニバーサルサービス中間見直しのための諮

問文書を発表,
・BTがADSLサ ービス計画を発表

。

・NT「が持株会社と3つ の事業会社に再編される。
・NTrが 料金定額制サービスの試験提供実施を発表』

・TrNetが 国際電話サービスを開始
、

・NTrCom力 汀SATと 衛 星通信事業で提携

・郵政省がVSAT許 の対象とする規則改

正を実施,

・DDIポ ケ ット電話が64kbpsデ ータ伝送サービスを開

始、
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海 外 日 本

1999年 ・Unisource合 弁3社 が
、Unisourceの 解 体 ・消 滅 を発

・日産 自動車が 日本テレコムとDDIに 売

8月 表 。 却すると発表。 、

・FCCが 同一域内の放送局複数所有に関する規制を緩 ・通信傍受法が可決・成立
。

和 、 ・DDIがPHS事 業グループ会社を1社に統合すると発
・DeutscheTelekomが 英 携帯電話会社One20ne

義
を84億ポンドで買収すると発表、
・衛星携帯電話サービスのIridiumが 会 社更正法の適用

を申請。

・衛星携帯電話サービスのICOも 会社更正法の適用を申
≡主
百目o

9月 ・欧州委員会が電子商取引の法的枠組み指令最終案を ・NTT東 西地域会社が学校向けISDN灘 」引サー

犠 ビスの試験提供開始、
・ViacomがCBSの 買収を発表

、
・日本テレコムがAT&T及 びBTと の資本提携の正式成

・英政府が電子商取引ビジョン及びアクションプランを発 立を発表。

表 ・ソフトバンク・東京電力・マイクロソフトが新通信会社を共

・F℃Cが ネットワークアンバンドリングに関する規則を採 同設立、

択 。
・郵政省・民放・NHK共 同で、地上デジタル放送計画の

・FCCが 移動通信サービスに対するスペクトラムキャップ 再検討を開始、

制を維持する決定, "§ ㎜ 一2000の 技術的要件を一

・AT&TとBTカ'提 携
、 部答申。

'BeUAtlanticとVodafoneA迂Touchが
、アメリカで の

・'云 が広帯域移動アクセスシステムの

'
口で 合 意 、 申。

10月 ・MCIWorldComがSprintの 買収 で 合 意
,

・NTrComが 国 際電話サービスを開始』

・FCCが ケーブルシステム所有規制を見直す決定、3 ・NTr東 西地域会社がダイヤルアップIP接続向けISDN

0%の 」丑力ま維持。 定額型割引サービス開始,
・SBCに よるAme亘tech買 収手続きが完了

。
・デジタルホン及びデジタルツーカーグループ羽 －Ph

・Mannesmannが イギリスの携帯電話事業者Olangeの oneに 社名変更,

買収で合意、 ・C&W荊 －Phone株 を 全 てVoda品neAガrouchに 売

・DTIとOftelが 番号ポータビリティを2000年1月 から全 却
ての事業者に義務づける方針を硫 ・郵政省がテレターミナル用周波数を携帯電話に振り替
・台湾立法院が外資規制を緩和する電信法改正案を可

え。

洗
'E汀 がADSL回 線 卸売りの

・Telede、ic荊COの 救 済に乗り出す
。

11月 ・FranceTelecomがADSLサ ー ビスを 開 始 , ・電波監理審議会が地上デジタル放送の技術基準を定

・欧州委員会が通信規制の枠組みを見直す諮問文書を める規則改正を答申。

蟻 ・NTT東 西地域会社が完全定額制ダイヤルアップIP接

・DeutscheTelekomが フランスの電気通信事業者S垣 続 リーービスの

sを買収すると発表。 ・KDDが シンガポールテレコムとの戦略的提携を発表』

・FCCがDSLサ ービス向け回線開放を既存電話会社に ・政府が経済新生対策を発表、

義務づける決定を採択。 ・電力系地域事業者がIPバックボーンを提供する事業会

・Oftelが専用線に関する規制の見直しを開女& 社を設立。
・アメリカで衛星放送に地上波放送の再送信を認める法 ・NTrが 東西地域会社合わせて2方1 ,000人 の人員削

律が成立, 減を発表。
・Oftelが 広帯域サービス普及促進のためのBT地 域網

開放政策を決定
・欧州閣僚理事会が電子署名に関する規制枠組み指令

を採択。
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海 外 日 本

1999年 ・BeUAtlanticがFrontierCeUularを 買収 、 ・NTTドコモが香港の携帯電話事業持株会社HTCLに

12月 ・AT&Tが 無線通信部門の子会社化及びトラッキング株 出資。

の発行を発表。 ・タイタスが学校向けインターネット接続サービスを無料

・BskyBがK辻chPayTVと 資撒 で試験提供すると発表。
・欧州委員会が「eEurope」構想を発表。

・ADSLの 試験 ナービスが始まる。

・BeUSouthが オランダKPNと 共 にE-Plusを100%取 ・J-Phoneグ ル ープがインターネット接続サービス「J－ス

得すると発表。 カイウェブ」を開始、

・FCCがBe皿Atlanticに 営業区域内での長距離サービ ・郵政省がIMT-2000無 線局免許の基本方針を決定』

ス提供を認可。 ・DDI 、KDD、mOが2000年10月 合併で合意。

・台湾立法院が中華電信の民営化を可洗 ・郵政省が8社 にBSデ ジタルデータ放送の委託業務を

認定、

・NTTComが 韓国通信(KT)と 発

表
・郵政省が第一種電気通信事業者によるリセールを認め

る方針を発表。

2000年 ・AT&TとBTの 国際合弁会社「Concert」 が正式に発 ・NTr東 西地域会社が オープン化
、

1月 足 。 ・DDIセ ルラー及びIDOがcdmaOneで64kbpsパ ケット

・Bel1^AUan6cが ベ ル して 初 め て 営 業 通信サービスを開始、

区域内で長距離サービスを開始。 ・NTTド コモが携帯電話でGPSを 利用した位置情報提
・AOLとTimeWamerが 合併に合意、 供サービスを開始
・フランスで優先接続が始まる。

一

・DeutscheTelekomが 国内外の移動通1言事業を一っ

の持株会社の傘下に再編、
・イギリスで、固定系電話サービスを提供する全ての事業

者に電話番号ポータビリティを導入、
'FranceTelecomがDeutscheTelekom及 びSp血t

からGlobalOneの 全株式を買収し、完全子会社にする

ことで合意、
,

・VodafoneA虻TouchとVivendiが 、モ バ イル イン ター

ネットでの提携を発表。

2月 ・英Voda]bneAHouchと 独Mames㎜nが 合 併 で 合 意 、 ・電気通信審議会が長期増分コスト方式による相互接続

・Oftelが1998一 イドライン を発 表 、 料金の段階的導入を答申。
・BenSouthと オランダKPNがE-Plusの 買収手続きを ・郵政省が2001年5月 から優タ[接続を導入する方針を発

完了。 義
・香港のPCCWがC&WHKTの 買収で合意、

・ディレクTVの スカイパーフェクTV!へ の吸収統合で合

・英貿易産業省がデジタルコンテンツ産業振興のための 意

アクションプランを発表。
・NTTComがAT&Tの ソリューション事業子会社に出

資。

3月 ・イギリスで新競争法施行 ・NTrComが 加入者系固定無線アクセス(FWA)を 提

・Oftelが国際電気通信分野でのBTの 規制緩和を硫 供開始。

・EUと アメリカが個人データ保護で暫定合意。 ・日本テレコムがConcertと 包括提携、

・kidiumが サ ー ビス終 了。
・DDIが イリジウム事業から撤退、

・国際通信衛星機関の民営化推進に向け、アメリカでOR ・郵政省が次世代移動通信システムの導入方針を決定,

BIT法 が成立。 ・「規制緩和推進 か年計画」再改定、

・FranceTelecomが ドイツobnCom

に出資。
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2000年

4月

5月

6月

7月

海 外
・シンガポールの電気通信市場が2年 前倒しで自由化

。
・BenAtlanticとVoda丘)neAir`Touchの 北米移動通信事業

統合会1±Veris(〕nWたlessが 発 足。

・SBCとBe皿Southが 移 動通信事業の統合を発表
、t

・BTが 大幅な機構改革を発表
、国内固定系通信事業を

卸とノ」・売りに分害も
・欧州委員会がネットワークアンバンドリングに関する勧

告を発表,

・イギリスで次世代移動通信システム用周波数オークショ

ン終了、5事業者決定、

・国内長距離サービスのタリフ届け出義務を免除するFC

C規 則が発効。

・Ofte1が国際電気通信分野の規制を緩和す5方 針を発

表
・欧州議会が電子商取引指令を採択

。
・BellSouthが デジタル衛星放送進出を発表

。
・FranceTelecomとDeutscheTelgkomが 株式 相互

持合い契約の解消で合意』

・米連邦最高裁がCATVの アダルト番組放送規制を憲法

違反とする地裁判断を支持。
・欧州委員会がeEuropeア クションプラン案を発表』

・イギリスで電子署名を有効とする2000年 電 子通信法成

立

・FranceTelecomが 英Orange買 収で合意
、買収総額

は432億 ユーロ。'

・nruがIMT-2000用 周波数追加分配などを{剰凡

・Vivendi 、Canal+、Seagra皿 が合併で合意。

・欧州理事会が2002年 までのeEur◎peア クションプラ

ンを承認。.

・米連邦控訴裁は
、フランチャイズ当局にCATV網 開放

'を義務づける権限を認めず
。

・フランスで髄 去改正成立、地上デジタル放送の制度

を整備
・BTがADSLサ ー ビス開始

、

・Be皿AtlanticとGTEの 合併手続が完了
、Ve也onCo

㎜ 画cations親

●Qwestに よるUSWest買 収 手続が完了
。

・米電子署名法成立

台湾で地上デジタル実験放送開始。

仏ARTが 広帯域無線アクセス用周波数免許を付与。

欧州委員会、通信規制改革パッケージを発表。

VウorldComとSprintが 合併を断念、

DeutscheTelekomが 独仏伊の合弁事業WINDか ら

織
・G8沖 縄サミットでn憲 章を採択。
・DeutscheTelekomが 米携帯電言掛 …£VoiceStream

の買収で合意。

・オランダの次世代移動適言システム用周波数オークショ

ン終了、5事業者が落‡L

・欧州委員会がアメリカのsafeharbor原 則 によるデータ

保護政策を正式承認。

日 本

・KDDが 東京都心で光ファイバーローカルループの提

供を開始、

・日本テレコムがIPバ ックボーンネットワークPRISMの 商

用化開始、

・DDIセ ルラー及びIDOがcdmaOneの 国際ローミング

サービスを開女&

・NTTド コモがオランダKPN傘 下の携帯電話持株会社

KPNMobileに15%出 資で合意。

・相互接続料算定に長期増分コスト方式を導入する電気

通信事業法改正が成立。
●「電子署名および認証業務に関する法律」が可決・成

立。

・公正取引委員会がNTTド コモの独立を提言。

●ソニーがブロードバ ンドネットワーク事業で東急と戦略

蹴

・郵政省が、MTド コモ、J－フォン、DDI=IDOの3グ ル
ープにMr-2000用 無線局の予備免許を付与

。

,.c

〈〕ら

・ソニーが加入者系無線アクセスサービスを開始
。

・ソニー、松下、東芝がデジタル放送による双方向サービ

スの技術規格統一で合意,

・NTrド コモがイギリスの次世代携帯電話事業者Hutchi

son3Gに 資本参加 、

・NTrド コモがオランダKPN傘 下の携帯電話持株会社

KPNMobileに15%出 資。

・電波監理審議会がCSデ ジタル放送とBSデ ジタル放送

の受信機 共用化を答申。

・NTrCom及 びNTrド コモがテレコムマレーシアへの

出資を取り止め。
・日米間のNTT相 互 接続料金問題決着、2年で約20%

下げ。
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2000年

8月

9月

10月

11月

12月

海 外
・LockheedがComcastを 完 全買収

。
・豪TelstraがADSLサ ー ビスを開始 ,
・台湾政府が中華電信株を放出(第 一次)

。
・BTが 独ViagInterkomの 株式90%を 取得

・ドイツの次世代移動通信システム用周波数オークション

終了、総額994億 マルク。

・Oftelがユニバーサルサービス見直し諮問文書を発

表
・スウェーデンTehaがADSLサ ービス開始。
・英貿易産業省が中小企業オンライン化支援プログラム

の継続を発表。
・ARTが 地或網アンバンドリングに関する規則を制定b

・低軌道衛星移動データ通信サービス事業者米ORBC

OMMも 会社更正法の適用を申請。
・タイ政府が国営電話会社の民営化を閣議決定、
・FCCが ケーブルモデムによるインターネットサービスの

規制枠組みについて検討開女&

・香港政府が次世代移動通信システム用周波数のオーク

ション実施を発表。
・欧州閣僚理事会が欧州委員会の地域網アンバンドリン

グ政策を承認。
・FCCが 商用テナントビルの通信設備開放を義務付ける

決定を採捉
・タイ電話公社がVoIPサ ービスを開始。
・FCCが 国際電話サービスのタリフを免除する方針を発

表
・シンガポール政府が次世代移動通信システム用周波数

をオークションで割当てる決定,
・イタリアの次世代移動通信システム用周波数オークショ

ン終了、売却額は予想の半分。

・AT&Tが 事業の4分 害‖を発表、移動体通信とCAT∨を

手放す。

・WorldComが 企業向けサービス部門と個人向けサービ

ス部門の分離を発表,
・BTが持株会社の下に事業を再編、リストラを加速、
・FCCが 周波数の流通市場の創設及び周波数のリース

を推進する方針を発表。
・FCCが 宅内通信機器に関する技術規制を撤廃し、民間

に委ねる決定を採択。
・Intelsatが民営化決定を正式発表。
・イギリスの広帯域固定無線アクセス用周波数オークショ

ン終了、地方が大量に売れ残る。

・唖 ㎜ が米国防総省と契約、衛星廃罷 触 る。
・BT加入回線で優先接続始まる。
・英政府が通信と放送の融合に向け規制幾関を一元化す

る方針を発表。
・韓国情報通信省がW-CDMA事 業免許を韓国通信及

びSKテ レコムに付与。
・スウェーデンTeliaが自国の次世代移動通信システム免

許選定で縫
'・Oftelが近距離専用線の競争推進に向けた規制方針を

瓶

日 本

・JSATが東証第1部に上場 ・ 傷

・電気通信審議会がアンバンドリングの相互接続約款化

を答申。
・電気通信審議会がコロケーション手続きを相互接続約

款で義務づける規則改正を答申。

・本放送なみ編成のBSデ ジタル試験放送始まる。
・ジュピターテレコムとタイタスが統合

。
・MTComが 米インターネットソリューション企業Verio

を買収。
・NTTド コモがインターネットサービスの開発 ・提供でA

OLと 戦略的提携

・NTrド コモがKPNMob且eと モバイルインターネット事

業合弁会社設立に合意。

・アナログ携帯電話ナービスが完全に終了、携帯電話の

デジタル化率が100%に なる。

・ディレクTVが 放送終了。

・DDI 、KDD、IDOが 合併、KDDIが 発足。
・NTT東 西地域 会社に対する価格」」嚇1施 行

。
・テレビ朝 日が東証第1部 に新規 上場、約800億 円を調

達

・NTr東 西地域会社が「Lモード」サービスを来春から提

供すると発表、

・スカイパーフェクTV!が 東証マザーズに上場
、

・富士通
、東京電力、セコム、丸紅が、CATV事 業支援会

社設立で合意,

・DDIセ ル ラーグループ7社 が合併、auが 誕 生。
・東京電力が光ファイバーの全面開放を発表』

・書面電子化一括法成立,

・rr戦略会議でIT基 本戦略を決定。

・rr基本法成立。

・NTrド コモ、台湾KGテ レコムに20%出 資。

・NTrド コモがAT&TWirelessに 約16%出 資。

・BSデジタル本放送始まる。

・NTrドコモがPHSに よる動画配信サービスを開始、
・郵政省が東経110度CSデ ジタル放送の委託放送事業

者に18社を認定。
・Vodafoneが 日本テレコムの株式15%取 得を発表,
・電気通信審議会が新たな競争政策の在り方に関する第
一次答申。
・電気通信審議会が接続ルール見直し第一次答申、光フ

ァイバー開放を義務付け。
・スカイパ一一フェクTV!など5社がCATV局 向けデジタル

番組配信サービス企画会社設立。
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海 外 日 本

2000年
一 (続き)

12月 ・NTr東 西 地域会社がADSLの 本サービスを開始』

・NTT東 西地域会社が光加入者回線を月額13
,000円

で試験提供開始

2001年 ・AOLとTロneWamerが 合 併し
、AOLThneW姻er発 足。 ・NJT東 西地域会社が学校向けに ロ 特別

1月 ・FCCが 地上デジタル放送波の再送信をCATVに 当面 割引を開始,

義務f巾ナない決定を閑 凡 ・1府12省 庁㈱1発 足、郵政省は総務省に統合。
・FCCが 地上デジタル放送への移行に関する規則を採 ・優先接続(マイライン)登録受付け開始

択 。 ・KDDIが ブラジルの携帯電話事業を売却。
・スウェーデンの3G移 動通信事業者2社がインフラの共 ・政府のr戦 略本部がe-Japan戦 略を決定

。

同構築で合意 ・NTrド コモ羽ava対 応サービス「iアプリ」を1雛

・Tele品ni(泡とPortugalTel㏄ ㎝ が ブ ラジ ル で の 携 帯 電 話 ・NT]「ドコモがiモ ードの海外展開でソニーのプレイステ

事業統合で合意, 一ションと醗

2月 ・OftelがBTに 対する料金規1制(Z)継続 を競 ・ADSLモ デム売切り解禁、
・VOdafoneが ソニーのプレイスステーションと蹴 ・NTr東 西地域会社がLモ ードの提 供を認可申請。、
・OftelがBT地 域網アンバンドリングの条件を決定 ・NTrド コモがiモードでセガと提携

・V(》dafoneが 日本テレコムの筆頭株主になる
。

3月 ・ くFCCの ケーブルシステム所有規則を ・テレビ東京やNTr東 日本など7社 がブロードバンドコン

無効とする決定、 テンツ供給で合弁会社TX-BBを 設立、
・FCCが 国際電話サービスのタリフを免除する決定

, ・有線ブロードネットワークスが100MbpsのFTrHサ ー

・欧州委員会が3G移 動通信インフラの共用を容認する ビスを開始、

方針を発表。 ・MT東 日本がBiportableの 実験を開始
。

・オーストラリアで3G移 動通信用周波数の競売実施 ・個人情報市 、国会提出(成 立せず)。
・C&Wが 豪 子会 社をSi㎎apoleTelecomに 風 ・{e-Japan重 点 計画 を 決 定 。

・FCC及 びNTIAが3G用 周波数帯の確保に関する最終 ・2001～2003年 度の 「規制改革推進3ヵ年計画」を閣議

レポートを発表。 決定、'
・Iridiumの サ ー ビス再 開

。

4月 ・シンガポールで3G用 ・与
b ・NT]「に光ファイバー開放を義務付ける規則施行

。
・ クセス事業者wmstarが 倒産』 ・電柱等使用に関するガイドライン施行』

・FCCがISPに 糊1す る決定 ・フュージョンが一律3分20円 のIP電 話サービスを開始
、

・着信者課金サービスの番号ポータビリティ始まる
。

・NTrド コモが3G移 動 通信サービスの本提供を10月 に

醜
5月 ・FCCが ユニバーサルサービス拠出金の算定方法見直 ・優先接続(マ イライン)開 始。

しを開始' ・VodafoneがBTか ら 日本テレコム株を取得し、事実上
・Brがリストラ策を発表、移動通信部門は分離独立へ。 の傘下に置く。
・Hutchisonと テ レコムNZが3G'一 蹴 ・三菱商事

、日本テレビ、MTド コモなどが110。CSデ
・米広帯域無線アクセス事業者Te㎏entが 倒産

。 ジタル放送プラットフォーム会社「プラット・ワン」を設立、
・DeutscheTelekomが 米 携 帯 電 話 会 社VoiceStrea ・総務省がNTTに 市場競争促進の自主計画提出を行政

m及 びPowertelの 買収を完了。 鵜
・フランスの3G移 動通信事業者2社確定 ・総務省がミリ波帯無線アクセスの基本方針改定、

・MTド コモが3G移 動通信サービス「FOMA」 の試験提

供開始。

6月 ・独RegTPが3G移 動 通信インフラの共用ガイドラインを ・光ファイバーの相互接続規則が施行』

公表、' ・KDDIが 国内初のBluet∞ 発i起

・BTとDeutscheTelekomが3G移 動通信用インフラの ・DDIポ ケットがPHSに パケット通信を導入。

共同構築で合意, ・2011年 中に地上アナログ放送を全廃する電波法改正

・米連邦控訴裁がNextWaveの 免許を取消したFCCの が成立。

処分を破産法違反により無効とする判決る ・競争法への転換を図る電気通信事業法及びNTT法 改

・AOLとAT&TWirelessが モバイルインターネットで 正が成立。

蹴 ・電気通信役務利君峻 劫減 立。
・政府のrr戦 略本部がe-Japan2∞2プ ログラムを決

定。
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海 外 日 本

2001年 (続き)

6月 ・NTrが 光 サービス会社Mr-BBを 設立、

・NTT東 西地域会社がLモ ードサービス開始』

・NTrの 資材調達に関する日米協定が終了。

7月 ・AT&TWrelessがAT&Tか ら分 離 ・独 立 。 ・FM東 京とNTr東 西地域がコンテンツ配信会社を設

・FCCが2GHz帯 を利用する衛星移動通信用周波数免 立
許を8事業者に付与。 ・J-COMが 系列CATV局 でBSデ ジタル放送の本格配

・Ihtelsat民 営 化
、 信を開始,

・オランダ政府も3G移動通信用インフラの共用を容認、 ・'端 レール見直し第二次答申。

・米 一ビスのタリフ完全撤廃, ・衛星デジタルラジオ放送局セント・ギガが倒産,

8月 ・AT&TのLibertyMediaGroupが 分離 ・独 立 、
・JSATがPar㎞Satと 提携

、 ・FCCがKa帯 静止衛星通信用周波数免許を11社 に付 ・NTT東 西 地域会社が光IP接 続サービス「Bフレッツjの

与。 本提供開女&
・北欧のSonera及 びEnitelカ くノルウェーに設立した3G ・DDIポケットが回線容量の卸売りを開始するど識

移動通信事業会社を清算、免許返納へ。 ・DDIポ ケットがPHSで 完全定額制データ通信サービス

・米独立系大手DSL事 業者Covadが 倒産。 開始
・韓国情報通信部が3番 目の3G免 許をLGテ レコムのコ

ンソーシアムに付与b

・Ofte1が 現ユニバーサルサービス規則の継続を決定、

,

基金は創設せず。

9月 ・DeutscheTelekomが6地 域のCATV事 業全てを米 ・ヤフージャパンが月額2 ,500円 でADSLサ ービス開

LibertyMedjaに 売却することで合意、 始
・FCCが2500-2690MHz帯 を3G移 動通信と共用する決 ・NTrド コモが 自販機とiモード 恥

定 ・Vodafoneが 日本 テ レコムのTOBを 開 女&'　

・香港政府が4社に3G移 動通信用周波数免許を付与。 ・総務省が短期のIRUも 保有とみなす運用証

・韓国のSKテ レコムと新世紀通信が合併に合意。

10月 ・NTIAが3G移 動通信用周波数帯確定のための新しい ・KDDIがauを 吸収合併、

スケジュールを発表、 ・NTrドコモが3G移 動通信サービスFOMAの 本提供開

・BTとAT&Tが グ ローバルサービス合弁事業Conce淀 始 。

の解体・解消に合意。 ・電力10社 が 法人向けデータ通信サービスをパワードコ

・AT&TWirelessが 固定無線アクセス事業からの撤退 ムに統合・一元fヒ

を発表』 ・日本通信がDDIポ ケットの設備を利用し移動データ通
・

・米衛星デジタル放送2位 のEchoStarが1位 のH㎎he 信事業を開始、国内初のMVNO。

sを買収することで合意』 ・V◎dafbneが 日本テレコム株のTOBに 成功、支配権を
'

・英無線通信庁が免許不要帯域の商用通信への開放に 完全掌握。

向け調査開始、 ・総務省が「全国ブロードバンド構想」を発表 、

・仏政府が3G移 動通信用周波数免許の付与条イ4修正、 ・NTTが 市場競争促進に向けた自主的な実施計画を発

免許料を1/8に 大幅減額ジ 表
・韓国SBSが 地上デジタル本放送開始。 ・総務省がNTT東 西の業務範囲拡大に係る公正競争ガ

イドライン案を公表。
・KDDIがEZwebで ポータルを開放』

11月 ・FCCが2003年1月 からスペクトラムキャップ規制を撤 ・J-Phoneグ ル ープ4社 が合併し全国一社体制になる。

廃する決定。 ・NTr東 西 地域がLモ ードのオープン化及びコンテンツ

・FCCがILECの ネットワーク開放度を測る標準的指標作 選定に関する方針案を織

成に向けた規則制定手続を開方& ・NTTド コモとNokiaが$G移 動通信サービス推進のた

・FCCが 地上デジタル放送への移行政策を実現可能な めの技術協力で合意,

方向に緩机 ・NTTド コモがFOMAで 動画配信サービス開始
,

・BTがClearCo㎜ 画cations社 を売 却 、ニ ュー ジ ー ・NTrが 東西地域の構造改革を瓶

ランドから撤退、 ・ネット上の権利侵害の賠償責任及び発信者情報開示等

・BTの 完了、移動通信部門がmmO2と を定めるプロバイダー法が成立。

して分離独立。 ・改正電気通信事業法施行により競争ガイドライン運用開

・㎜02が オランダで1酬Mob皿eと3G移 鯛 言イン 始
フラ共同構築で合意,
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2001年

11月

12月

海 外

(続き)

・OftelがBT及 びConcertに 対する国際料金規自1を大幅

に緩和する方針を犠

・日本を含む30カ 国がサイバー犯罪防止条約に署名
。

・LockheedMartinが 通信事業からの撤退を発表
、

・AT&Tが 船瀬 約720億 ドルでケーブルシステム部門を

Comcastに 売却することで合意、

・mmO2が マン島で3G移 動通信サービス開始
。

・仏ARTが3G移 動 通信システムインフラ共用ガイドライ

ンを公表,

・オランダのKPNMobileがiモ ードの試験提供開始
。

日 本

・改正電気通信事業法施行により電気通信事業紛争処理

委員会が発足。

・KDDIがGPS機 能 や動画訓 言やWAP2 .0装 備など次

世代型携帯電話サービス開始。
・Nτrド コモグループが東海及び関西でもFOMAの 提

供を開始、
・NTTド コモがBluetooth搭 載のPHSブ ラウザフォンを

発売、

・電力10社 がコンテンツ調達・配信の一元化 に向けた共

・NTrComが 香港のIP接続事業者HKNetの 完全子

会社化を発表,
'・新規参入事業者の電柱利用を促進するための政令及

び省令一部改正が施行』
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IV.資 料 主な情報 通信 関係統 計





1.ア メリカ

1.1電 気 通 信 市 場 規 模

出典:FCC

1.2事 業 者 別通 信 サー ビス売 上 高

出典:FCC
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1.3移 動 電話 サー ビス加 入数 の推 移

出典:全 米 セルラー 事 業者 協 会

1.4ケ ーブルテレビ加 入 率 の推 移

出典:全 米 ケーブル ・電 気通 信 事 業者 協会
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2.欧 州 連 合

2.1電 気 通 信 市 場 規 模(2001年 は推 測)

出 典:EU

2.2国 別 市 場 シ ェア

出典:EU
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3.日 米 欧 比 較(2002年3月 時点 の為 替 レー トで換 算)

3.1電 気 通 信 市 場 規模

3.2移 動 通信 市場 規 模
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